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令和３年本別町議会第２回定例会会議録（第１号） 

令和３年６月８日（火曜日） 午前１０時００分開会  

───────────────────────────────────────── 

○議事日程  

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  議会運営委員長報告 

日程第 ３  会期決定の件 

日程第 ４  諸般の報告 

日程第 ５  行政報告 

日程第 ６ 承認第 １号 専決処分の承認を求める件〔令和２年度本別町一般会

計補正予算（第２３回）〕 

日程第 ７ 議案第３４号 財産の取得について 

日程第 ８ 議案第３５号 町道モップ沢道路水道橋橋梁架換工事（上部工）請負

契約について 

───────────────────────────────────────── 

○会議に付した事件  

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  議会運営委員長報告 

日程第 ３  会期決定の件 

日程第 ４  諸般の報告 

日程第 ５  行政報告 

日程第 ６ 承認第 １号 専決処分の承認を求める件〔令和２年度本別町一般会

計補正予算（第２３回）〕 

日程第 ７ 議案第３４号 財産の取得について 

日程第 ８ 議案第３５号 町道モップ沢道路水道橋橋梁架換工事（上部工）請負

契約について 

───────────────────────────────────────── 

○出席議員（１１名）  

議 長 １２番 高 橋 利 勝 副議長 １１番 藤 田 直 美 

 １番 水 谷 令 子  ２番 柏 崎 秀 行 

 ４番 石 山 憲 司  ５番 篠 原 義 彦 

 ６番 大 住 啓 一  ７番 山 西 二三夫 

 ８番 黒 山 久 男  ９番 方 川 一 郎 

 １０番 阿 保 静 夫    

───────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名）  

───────────────────────────────────────── 
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○説明のため出席した者の職氏名  

町 長 髙 橋 正 夫 副 町 長 大和田   収 

会 計 管 理 者 藤 野 和 幸 総 務 課 長 村 本 信 幸 

農 林 課 長 篠 原 順 彦 保 健 福 祉 課 長 中 川 雅 之 

住 民 課 長 長 屋 和 幸 子 ど も 未 来 課 長 大 橋 堅 次 

建 設 水 道 課 長 坪  忠 男 企 画 振 興 課 長 高 橋 哲 也 

老 人 ホ ー ム 所 長 前 佛 清 治 国 保 病 院 事 務 長 松 本 秀 規 

総 務 課 主 幹 上 原 章 司 企 画 振 興 課 主 幹 小 川 芳 幸 

建設水道課長補佐 小 出 勝 栄 総 務 課 主 査 石 川 雅 康 

教 育 長 佐々木 基 裕 教 育 次 長 阿 部 秀 幸 

社 会 教 育 課 長 高 橋  優 農 委 事 務 局 長 倉 崎 景 一 

代 表 監 査 委 員 畑 山 一 洋 選 管 事 務 局 長 村 本 信 幸 

───────────────────────────────────────── 

○職務のため議場に出席した者の職氏名  

事 務 局 長 三 品 正 哉 総 務 担 当 主 査 越 後  忠 
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開会宣告（午前１０時００分）  

───────────────────────────────────────── 

◎開会宣告  

○議長（高橋利勝） ただいまから、令和３年第２回本別町議会定例会を開会します。  

───────────────────────────────────────── 

◎開議宣告  

○議長（高橋利勝） これから、本日の会議を開きます。  

───────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名  

○議長（高橋利勝） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行ないます。  

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、阿保静夫議員、石山憲司議

員及び水谷令子議員を指名します。  

───────────────────────────────────────── 

◎日程第２ 議会運営委員長報告  

○議長（高橋利勝） 日程第２ 議会運営委員長から報告を行ないます。  

 議会運営委員長阿保静夫議員、御登壇ください。 

○１０番（阿保静夫）〔登壇〕 令和３年３月２２日第１回定例会において、閉会中の調

査付託を受けた議会の会期、日程等の議会運営に関する事項について報告いたします。  

 議会の運営に関する事項。まず、会期について申し上げます。本定例会の会期は本日

６月８日から６月１８日までの１１日間とするよう予定をいたしました。  

 次に、一般質問の締め切りについて申し上げます。一般質問の通告は、本日から６月

１０日正午をもって締め切ることといたしました。  

 次に、陳情文書の取り扱いについて申し上げます。本日までに１件の提出がありまし

た。西仙美里自治会内１３号線道路の道路側溝付随工事の陳情。これについては、議会

運営基準１３８運用例２によることとし、後刻その写しを議員に配布することといたし

ます。  

 以上、報告いたします。  

○議長（高橋利勝） これで報告済みといたします。  

───────────────────────────────────────── 

◎日程第３ 会期決定の件  

○議長（高橋利勝） 日程第３ 会期決定の件を議題とします。  

 お諮りします。  

 本定例会の会期は、６月８日から６月１８日までの１１日間とすることにしたいと思

います。  

御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、会期は、本日６月８日から６月１８日までの１１日間とすることに決定
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いたしました。  

 お諮りします。  

 議事の都合により、６月９日から１５日までの７日間を休会にしたいと思います。  

 御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、６月９日から１５日までの７日間は休会とすることに決定いたしました。 

───────────────────────────────────────── 

◎日程第４ 諸般の報告  

○議長（高橋利勝） 日程第４ 諸般の報告を行ないます。  

 報告第５号令和２年度本別町一般会計繰越明許費繰越計算書報告について報告を求め

ます。  

 村本総務課長。  

○総務課長（村本信幸） 報告第５号令和２年度本別町一般会計繰越明許費繰越計算書

報告。  

 令和２年度本別町一般会計繰越明許費について、繰越計算書のとおり繰り越しをいた

しましたので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により報告いたします。  

 次のページをお開き下さい。  

令和２年度本別町一般会計繰越明許費繰越計算書。  

２款総務費、１項総務管理費、本別コミュニティセンター自動ドア設置事業について

は、国の令和２年度補正予算による新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

によるもので、令和３年３月の定例会で補正したものであります。  

合計金額は１ ,３２０万円。翌年度繰越額も１ ,３２０万円で、財源内訳のうち未収入

特定財源は、国庫支出金１ ,２３０万円、一般財源  ９０万円であります。  

 下段の２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、戸籍情報システム改修事業については、

令和２年６月の定例会で補正したものでありますが、新型コロナウイルス感染症拡大の

影響により翌年度へ繰り越すものであります。  

合計金額は１４９万６ ,０００円。翌年度繰越額も１４９万６ ,０００円で、財源内訳

のうち未収入特定財源は、国庫支出金１４９万６ ,０００円、地方債、一般財源はありま

せん。  

２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、戸籍附票システム改修事業につきましては、

令和２年６月の定例会で補正したものでありますが、新型コロナウイルス感染症拡大の

影響により翌年度へ繰り越すものであります。  

合計金額は４８８万４ ,０００円。翌年度繰越額も４８８万４ ,０００円で、財源内訳

のうち未収入特定財源は、国庫支出金４８８万４ ,０００円、地方債、一般財源はありま

せん。  

 下段の３款民生費、２項老人福祉費、老人福祉センター浴場移転事業については、国

の令和２年度補正予算による地方創生臨時交付金によるもので、令和３年３月の定例会
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で補正したものであります。  

合計金額は２ ,５７４万円。翌年度繰越額も２ ,５７４万円で、財源内訳のうち未収入

特定財源は、国庫支出金２ ,３４０万円、一般財源２３４万円であります。  

 下段の４款衛生費、１項保健衛生費、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業

については、国の新型コロナウイルス感染症対策予備費によるもので、令和３年３月の

定例会で補正したものであります。  

合計金額は３ ,２０３万１ ,０００円。翌年度繰越額も３ ,２０３万１ ,０００円で、財源

内訳のうち未収入特定財源は、国庫支出金２ ,８３８万６ ,０００円、一般財源３６４万

５ ,０００円であります。  

４款衛生費、２項清掃費、十勝圏複合事務組合下水道建設負担金、汚泥処理設備更新

分については、十勝圏複合事務組合議会において、汚泥処理設備更新に係る予算の一部

繰越しが議決されたことによるもので、令和３年３月の定例会で補正したものでありま

す。  

合計金額は１万２ ,０００円。翌年度繰越額も１万２ ,０００円で、財源内訳は一般財

源１万２ ,０００円であります。  

 下段の６款農林水産業費、１項農業費、産地生産基盤パワーアップ事業については、

国の補正予算による総合的なＴＰＰ等関連政策大綱に基づく施策の実施によるもので、

令和３年３月の定例会で補正したものであります。  

合計金額は１億４ ,６０７万９ ,０００円。翌年度繰越額も１億４ ,６０７万９ ,０００円

で、財源内訳のうち未収入特定財源は、道支出金１億４ ,６０７万９ ,０００円、地方債、

一般財源はございません。  

 次のページをお開きください。  

 ８款土木費、４項都市計画費、公共下水道特別会計繰出金、下水道管理センター空調設

備設置事業については、国の令和２年度補正予算による地方創生臨時交付金によるもの

で、令和３年３月の定例会で補正したものであります。  

合計金額は２０１万３ ,０００円。翌年度繰越額も２０１万３ ,０００円で、財源内訳

のうち未収入特定財源は、国庫支出金１８８万１ ,０００円、一般財源１３万２ ,０００

円であります。  

 下段の９款消防費、１項消防費、加湿空気清浄機購入事業については、国の令和２年

度補正予算による地方創生臨時交付金によるもので、令和３年１月の臨時会で補正した

ものであります。  

合計金額は７８万７ ,０００円。翌年度繰越額も７８万７ ,０００円で、財源内訳のう

ち未収入特定財源は、国庫支出金７８万７ ,０００円、地方債、一般財源はありません。 

 下段の１０款教育費、２項小学校費、保健室エアコン設置事業、本別中央、勇足、仙

美里については、国の令和２年度補正予算による地方創生臨時交付金によるもので、令

和３年１月の臨時会で補正したものであります。  

合計金額は３５３万２ ,０００円。翌年度繰越額も３５３万２ ,０００円で、財源内訳

のうち未収入特定財源は、国庫支出金３５３万２ ,０００円、地方債、一般財源はありま
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せん。  

１０款教育費、２項小学校費、トイレ洋式化改修事業、仙美里については、国の令和

２年度補正予算による地方創生臨時交付金によるもので、令和３年３月の定例会で補正

したものであります。  

合計金額は３４９万７ ,０００円。翌年度繰越額も３４９万７ ,０００円で、財源内訳

のうち未収入特定財源は、国庫支出金３４０万円、一般財源９万７ ,０００円であります。 

１０款教育費、２項小学校費、加湿空気清浄機購入事業、本別中央、勇足、仙美里に

ついては、国の令和２年度補正予算による地方創生臨時交付金によるもので、令和３年

１月の臨時会で補正したものであります。  

合計金額は２７１万８ ,０００円。翌年度繰越額も２７１万８ ,０００円で、財源内訳

のうち未収入特定財源は、国庫支出金２７１万８ ,０００円、地方債、一般財源はありま

せん。  

 下段の１０款教育費、３項中学校費、保健室エアコン設置事業、本別、勇足について

は、国の令和２年度補正予算による地方創生臨時交付金によるもので、令和３年１月の

臨時会で補正したものであります。  

合計金額は２１８万９ ,０００円。翌年度繰越額も２１８万９ ,０００円で、財源内訳

のうち未収入特定財源は、国庫支出金２１８万９ ,０００円、地方債、一般財源はありま

せん。  

１０款教育費、３項中学校費、トイレ洋式化改修事業、本別、勇足については、国の

令和２年度補正予算による地方創生臨時交付金によるもので、令和３年３月の定例会で

補正したものであります。  

合計金額は１ ,６２４万９ ,０００円。翌年度繰越額も１ ,６２４万９ ,０００円で、財源

内訳のうち未収入特定財源は、国庫支出金１ ,４９０万円、一般財源１３４万９ ,０００

円であります。  

１０款教育費、３項中学校費、加湿空気清浄機購入事業、本別、勇足については、国

の令和２年度補正予算による地方創生臨時交付金によるもので、令和３年１月の臨時会

で補正したものであります。  

合計金額は１６１万１ ,０００円。翌年度繰越額も１６１万１ ,０００円で、財源内訳

のうち未収入特定財源は、国庫支出金１６１万１ ,０００円、地方債、一般財源はありま

せん。  

 次のページになりますが、１０款教育費、４項社会教育費、公民館トイレ手洗い自動

水栓化改修事業については、国の令和２年度補正予算による地方創生臨時交付金による

もので、令和３年１月の臨時会で補正したものであります。  

合計金額は５７万２ ,０００円。翌年度繰越額も５７万２ ,０００円で、財源内訳のう

ち未収入特定財源は、国庫支出金５７万２ ,０００円、地方債、一般財源はありません。 

１０款教育費、５項保健体育費、屋内体育施設トイレ等手洗い自動水栓化改修事業に

ついては、国の令和２年度補正予算による地方創生臨時交付金によるもので、令和３年

１月の臨時会で補正したものであります。  
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合計金額は９４万６ ,０００円。翌年度繰越額も９４万６ ,０００円で、財源内訳のう

ち未収入特定財源は、国庫支出金９４万６ ,０００円、地方債、一般財源はありません。 

１０款教育費、５項保健体育費、屋内体育施設加湿空気清浄機購入事業については、

国の令和２年度補正予算による地方創生臨時交付金によるもので、令和３年１月の臨時

会で補正したものであります。  

合計金額は６２万３ ,０００円。翌年度繰越額も６２万３ ,０００円で、財源内訳のう

ち未収入特定財源は、国庫支出金６２万３ ,０００円、地方債、一般財源はありません。 

以上、令和２年度本別町一般会計繰越明許費の繰越報告とさせていただきます。  

○議長（高橋利勝） これで報告済みといたします。  

 次に、報告第６号令和２年度本別町水道事業会計予算繰越計算書報告について報告を

求めます。  

 坪建設水道課長。  

○建設水道課長（坪忠男） 報告第６号令和２年度本別町水道事業会計予算繰越計算書

報告。  

令和２年度本別町水道事業会計予算について、繰越計算書のとおり繰越をいたしまし

たので、地方公営企業法第２６条第３項の規定により報告いたします。  

次のページをお開き下さい。  

令和２年度本別町水道事業会計予算繰越計算書。  

１款資本的支出、１項建設改良費、浄水場管理棟空調設備設置工事については、新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付決定が令和３年３月２９日と年度

末であったことから、年度内の事業完了が見込めないため、翌年度に繰り越すものであ

ります。  

 合計金額は７７万円。翌年度繰越額も７７万円で、財源内訳としましては、７７万円

全額を令和３年度分損益勘定留保資金で賄います。  

以上、令和２年度本別町水道事業会計予算繰越計算書報告とさせていただきます。  

○議長（高橋利勝） 次に、報告第７号令和２年度本別町国民健康保険病院事業会計予

算繰越計算書報告について報告を求めます。  

 松本病院事務長。  

○国保病院事務長（松本秀規） 報告第７号令和２年度本別町国民健康保険病院事業会

計予算繰越計算書報告。  

 令和２年度本別町国民健康保険病院事業会計の建設改良費につきまして、繰越計算書

のとおり繰り越しをいたしましたので、地方公営企業法第２６条第３項の規定により報

告いたします。  

 次のページをお開き下さい。  

 令和２年度本別町国民健康保険病院事業会計予算繰越計算書。  

１款資本的支出、１項建設改良費、オンライン資格確認システム一式につきましては、

システムを構成する機器が年度内に納入される見込みがないため、翌年度に繰越するも

のであります。  
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合計金額は１９９万９ ,０００円、翌年度繰越額も１９９万９ ,０００円で、財源のう

ち未収入財源は国庫補助金が１９９万８ ,０００円で、不足する額１ ,０００円は当年度

分損益勘定留保資金にて補てんするものであります。  

以上、令和２年度本別町国民健康保険病院事業会計予算繰越計算書報告とさせていた

だきます。  

○議長（高橋利勝） 次に、報告第８号専決処分報告、令和３年度本別町介護サービス

事業特別会計補正予算（第１回）について報告を求めます。  

 前佛老人ホーム所長。  

○老人ホーム所長（前佛清治） 報告第８号令和３年度本別町介護サービス事業特別会

計補正予算（第１回）につきまして、地方自治法第１８０条第１項の規定により、専決

処分をいたしましたので、同条第２項の規定により報告いたします。  

予算書の１ページをお開き願います。  

歳入歳出予算補正。  

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ、３億７ ,３７６万７ ,０００円とするものであります。  

 それでは事項別明細書により御説明させていただきます。  

３ページ、４ページをお開き願います。  

上段の歳入でありますが、３款１項１目寄付金、１節指定寄付金５万円の増額補正は、

本別町○○○○○○○○○にお住まいの○○○○様から５万円の寄付をいただいてござ

います。  

 下段の歳出でありますが、１款介護サービス事業費、１項１目施設介護サービス事業

費のうち寄付者の意向によりまして、１０節需用費消耗品費、介護材料といたしまして、

丸椅子３脚の購入５万円にあてるものであります。  

 以上、専決処分報告とさせていただきます。  

○議長（高橋利勝） 次に、報告第９号専決処分報告、令和３年度本別町国民健康保険

病院事業会計補正予算（第１回）について報告を求めます。  

 松本病院事務長。  

○国保病院事務長（松本秀規） 報告第９号専決処分報告、令和３年度本別町国民健康

保険病院事業会計補正予算（第１回）について、地方自治法第１８０条第 1 項の規定に

より専決処分をいたしましたので、同条第２項の規定により報告いたします。  

 予算書の１ページをお開きください。  

 補正の内容は、第２条資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するもので、収

入では第１款資本的収入、第７項寄付金を８万円増額補正し、資本的収入の総額を５ ,

５９４万５ ,０００円とするものであります。  

 内容は本別町○○○○○○○○○にお住まいの○○○○様から５万円、本別町○○○

○○○○○○○にお住まいの○○○○様から３万円の寄付金を受け入れたものでござい

ます。  

 支出では第１款資本的支出、第３項投資を８万円増額補正し、資本的支出の総額は８ ,
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７７８万２ ,０００円となりますが、寄付者の意向により医療施設等整備基金に積み立て

ることといたしました。  

 ２ページ以降の補正予算実施計画及び補正予算説明書につきましては、説明の省略を

させていただきます。  

 以上、専決処分報告といたします。  

○議長（高橋利勝） 次に、報告第１０号専決処分報告、令和３年度本別町一般会計補

正予算（第２回）について報告を求めます。  

 村本総務課長。  

○総務課長（村本信幸） 報告第１０号専決処分報告、令和３年度本別町一般会計補正

予算（第２回）について、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したので

同条第２項の規定により報告いたします。  

 予算書の１ページをお開き下さい。  

歳入歳出予算補正。  

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３万９ ,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ６８億３ ,１４４万８ ,０００円とする内容であります。  

 ３ページ、４ページをお開き下さい。  

上段の１、歳入でありますが、１７款１項１目寄付金、３節農業費寄付金３万９ ,００

０円の増額補正は、町有林振興基金として、本別町林業グループ会長○○○○様からの

指定寄付金でございます。  

 下段の２、歳出でありますが、２款総務費、１項総務管理費、１４目基金費、２４節

積立金３万９ ,０００円の増額補正は、寄付者の意向により町有林振興基金へ積み立てる

ものであります。  

以上、簡単でありますが専決処分報告とさせていただきます。  

○議長（高橋利勝） これで報告済みとします。  

 次に、報告第１１号専決処分報告、公用車両の交通事故に起因する和解及び損害賠償

額を定めることについて報告を求めます。  

 坪建設水道課長。  

○建設水道課長（坪忠男） 報告第１１号公用車両の交通事故に起因する和解及び損害

賠償額を定めることについて、御説明申し上げます。  

本事故は、除雪作業中における除雪車の事故であります。  

令和３年１月８日午前６時頃、公用車両タイヤショベル帯広○○○○○○○○が、中

川郡本別町柏木町の町道柏木町４号通り道路上において除雪作業中、隆起したマンホー

ルにプラウの刃が干渉し、その弾みで道路沿いの物置に接触し、破損させたものであり

ます。  

 事故後直ちに、物置所有者への謝罪と破損状況の確認、修理依頼を行ない、この度補

修が完了したことなどから、５月２４日に示談が成立し、民法第６９５条の規定に基づ

き和解し、損害賠償額を定めたことから、地方自治法第１８０条第１項の規定により専

決処分いたしましたので、同条第２項の規定により報告いたします。  
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なお、報告につきましては、和解の要旨のみとさせていただきます。  

１、和解の相手方につきましては、記載のとおりです。  

２、和解の要旨につきましては、本件事故にかかる損害賠償額を一金７万４００円と

定め、本別町が当該物置の修理事業者に対し、支払うものとする内容であります。  

なお、この損害賠償額につきましては、全額、町村有自動車損害共済金により賄われ

ます。  

 今後はこのような事故を起こさないよう、一層交通安全への意識を高め、安全運行に

努めてまいります。  

以上、報告第１１号の専決処分報告とさせていただきます。  

○議長（高橋利勝） これで報告済みとします。  

 次に、報告第１２号専決処分報告、令和３年度本別町一般会計補正予算（第３回）に

ついて報告を求めます。  

 村本総務課長。  

○総務課長（村本信幸） 報告第１２号専決処分報告、令和３年度本別町一般会計補正

予算（第３回）について、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したので

同条第２項の規定により報告いたします。  

今回の補正は、ただ今報告いたしました公用車両の交通事故に起因する損害賠償金で

あります。  

 予算書の１ページをお開き下さい。  

歳入歳出予算補正。  

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７万１ ,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ６８億３ ,１５１万９ ,０００円とする内容であります。  

 ３ページ、４ページをお開き下さい。  

下段の２、歳出でありますが、８款土木費、２項道路橋りょう費、１目道路橋りょう

総務費、２１節補償補填及び賠償金７万１ ,０００円の補正は、相手方物置の修繕費を損

害賠償金として支払うものであります。  

上段の１、歳入の２０款諸収入、４項１目７節雑入７万１ ,０００円は、この費用の全

額が町村有自動車損害共済金で賄われるため計上いたしました。  

以上、簡単でありますが専決処分報告とさせていただきます。  

○議長（高橋利勝） これで報告済みとします。  

 次に、報告第１３号専決処分報告、公用車両の交通事故に起因する和解及び損害賠償

額を定めることについて報告を求めます。  

 中川保健福祉課長。  

○保健福祉課長（中川雅之）  

報告第１３号公用車両の交通事故に起因する和解及び損害賠償額を定めることについ

て、御説明申し上げます。  

 本事故は、令和３年４月１４日午前９時５０分頃、公用車両トヨタカムリ帯広○○○

○○○○○が、中川郡本別町北２丁目４番地１本別町役場南東側消防署前駐車場内を東
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進中、左側に駐車していた相手方車両が発進したことにより、避けきれずに当方車両左

後部に相手方車両前面が接触し、相手方車両が損傷したものでございます。  

事故後直ちに、相手方への謝罪と怪我の有無、車両の損傷状況の確認、修理依頼を行

ない、この度、車両修理が完了したことなどから、５月２４日に示談が成立し、民法第

６９５条の規定に基づき和解し、損害賠償額を定めたことから、地方自治法第１８０条

第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第２項の規定により報告いたしま

す。  

 なお、報告につきましては、和解の要旨のみとさせていただきます。  

和解の相手方については、記載のとおりです。  

２、和解の要旨につきましては、本件の事故にかかる損害賠償額を一金３０ ,８６８円

と定め、本別町が相手方車両修理事業者に対し、支払うものとする内容であります。  

 なお、この損害賠償額につきましては、全額、町村有自動車損害共済金により賄われ

ます。  

 今後はこのような事故を起こさないよう、より一層交通安全への意識を高め、安全運

行に努めてまいります。  

 以上、報告第１３号の専決処分報告とさせていただきます。  

○議長（高橋利勝） これで報告済みとします。  

 次に、報告第１４号専決処分報告、令和３年度本別町介護保険事業特別会計補正予算

（第１回）について報告を求めます。  

 中川保健福祉課長。  

○保健福祉課長（中川雅之）  

報告第１４号専決処分報告、令和３年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第１

回）について、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したので同条第２項

の規定により報告致します。  

今回の補正は、ただ今報告しました公用車両の交通事故に起因する損害賠償金であり

ます。  

 予算書の１ページをお開き下さい。  

歳入歳出予算補正。  

 第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３万１ ,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１０億５ ,３２５万１ ,０００円とする内容であります。  

 ３ページ、４ページをお開き下さい。  

下段の２、歳出でありますが、３款地域支援事業費、１項１目介護予防・日常生活支

援総合事業費、２１節補償補填及び賠償金３万１ ,０００円の補正は、相手方車両修繕費

を損害賠償金として支払うものであります。  

上段１、歳入の９款諸収入、２項２目１節雑入３万１ ,０００円は、この費用の全額が

町村有自動車損害共済金で賄われるため計上いたしました。  

以上、簡単でありますが専決処分報告とさせていただきます。  

○議長（高橋利勝） これで報告済みとします。  
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 次に、監査委員から令和３年３月分及び４月分に関する例月出納検査結果報告書の提

出がありました。  

 その写しをお手元に配布しておきましたので御了承願います。  

 これで報告済みといたします。  

 次に、令和２年度土地開発公社決算報告書が町長から提出がありました。  

 その写しをお手元に配布しておきましたのでご了承願います。  

 これで報告済みとします。  

 次に、所管事務調査結果報告書が総務、産業厚生の各常任委員長から提出がありまし

た。  

 その写しをお手元に配布しておきましたのでご了承願います。  

 これで報告済みといたします。  

 次に、十勝圏複合事務組合議会の令和３年第１回定例会以降における主な審議内容に

ついて、お手元に配布のとおり報告いたしましたので、御了承願います。  

 これで報告済みとします。  

 次に、とかち広域消防事務組合議会の令和３年第１回定例会以降における主な審議内

容について、お手元に配布のとおり報告いたしましたので、御了承願います。  

 これで報告済みといたします。  

 次に、令和３年第１回定例会以降における議長の主な動静について、お手元に配布の

とおり報告いたしましたので、御了承願います。  

 これで、諸般の報告を終わります。  

───────────────────────────────────────── 

◎日程第５ 行政報告  

○議長（高橋利勝） 日程第５ 行政報告を行ないます。 

髙橋町長、御登壇ください。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 令和２年度の各会計の決算見込みについて報告いたします。 

一般会計の決算見込みにつきましては、歳入総額７９億５,６０３万５,０００円に対

し、歳出の総額は７８億２,８５２万２,０００円で、歳入歳出の差引額は１億２,７５１

万３,０００円となる見込みであります。歳入歳出の差引額から、翌年度への繰り越すべ

き繰越明許費一般財源分８４７万５,０００円を差し引きました実質の収支は１億１，９

０３万８,０００円となる見込みであります。 

次に、国民健康保険特別会計でありますが、歳入総額１０億２，１９０万８,０００円

に対し、歳出の総額は９億９,５１４万７,０００円で、歳入歳出差引額は２,６７６万１,

０００円となる見込みとなっております。 

次に、後期高齢者医療特別会計でありますが、歳入総額１億４，３６４万６,０００円

に対し、歳出の総額は１億４,３５３万４,０００円で、歳入歳出の差引額は１１万２,

０００円となる見込みであります。 

次に、介護保険事業特別会計でありますが、歳入総額１０億８,５１５万１,０００円

に対し、歳出の総額は１０億６,２４０万５,０００円で、歳入歳出の差引額は、２,２７



- 13 - 
 

４万６,０００円となる見込みであります。 

次に、介護サービス事業特別会計でありますが、歳入の総額が３億９,５６１万２,０

００円に対し、歳出の総額は３億９,２７８万４,０００円で、歳入歳出の差引額は、２

８２万８,０００円となる見込みであります。 

次に、簡易水道特別会計でありますが、歳入総額 1 億４１２万４,０００円に対し、歳

出の総額は１億７１万７,０００円で、歳入歳出の差引額は、３４０万７,０００円とな

る見込みであります。 

次に、公共下水道特別会計の決算見込みでありますが、歳入総額４億５,３８９万６,

０００円に対し、歳出総額は４億５,００１万２,０００円で、歳入歳出差引額は、３８

８万４,０００円となる見込みであります。 

次に、令和２年度の水道事業会計の決算見込みについて報告いたします。 

収益的収入及び支出につきましては、消費税抜きで収入は１億５,１８０万８,０００

円、支出は１億４,９９３万８,０００円で、当年度の純利益は１８７万円となる見込み

で、前年度の繰越の利益の剰余金７,５４０万５,０００円を加えました令和２年度末の

未処分利益の剰余金は、７,７２７万５,０００円となる見込みであります。 

次に、資本的収入及び支出につきましては、消費税込みで、収入が１,０５０万６,０

００円、支出は７,２２６万円となり、不足額の６,１７５万４,０００円は、過年度分損

益勘定留保資金等で補てんする予定であります。 

次に、令和２年度の病院事業会計決算見込みについて報告いたします。 

 まず、令和２年度の患者数の状況でありますが、入院患者数は、１万６,３１３人で、

前年度比６９３人の減、外来患者数が３万４,６５２人で、前年度比４,９７８人の減、

年間の延患者数は、５万９６５人で、前年度比５,６７１人の減となったところでありま

す。 

 次に、病院事業の収益的収入及び支出につきましては、消費税抜きで、収入は１１億

６,６３１万４,０００円、支出は１２億３,６８１万４,０００円で、当年度の純損失は

７,０５０万円となる見込みで、前年度の繰越欠損金１９億２,４７３万２,０００円を加

えました令和２年度末の未処理欠損金は、１９億９，５２３万２,０００円となる見込み

であります。 

 次に、資本的収入及び支出につきましては、消費税込みで、収入が１億１,９４７万３,

０００円、支出は１億５,９０１万８,０００円となり、不足額３,９５４万５,０００円

は、過年度分の損益勘定留保資金等で補てんする予定であります。 

以上、令和２年度の各会計の決算見込みの報告とさせていただきます。  

次に、町税等の収納関係について報告いたします。 

 まず、町税でありますが、現年度分の調定額が９億６,７８６万７,０００円に対しま

して、収納済額は９億６,２２１万５,０００円で、９９．４％の収納率となり、前年度

比０．１ポイントの増となりました。 

 また、滞納繰越分では調定額が２,９０９万４,０００円に対し、収納済額は５７１万

６,０００円で、１９．６％の収納率となり、前年度比０．６ポイントの減となりました。 
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 次に、国民健康保険税は、現年度分の調定額が２億７,６４０万２,０００円に対し、

収納済額は２億７,０２８万７,０００円で、９７．８％の収納率となり、前年度と同率

となりました。 

 また、滞納繰越分では調定額が２,８８３万円に対し、収納済額は７１３万円で、２４．

７％の収納率となり、前年度比で５．３ポイントの増となりました。 

町税の現年度と滞納繰越分を合せました収納率は９７．１％となり、前年度比０．１

ポイントの増となりました。また、国民健康保険税は０．８ポイントの増となったとこ

ろであります。 

 以上、令和２年度の町税等の収納決算見込みの報告とさせていただきます。 

 次に、新型コロナワクチンの接種事業について報告いたします。 

 本町におきましては、安全かつ円滑なワクチン接種に向け、国保病院はもとより、全

庁的な連携協力体制を組み、総合ケアセンター２階に接種会場を設け、国の優先順位に

従い６５歳以上の高齢者、あわせて施設内のクラスター対策として高齢者施設等に従事

する方へのワクチン接種を５月１０日から開始をし、７月中には接種を希望される高齢

者の方々に対する２回目の接種を終える見込みとなっており、順調にワクチン接種が進

んでおります。 

 ６月４日現在の予約受付、ワクチン接種状況についてでありますが、対象となります

接種券を発行いたしました高齢者２,８６４人に対し、２，４２６人、率にいたしまして

８４．７％の方の予約を受け付けております。１回目の接種を終えた高齢者は１,７４８

人となり、６１．０％の接種率となっております。また、施設従事者につきましても２

５４人の方が１回目の接種を終了したところであります。 

 今後のワクチン接種につきましては、６月中旬を目途に広く一般の方への接種券送付

を求める国の通知を踏まえ、高齢者へのワクチン優先接種期間と並行して、総合ケアセ

ンター２階接種会場において、７月５日より６４歳以下の方の接種を開始出来るよう取

り組んでまいります。ワクチンの種類は、高齢者の優先接種同様、ファイザー社製を予

定しており、２回目の接種完了を９月中旬と見込んでいるところであります。現在、対

象となる方に対し、６月１１日に接種券、予診票、各種お知らせなどを発送する準備を

進めておりまして、６月１４日以降順次お手元に届く予定となっております。ワクチン

接種の予約にあたりましては、６月１４日から６月２２日までの優先予約期間として、

国の示します基礎疾患を有する方に加え、本町独自の１８歳以下の方と、接種時に付き

添いされる保護者を対象として接種予約コールセンターでのみ優先予約の受付を行なう

こととし、通常予約につきましては、６月２３日以降、接種予約コールセンターに加え、

接種予約サイトにおいても受け付けを行なう予定としております。 

 町民の皆さまへの周知につきましては、６月１日号広報本紙への掲載、また、詳細に

つきましては６月１５日号の広報折込により、情報提供を行なってまいります。 

 今後も、安全かつ円滑なワクチン接種に向け、引き続き、全力を傾注する所存であり

ますので、議員各位の御理解、御協力を賜りますようにお願い申し上げます。 

 また、関係予算につきましては本定例会に提案をさせていただいておりますので、よ
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ろしく御審議をお願いしたいと思います。 

 以上、新型コロナワクチン接種事業につきましての行政報告といたします。 

 次に、本町の出資しております第３セクターの企業の経営状況について報告をいたし

ます。 

 昨年の前期第４四半期の新型コロナウイルス感染症の拡大が直撃をし、業種によって

は緊急事態宣言発令による営業活動の制限によって経営が行き詰まるなど、国内外の経

済に大きな打撃を与えております。 

株式会社本別システム総合研究所の令和２年度の経営状況でありますが、前期からの

累積欠損金を背負っての厳しい状況でのスタートとなりましたが、新型コロナウイルス

の影響で社会のデジタル化が進み、学校での校内無線ＬＡＮ機器の整備、電子カルテシ

ステムの追加、庁内ＬＡＮパソコン整備などの受注が相次ぎ、ウイルス感染対策ではテ

レワーク機器、オンライン会議機器、避難所用のパーテーションなどが特需として計上

されました。また、新型コロナウイルスワクチン接種事業に伴って接種会場用の備品、

健康管理システムの機能追加業務を受注し、今期の売上高は前年度比２８．５％増の５,

７９２万円、経営利益では前年度比８２．４％減の１９万円となり、増収減益ながら２

期連続の黒字決算で完了することができました。 

経済状況は、終息が見えない新型コロナウイルス感染症の影響もあり厳しい状況が予

想されますが、競合に負けることなく、引き続き職員、協力会社一丸となり努力すると

の方針でありますので、今後とも特段の御理解と御支援をお願いする次第であります。 

以上、本別町議会第２回定例会の行政報告とさせていただきます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これで行政報告を終わります。  

───────────────────────────────────────── 

◎日程第６ 承認第１号  

○議長（高橋利勝） 日程第６ 承認第１号 専決処分の承認を求める件〔令和２年度

本別町一般会計補正予算（第２３回）〕についてを議題とします。  

 本件について、報告を求めます。  

 村本総務課長。  

○総務課長（村本信幸） 承認第１号専決処分の承認を求める件について御説明を申し

上げます。 

令和２年度本別町一般会計補正予算（第２３回）について、地方自治法第１７９条第

１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告

し、承認を求めるものでございます。 

補正の内容は、令和２年度歳入の地方譲与税及び各交付金、個性あるふるさとづくり

基金指定寄付金、ふるさと納税の確定並びに特別交付税の確定によるものでありますが、

議会を開催する時間的余裕がありませんでしたので、専決処分を行なったものでありま

す。 

予算書の１ページをお開き下さい。 
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歳入歳出予算補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６０万６,０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８２億９７２万７,０００円とする内容であります。 

 それでは、事項別明細書により歳出から御説明いたします。 

７ページ、８ページをお開き下さい。 

２、歳出ですが、２款総務費、１項総務管理費、１４目基金費、２５節積立金６０万

６,０００円の減額補正は、地方譲与税、地方交付税等の歳入の確定により、財政調整基

金を８５９万６,０００円の増額、減債基金を１００万円の増額、個性あるふるさとづく

り基金は決算見込みにより１,０２０万２,０００円を減額調整するものであります。 

 なお、財政調整基金は、これまで１億９,８７９万１,０００円を取り崩しております

が、前回までの計上分と合わせ１億９６５万４,０００円を積み戻すこととなります。 

これにより、令和２年度末現在高は７億１,３６７万５,０００円、標準財政規模の１

７．５％となる見込みであり、目安としております１５％から２０％を確保できる見込

みとなっております。 

 なお、土地開発基金を除く、全基金の２年度末残高は、前年度より１億３,６４９万９,

０００円減の２６億３４万６,０００円となる見込みであります。 

 次に、３ページ、４ページにお戻り下さい。 

１、歳入でございますが２款地方譲与税、３款利子割交付金、４款配当割交付金、５

款株式等譲渡所得割交付金、６款法人事業税交付金、８款環境性能割交付金については、

関係機関からの実績額の通知により調整を行なうものであります。 

 ５ページ、６ページをお開きください。 

２段目の１０款１項１目地方交付税１,７６６万２,０００円の増額補正は、特別交付

税の確定によるものであります。なお、普通交付税総額は２６億４,３６６万５,０００

円で、前年度比３．２％の増、特別交付税総額は２億８,３６８万１,０００円で、前年

度比１.１％の減となっております。 

なお、地方交付税と臨時財政対策債を合わせた合計は３０億４,７５０万６,０００円

で、前年度比２．５％の増となりました。 

下段の１７款１項１目寄付金、１節総務費、寄付金、個性あるふるさとづくり指定寄

付金、ふるさと納税１,０２０万２,０００円の減額補正は、決算見込みにより調整する

もので、令和２年度決算見込み額は８,９７９万８,０００円となる見込みであります。 

以上、令和２年度本別町一般会計補正予算（第２３回）の専決処分報告とさせていた

だきます。 

御承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

 質疑は歳入歳出一括とします。 

阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） 個性あるふるさとづくり基金の関係なんですけども、予算より

も約１ ,０００万円の減ということで、これは相手のあることだということで理解してい
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ますが、取り扱い件数というのは昨年比でこの時点でどういうふうになっているか伺い

たいと思います。 

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。  

○総務課長（村本信幸） 取り扱い件数の関係でございますが、大変申し訳ありません、

昨年度の件数、今手元にないのですが、令和２年度の件数といたしましては、総体で５ ,

４１８件となっております。寄付金額そのものが１ ,０００万円程度、昨年が１億円を超

えていましたから件数自体も減少してるとは思います。詳細についてはまた別途報告さ

せていただきます。  

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。  

 （「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、承認第１号専決処分の承認を求める件〔令和２年度本別町一般会計補正予

算（第２３回）〕について採決します。 

 お諮りします。 

 本件は、報告のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、承認第１号専決処分の承認を求める件〔令和２年度本別町一般会計補正

予算（第２３回）〕については報告のとおり承認されました。 

────────────────────────────────────────── 

◎日程第７ 議案第３４号  

○議長（高橋利勝） 日程第７ 議案第３４号 財産の取得についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 村本総務課長。  

○総務課長（村本信幸） 議案第３４号財産の取得について、提案理由の説明を申し上

げます。  

このたびの財産の取得に際しましては、予定価格が１ ,５００万円以上の動産の買入れ

となりますので、地方自治法第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約およ

び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定により議会の議決を求めるものでご

ざいます。  

財産取得の目的は、安全かつ快適に児童、生徒に通学してもらうことを目的に、老朽

化平成７年度取得したスクールバス中型、４７人乗りを更新するもので、財産の内容は

スクールバス中型、４１人乗りとなっております。  
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財産の取得は、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基づく随意契約によ

るもので、見積り合わせ参加事業者は、東北海道いすゞ自動車株式会社本別営業所、東

北海道日野自動車株式会社帯広支店の２者を選定いたしました。  

 令和３年５月１１日に見積合わせ執行通知を行ない、令和３年５月２８日に見積合わ

せを執行しております。  

契約金額は、２ ,２０３万７ ,９５９円で、見積回数は１回で決定をしております。  

契約の相手方は、帯広市西１９条北１丁目７番６号、東北海道日野自動車株式会社帯

広支店常務取締役支店長○○○○でございます。  

仮契約は、令和３年５月２８日に行なっております。  

納入期限は、令和４年１月３１日まででございます。  

以上、議案第３４号財産の取得についての提案理由にかえさせていただきます。  

よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。  

 これから、議案第３４号の財産の取得についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３４号財産の取得については原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────────────── 

◎日程第８ 議案第３５号  

○議長（高橋利勝） 日程第８ 議案第３５号 町道モップ沢道路水道橋橋梁架換工事

（上部工）請負契約についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 議案第３５号町道モップ沢道路水道橋橋梁架換工事（上部工）

請負契約につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

町道モップ沢道路水道橋橋梁架換工事（上部工）請負契約締結にあたりましては、予

定価格が５,０００万円以上の工事契約となりますので、地方自治法第９６条第１項第５

号及び議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例第２条の規

定により、議会の議決を求めるものでございます。 
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契約の目的は、橋梁長寿命化計画に基づく水道橋橋梁架換工事（上部工）で、工事の

内容は、橋の桁、高欄等の上部工の架設をするものでございます。 

契約の方法につきましては、指名競争入札による契約締結で、指名委員会は令和３年

４月２３日に開催し、指名業者は株式会社野田組、中前建設株式会社、鎌田建設工業株

式会社、株式会社岡崎組、株式会社山中、株式会社本別建設工業、株式会社井上産業の

７者を選定いたしました。 

令和３年５月７日に指名通知を行ない、令和３年５月２８日に入札を執行しておりま

す。 

契約金額は、８,７７８万円で、入札回数は１回で落札をしております。 

契約の相手方は中川郡本別町北３丁目５番地９、株式会社野田組。代表取締役○○○

でございます。 

仮契約は、令和３年５月２８日に行なっております。 

工期は、着工が本契約の日から７日以内で、完成は令和４年２月１０日でございます。 

以上、議案第３５号町道モップ沢道路水道橋橋梁架換工事（上部工）請負契約につい

ての提案にかえさせていただきます。 

よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第３５号町道モップ沢道路水道橋橋梁架換工事（上部工）請負契約に

ついてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３５号町道モップ沢道路水道橋橋梁架換工事（上部工）の請負契

約については原案のとおり可決されました。 

 ここで、村本総務課長より先ほどの阿保議員の質問に対する答弁の追加を求められて

いますので、許可いたします。 

 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 先ほどの阿保議員の御質問です。ふるさと納税の取り扱い件

数でございます。  

 令和元年度でございますが、取り扱い件数が７ ,０５６件で、令和２年度が５ ,４１８
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件でしたので、比較をいたしますと１ ,６３８件の減となってございます。以上です。  

○議長（高橋利勝） よろしいですか。  

（「はい」と呼ぶ者あり）  

────────────────────────────────────────── 

◎散会宣告  

○議長（高橋利勝） 以上で本日の日程は全部終了しました。  

 念のため申し上げます。  

明日６月９日から１５日までの７日間は休会であり、６月１６日午前１０時再開であ

ります。  

 これをもって通知済みといたします。  

 なお、一般質問の通告は本日から６月１０日正午をもって締め切ります。  

 質問のある方は締め切り時間を厳守の上、提出願います。  

 本日はこれで散会します。  

 御苦労さまでした。  

散会宣告（午前１１時１０分）  
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開議宣告（午前１０時００分） 

───────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

○議長（高橋利勝） これから、本日の会議を開きます。 

───────────────────────────────────── 

◎日程第１ 議会運営委員長報告 

○議長（高橋利勝） 日程第１ 議会運営委員長から報告を行ないます。 

 議会運営委員長阿保静夫議員、御登壇ください。 

○議会運営委員長（阿保静夫）〔登壇〕 おはようございます。 

 報告いたします。 

 発議の取扱いについて申し上げます。 

 本日までに２件の提出がありました。 

 発議第１号本別町議会会議規則の一部改正について。発議第２号議員報酬の減額支

給に関する条例の制定について。以上２件の発議については、最終日の本会議で審議す

る取り運びを予定いたしました。 

 次に、意見書の取扱いについて申し上げます。 

 本日までに３件の提出がありました。 

 地方財政の充実・強化に関する意見書。義務教育費国庫負担制度堅持、負担率２分の

１への復元、３０人以下学級など教育予算確保・拡充と就学保障の実現に向けた意見

書。林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書。以上３件

の意見書については、最終日の本会議で審議する取り運びを予定いたしました。 

 以上、報告いたします。 

○議長（高橋利勝） これで、報告済みといたします。 

───────────────────────────────────── 

◎日程第２ 一般質問 

○議長（高橋利勝） 日程第２ 一般質問を行ないます。 

 順次、発言を許します。 

 ６番大住啓一議員。 

○６番（大住啓一） 議長の許可をいただきましたので、通告いたしました２問につい

て質問いたします。 

 冒頭に、昨年、令和２年１月頃より続いている新型コロナウイルスによる感染症に対

し、日夜御尽力をいただいている医療関係者の皆様へ敬意と感謝の意を表します。 

 また、不幸にも感染症により亡くなられた方々、現在も治療されている方々に御冥福

をお祈りし、お見舞い申し上げます。 

 それでは、１問目、コロナ禍のもと、町長の道外出張とワクチン対策についてお伺い

いたします。 
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 新型コロナウイルス発生から約１年半になり、この間、緊急事態宣言が繰り返し発出

されていますが、この状況下、町長が徳島県に出張に至った経緯と考え方はどのように

なっているか、お伺いいたします。 

 また、コロナ禍のもと、町民の方々の生活を守るため、最大の効果が期待できるワク

チン接種対策についてお伺いいたします。 

 １点目の町長の出張に関しては、過去、昨年１２月、今年の３月、２回の定例会にお

いても質問をいたしておりますが、なぜコロナ禍のもと、緊急事態宣言が発出されてい

るさなか、本州都県に出張するのか、考え方をお伺いをいたします。 

 ２点目のワクチンの接種は、町民の方々にとっても最大の関心事であると認識して

おります。今定例会初日に行政報告がありましたが、接種会場となっている総合ケアセ

ンターの使い方として、土足禁止の解除や今後における接種方法として、若い人たちの

接種、また、土曜日、日曜日、祝日、夜間の接種を行なうべきと思いますが、現状と考

え方をお伺いいたします。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 大住議員の質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、１点目についてでありますが、６月１日に挙行されました、友好都市でありま

す小松島市の市制施行７０周年記念式典に出張した部分についての御質問だと思いま

すが、本町と小松島市は、平成１３年に本別町が開町１００年、小松島市が市制５０周

年という、お互いに大きな節目の年に友好都市の提携を結び、以来２０年が経過いたし

ました。これまで小松島市とは官民問わず活発な交流が図られ、教育、文化、経済など、

各分野において深いつながりを築いてきたところであります。 

 市制施行７０周年記念式典への出席につきましては、昨年中から小松島市と連携を

密に取りながら出席者の範囲など検討を進めてきておりまして、このほど公式な出張

依頼を受け、応じたものであります。当初は、随行職員を含め５名の訪問とする予定で

ありましたが、５月１９日からの北海道に対して緊急事態宣言が発令されたことを受

け、また、訪問者は最小限の人数にとどめた経緯があります。 

 小松島市の中山市長は、昨年６月に就任し、以来いずれかの機会でお会いすべくタイ

ミングをうかがっておりましたが、今回の訪問により、それが実現に至りました。 

 式典は、感染症対策を講じた上の開催となりまして、式典会場は、来賓も徳島県知事、

徳島県議会議長、そして地元選出の県議会議員が２人、そして私という中での、まさに

厳粛な空気の中で挙行され、その後の懇談会におきましても、市議会の議員と懇談をさ

せていただきながら、これからの友好都市のあり方等々含めて、議会側と、また執行者

側との間で、それぞれ貴重な意見交換をさせていただいたというそういう経緯であり

ます。 

 本町と小松島市が築いてきた友好の歴史を振り返るとともに、本町のまちづくりに

も多大な御貢献をいただいていることに対し、改めて感謝と敬意を表する機会をいた
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だき、そのような意味においても、今回の表敬訪問は大きな意義があったと認識してお

ります。 

 また、本町におきましては、今年の夏以降のイベント開催について模索されていると

ころでありますが、中山市長、また、廣田議長からは、状況が許せば本町のイベントに

も参加し、さらに交流を深めたいとの御意向も伺っております。その際には、感染症対

策を講じながら、礼を失することのないよう、万全の受け入れ態勢を整えたいと考えて

おります。 

 繰り返しとなりますけれども、式典の出席につきましては、昨年中から小松島市と協

議を重ね、その上で改めて公式の出席要請があり、応じたものであり、たとえ緊急事態

宣言発令中であっても、これまでの交流の歴史や、そこから得られた強いつながりなど

を尊重した上で判断すると、出席を見送るという判断には至らなかったものであり、そ

の点につきましては御理解をいただければと思います。 

 次に、２点目のコロナワクチン接種についてですが、現在、６５歳以上の高齢者と高

齢者施設などにおいて従事する方への接種を優先的に行なっているところであります

が、これらの接種のめどが立ちましたことから、７月からは高齢者と並行して６４歳以

下の方への接種も進めることとし、６月１１日に、１９歳から６４歳の方に対し接種券

を発送したところであります。 

 優先順位の考え方ですが、これまで、国の示す優先順位において、６５歳以上の高齢

者の次に基礎疾患を有する方と同じ順位に６０歳から６４歳の方が位置づけられてい

たところですが、ワクチンの供給が順調に進んでいることや、また、職域接種の開始な

ども踏まえて、固定的な年齢要件を外し、柔軟な対応を取るとされましたことから、本

町におきましても、基礎疾患を有する方のみを次の優先順位とし、６月１４日から２２

日までの間、コールセンターで電話による優先予約を受け付けております。その後、６

月２３日からは、まだ接種予約を終えていない高齢者を含む、接種券を有する全ての方

の予約をコールセンター及び接種予約サイトで受け付けることとしております。 

 なお、現在、接種しているファイザー社製のワクチンは、国の厚生科学審議会におい

て、６月１日から対象年齢が１６歳から１２歳以上に改正され、小学６年生及び中学生

も接種することができるようになりましたことからも、本町も児童・生徒を含む１２歳

以上の対象者への接種券の発送を検討してきたところでありますが、現在、厚生労働省

と文部科学省において、児童・生徒に対するワクチン接種の統一した見解がまだ示され

ない状況にありますことから、本町といたしましても、国の動向を見据えながら、１２

歳から１８歳の方への接種券の発送日程を再度検討してまいりたいと考えております。 

 次に、休日・夜間の接種の実施についての御質問ですが、コロナワクチンは、接種部

位の痛み、また、発熱といった副反応が見られることがありまして、また、まれにアナ

フィラキシー反応と呼ばれる急性アレルギー反応を起こすこともあり、速やかに適切

な対処を行なわなければ命に関わることもあります。このようなことから、ワクチン接
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種の体制につきましては、接種を担う町国保病院と協議を重ねてきておりますが、住民

の生命の安全を守ることを第一に考え、アナフィラキシー反応などで救急搬送が必要

となった場合において、万全な医療体制が取れる平日の昼間の時間で接種を行なうこ

ととしておりますので、これは御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 あわせて、就労している方々への対応といたしましては、町内の５４の事業所に事前

協議を行ないまして、救急医療体制が整っている平日で受け入れやすい時間、また、時

間帯などの希望の聴取をするとともに、本町に居住しているかのいかんにかかわらず、

接種希望者を事業所単位で取りまとめて、事業所として予約を行なうことで、業務への

支障の軽減を図り、また、接種を受けやすい体制づくりに努めているところでありま

す。 

 なお、接種会場となっております総合ケアセンターの土足の利用につきましては、現

在、足が不自由な方や靴の履き替えが困難な方、また、歩行の安全性を確保するために

靴が必要な方、また、車椅子の方などにつきましては、靴底やタイヤの汚れを落として

そのまま会場へ案内をしているところであります。 

 いずれにいたしましても、コロナワクチン接種に来ていただける方につきましては、

入り口玄関の一番近いところに靴箱を用意しながら、そしてスリッパにすぐ履き替え

れるという、手軽に安心して履き替えができるという体制を取っておりますので、健康

上、また安全上、このような体制で接種している会場をつくったわけであります。この

ことにつきましても、十分に利用者の安心・安全のために必要な体制を取っております

ので、御理解いただきますようにお願い申し上げて、答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） 改めて何点か再質問させていただきますが、まず、一番最初にお

伺いしなければならないのは、町長御自身がワクチンを打っているか打っていないか。

これは、髙橋町長個人にお伺いしているのではございません。公人たる町長として、接

種しているか、していないかということでお答えいただきたいということでございま

す。 

 それから、何点かございますけれども、昨年から小松島市、友好都市ですが、準備を

していたので、緊急事態の不要不急の出張に当たらないという趣旨の御答弁だったと

思いますが、町長は、緊急事態宣言というか、町民の人たちの考えていることが全然理

解なされていないのではないですか。北海道知事においても、道外から来てくれるな。

徳島県小松島市に行くということは、どのルートで行っても、基本的には東京で乗り換

えていくと、空路で行けば。そんなさなかになぜ、あえてそうやって行かなければなら

ないのか。それは、町民の人たちとの考え方に相当の乖離があると私は思います。 

 これは、友好都市で、先ほども答弁ありました。県知事にお会いしました、県議会議

長にお会いしました。それは、本別町の人にとって何も利益になることではございませ

ん。それは、町長が自己満足されているだけなのです。 
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 私は、友好都市以外のそういうお付き合いをしれという意味ではございません。百何

十年前に本別に入植していただいたことも踏まえてです。それは、私も遠縁が小松島に

おりますから、深く聞いております。それと今回の行動については相当違うのではない

かということです。町長が出向いた頃は、北海道においては、全国で一番感染者が多

かったときです。その頃、徳島県は誰１人として感染者がいないところです。向こうの

市民の方々は、なぜ感染者が一番多いところからの町長が来るのだと。それは町長に直

接言った人はいないと思いますが、そういうことだと思います、世の中は。その辺の考

え方をどういうふうに考えているかということでございます。もう考え方がずれて、全

く町民の人たちのほうを向けていないということになるのではないかと思うのですが、

その辺をどう考えているのか、まずお聞きしたいということでございます。 

 それと、中止の判断もできないということでございますけれども、それは幹部職員の

方々と定例の課長会議等々もやっておりますから、昨年来から感染者が少なくなった

頃、蔓延防止になったとき、緊急事態宣言が出たとき、それは幹部職員の方々と打ち合

わせして、友好都市の式典に出るか出ないかというのは、それは英断を下さなければな

らないのではないかと私は思いますよ。 

 ちなみに、本別町議会としては、議長の英断でそれを中止しております。町長におい

てもそれぐらいの英断があってよかったのではないかと私は思いますが、その辺の考

え方を再度お聞きしたいということでございます。 

 この件については、どうこうということでもございませんし、ちなみに、私の私見で

申しますと、初めてお会いしたということも答弁でおっしゃっていましたけれども、今

はオンラインで、全国知事会であろうが、町村会の会議であろうが、全部オンラインで

できるのです。小松島市と本別町と、町長と市長がオンラインでお話しすることぐらい

は簡単にできるはずなのです。そういうこともしないで、１日かけて行って、町民の

方々に、また、向こうの市民の方々に不快な思いをさせるということが首長のやること

なのかということだと思います。 

 それと、ワクチンの関係でございますが、土足云々については、無理な方については

そのまま入っていただくということでございますけれども、福祉で町をということで、

それを標榜しているのであれば、足の悪い人とかと言う前にですね、今、我々の年代に

なって、それに近いのですが、５ミリ、３ミリで転ぶ状況もございます。自分の履き慣

れた介護専用の靴を脱いで、スリッパだとか、そういうことに履き替えていただくこと

自体がおかしいのではないかと私は思うのです。その辺、町長でもどなたでもいいです

けれども、このまま行くのであれば行く。ただ、明日あさってに終わる話ではございま

せんから、その辺もどのようにお考えか、お聞きしたいということと、先ほどの答弁の

中で、児童・生徒にもということでございました。これはまだ決まっていないようでご

ざいますけれども、それを決めるということになれば、当然保護者の方でも心配されて

いる方が多々いると思います。それは、教育委員会を通じるなり、町から直接でもいい
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のですが、やはり保護者の方々に、未成年者の方々ですから、きちっとした説明をし、

副反応についても、それなりのお話をした中で、本別町のワクチン行政の進め方という

ことになるのではないかと思いますが、その辺の見解についてお伺いしたいのと、漏れ

聞こえてきた話では、６５歳以上の年代の接種率が８０数パーセントということで本

別町聞いておりますけれども、今日現在といいますか、昨日現在でどのぐらいになって

いるのか、これは町民の人たちも相当気にしているところでございますから、余り細か

い数字は一般質問で聞いたことはございませんけれども、この部分について再度お知

らせいただきたい。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 再質問の答弁させていただきますけれども、いろいろ御指摘をい

ただきましたけれども、そういう状況も含めて、この７０周年施行の記念式典の要請に

は応えなければならないというのは、町を代表しての私の立場の考えであります。それ

は、緊急事態宣言だから云々ということでありましたけれども、緊急事態宣言、不要不

急というのは、不要なこと、また、急ぐことのないことについてはということでありま

すけれども、そういう言葉は別にしてもですね、この７０周年式典の重み、そして、本

町と小松島市の友好都市の歴史、そしてこれからの継続・持続を含めて、そういう節目

の中での大きな式典に本町として御招待をいただいた部分、招待する側もそれなりの

大きな、コロナ禍の中での感染症対策、いろいろ含めて熟慮されての私どもに対する公

式な要請でありますから、これにつきましても、もちろん幹部職員含めていろいろ協議

をさせていただいた中で、どういう体制でこれを受け入れるかを含めて協議をさせて

いただきました。 

 この歴史の中では、責任ある立場としては、今、御質問いただいたことを含めて十分

に検討させていただきながら、その上で、これはしっかりと出席をさせていただきなが

ら、要請に応えて、友好の絆をさらに深めるための大事な訪問ということにさせていた

だいた経過でありますので、町民の意向を無視したとか、いろいろなことを言われまし

たけれども、そのようなことは全く考えておりません。逆に、それを越えてしっかりと

未来のために、小松島市と絆を深めるための私どもの訪問であったということで、御理

解いただきたいと思います。 

 コロナワクチン接種については、私に接種したかしないかということですけれども、

これは別に答える必要はないと思うのですけれども、ちなみに、せっかくの御質問です

から、経過を少し言わせていただきますけれども、一番先にワクチン接種が始まったと

き、いろいろな職場も含めてですが、町民皆さんがかなり不安視されるものがあるから

一番先に接種をして、町民の皆さんにもアピールできるようなことであればというこ

ともいろいろ検討ありましたけれども、先に接種した、しない含めて、いろいろな報道

もあった中でありますけれども、あくまでも町民の皆さんを優先に接種を受けていた

だいて、私は、最終場面で自分の接種の順番をしっかりと今待っているところでありま
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すから、それについても、それぞれの身体的な症状もありますから、これはドクターと

も相談の上で接種する日にちを決めて接種するということでありますので、この辺に

ついては、この程度にさせていただきたいと思います。 

 あと、土足の部分、また、子どもたちの接種の部分については、それぞれ担当のほう

から答弁をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） 中川保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中川雅之） それでは、私のほうからまず１点目、土足の解除の関係

を答弁させていただきます。 

 まず、土足にすることによるメリットとデメリットがあるというふうに私どもとし

ては考えさせていただいております。土足を解禁することによって、確かに靴を履き替

える手間ですとか、そういう方に対する負担軽減、また、玄関の混雑を避けるというメ

リットがある反面、接種会場内にほこりないし泥が入るというようなこと。また、雨の

日ですとかは汚れがひどくなり、濡れた床面により転倒しやすくなる危険性が増すと

いうふうなデメリットもあるというふうに判断をしているところであります。 

 私どもとしましては、そういったものを総合的に勘案した上で、安全な環境をつく

り、安心した気持ちで接種会場に来ていただけるように、まず、安全という面を含めま

して、濡れた床面による転倒の危険性をまず排除したいというところと、衛生面です

ね、汚れ等の部分も総合的に勘案いたしまして、今までどおり一般の来客と同様に、ス

リッパの履き替えをお願いをした上で接種会場に来ていただきたいと。それに関しま

しては、今後もそのような形で進めようというふうに考えさせていただいております。 

 先ほど町長からの答弁にもありましたとおり、靴の履き替えが困難な方、歩行の安定

性を確保するために靴がやはり必要な方ですとか、車椅子の方に関しましては、当然玄

関に常にスタッフを配置しておりますので、そういった方に関しましては、個別に柔軟

かつ適切に対応させていただいている状況でありますし、今後もそういった対応を取

りながら取り進めさせていただきたいというふうに考えておりますので、御理解いた

だきたいと思います。 

 続きまして、高校生以下の関係、保護者への御案内というところでございますけれど

も、こちらに関しましても、今後、国からの指示に基づき、ワクチン接種に関しまして

は、１２歳以上を対象として進めていくことになります。その際に、保護者に対しまし

ては、保護者の方への御案内というのを別途、高校生以下の方に対しましては同封させ

ていただきまして、その中には、ワクチンの副反応、それと合併症、こちら国で公表し

ているものを一緒に同封させていただいて、そちらをもとに判断していただき、接種を

希望する方には、そういった副反応、合併症のリスクとワクチンを接種することの有益

性ですね、そちらを総合的に判断していただいた上で接種に臨んでいただきたいと。高

校生以下の方につきましては、本別町としましては、保護者に付き添いをいただいた上

で会場に来ていただき、いわゆる子どもたちのアレルギーですとか、小さいときからの
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既往歴、こういう病気にかかっていたとか、親子さんに確認を取りながら、また、親が

いることによって、接種を受ける子どもたちの安心感をもって副反応を抑えたいとい

うふうに考えておりますので、そのような形で進めさせていただきたいと考えており

ますので、御理解いただきたいと思います。 

 それと最後に、接種率でございます。先ほど大住議員、８０％というふうなお話を受

けたのは、恐らく予約率かと思います。現状、６５歳以上の高齢者の方の予約率に関し

ましては、およそ８５％の方からの予約を受け付けさせていただいております。 

 実際、接種を終えている方の率ですけれども、このワクチンは２回接種する形になり

ますけれども、１回目の接種、これは行政報告以降の数字も加えた数字になりますの

で、行政報告の数字とはちょっと変わりますけれども、１回目の完了者が１ ,７５５人、

対象者に対しまして６１ .３％の方が１回目の接種を終えております。２回目までの接

種を終えている方に関しましては７５２人、２６ .３％の接種率というふうになってお

ります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） 質問で違った数字の中で、きちっとしたフォローいただきまして、

その点については感謝申し上げたいと思います。接種率が１回目で６１％ということ

でございますから、皆さんの努力に敬意を表したいと思います。 

 町長に再々質問させていただきますが、町長は公の立場であって、自分の接種をした

かしないかを聞くのは不謹慎なような言い方をされましたけれども、マスクをかけて

しゃべっているものですから全然聞き取れないのです。それで、接種はしていないとい

うことですね。先ほど言ったのは、まだ。聞き取れなかったものですから、まだしてい

ないということですね。していないのですね。接種をしていない中で徳島県に行くこと

自体がおかしいのではないですか。１年も前から決まっているのであれば、接種をし

て、きちっとした安全対策を取って友好都市に出かけるというのが基本的な考え方だ

と思うのです。 

 それで、マスコミ的には、全国の首長が余ったものを接種したとか、いろいろなマス

コミ報道がされました。ただ、町長は行政の最高、トップでございますから、自分がそ

の判断をしなければならないときには、町長が一番先に打ってもそれは構わないと思

いますよ。接種をして友好都市に出かけていくというのは、これは当たり前の話です。

それを、私は打っていないのだというような話をして、それで２泊３日で行ったと思う

のですが、そんな内容の出張をしていること自体がいかがなものかと思うのですが、そ

の点についてだけ答弁を求めます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 予防接種を受けているから、受けていないからということの判断

は、それは、議員のおっしゃることについては、一般的にはそういう判断というのは非
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常にあるのでしょうけれども、ただ、接種を受ける受けないのは、個人個人の環境だと

か身体的な状況いろいろ含めてあるわけですから、そこは、接種を受けたほうがいいと

か、接種を受けていないのはどうこうというような判断をするような発言というのは

なるべく私は控えていただきたいというふうに思います。 

 ただ、私の場合は公人ということでありますから、公人であっても、それはそれぞれ

個人的ないろいろな理由があるわけですから、受けたからいい、受けないからだめだと

いうことでは決してありません。 

 ただ、私の状況からいうと、せっかくの御質問ですから、お答えしたのは、町民の皆

さんが優先的に受けていただいて、受けていただいたときに、最終的に私も接種を受け

るというドクターとの協議もさせていただいていますから、そのように実施するとい

うことでありますから、接種をしないで行ったかどうかということについては、私自身

も同行した職員も常に感染症予防対策を十分に取りながら、それは言われるまでもな

く、受入れ側の小松島市のほうもそのことを十分に考えながらお呼びいただいたこと

でありますから、その辺は、間違っても迷惑をかけないようにということも含めて、私

どもも自己責任の中できちっと対応しながら行ってきたということでありますので、

接種したから、していないから、そのことが判断基準になるということではありません

ので、そのことについては、私は万全な体制を取りながら行くというのが、私ども同行

した２人の任務だということで、常にそのことを意識しながら、常に携帯用の消毒液を

持ちながら、もちろんマスクも、手指消毒もそうですけれども、それは、行くところ行

くところ、しっかりと対策を取りながら訪問をしてきたという経過であります。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） １問目終わります。 

 次に、２問目の税の不適切処理、横領事件のてんまつについてお伺いいたします。 

 事件の発端は平成２８年６月定例会で明らかになり、翌年５月には、本別町役場に対

し家宅捜索が行なわれ、刑事事件による被害額約２３０万円、その後の調査で約２７０

万円、合計５００万円のうち、未回収はどのようになっているのか、また、今後の対応

についてお伺いいたします。 

 １点目の納税は国民の３義務のうちの一つであり、国税、町税を問わず、町民の皆さ

んの努力により、行政の礎となる制度であり、長い年月をかけ培ってきた信頼関係によ

り成り立っています。 

 今回の事件は、町民の皆さんとの信頼関係を著しく損なうものでございます。被害額

が約５００万円のうち、返済されていない約２７０万円と、大きな額の税金が回収され

ないなどということにはなりません。現在までの状況はどのようになっているのか、ま

た、過去の議員協議会で報告があった民事裁判に委ねられた件はどのようになってい

るのか、お伺いいたします。 
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 ２点目の被害額が約５００万円のうち、いまだ返済されていない約２７０万円でご

ざいますが、元職員の方との話合い、さらには、民事裁判の成り行きにより、回収不能

となった場合、その責任は行政トップの町長にあると思いますが、考え方をお伺いいた

します。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕大住議員の２問目の質問の答弁をさせていただきます。 

 まず、１点目の御質問でありますけれども、元職員を相手方とした損害賠償請求訴訟

につきましては、納税者の問い合わせによって発覚した、被害額５６万１ ,０００円に

関しましては、令和２年２月１９日に、本別簡易裁判所において第１回の口頭弁論が行

なわれ、被告の出廷はありませんでしたが、請求原因について全て認めた答弁書の提出

がありましたことから、即日終結され、判決の言い渡しがなされました。 

 判決の内容は、損害賠償額の５６万１ ,０００円及びこれに関わる遅延損害金の支払

い並びに訴訟費用は被告の負担とするものです。 

 また、町税の収納調査による被害額２１７万９ ,４９３円に関しましては、令和２年

１２月１５日に、釧路地方裁判所帯広支局において第１回の口頭弁論が行われ、被告の

出廷がなかったため、原告である本別町の主張にて終結しました。同月の２２日に判決

が言い渡され、その後、控訴期限までに控訴がなかったことから、令和３年１月９日に

判決が確定したところであります。 

 判決の内容は、損害賠償額２１７万９ ,４９３円及びこれに関わる遅延損害金の支払

い並びに訴訟費用は被告の負担とするものです。 

 これにより、質問にありました損害額の２７４万４９３円につきましては、元職員に

対して損害賠償額の請求を行なっていくものであります。 

 これまでの経過についてでありますが、今年４月から元職員本人と話合いを行なっ

ておりまして、本人から弁済の意思が示されておりますが、町といたしましては、あく

までも一括の弁済を求めていくことを基本に弁護士と協議をしながら対応してまいり

たいと考えております。 

 ２点目の御質問でありますけれども、今後、弁護士と協議をしながら、損害賠償額の

請求を行なってまいりますが、被害額の回収が不能となるような事態を起こさないよ

うに努めてまいります。 

 これまでも述べてまいりましたとおり、今後とも再発防止に取り組み、日々の業務を

通じて、役場に対する信頼回復に努めますとともに、その職責を果たすために、職員と

ともにまちづくりに全力で取り組んでいく所存であります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） 本件についてはですね、刑も確定し、３年の服役も終わっている

ようでございますし、刑事事件については解決ということでございます。 
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 ただ、今、町長の御答弁にもありましたように、２７０万円プラス費用といいますか

ね、その分を入れてどうのこうのということでございますし、議員協議会で私も質問さ

せていただいていますが、なぜ刑事事件にしなかったのか、これは、いろいろなルール

があるとか、法律があるというような御答弁だったと思いますが、何でもかんでも刑事

事件にすればいいというものでもございませんが、私がそこまで言うのは、税金です。

税金がなくなって、細かいことは、今、資料を持っていないと思いますが、不納欠損処

理を、大局的には、全部それで処理したということになれば、２７０万円全額とは言い

ませんよ。これは組織的なことになるのです。それを民事で確定はしたけれども、本人

がなかなか払っていただけないと。町長、今、御答弁で、一括で求めるということでご

ざいますけれども、その辺は柔軟に、当然議会とか町民の方々と相談しながら、分割な

ら分割でも、砕けた言い方をしますと町の金庫に入れなければ、これは納税した人たち

に対して失礼というものなのです。 

 先ほど来、私も枕言葉で、国民の皆さんの３義務なんていうことを申しましたけれど

も、これは、教育を受けることと、勤労すること、納税をしていただくというのは義務

なのです。それを皆さん汗をかきながら払っていただいたものが、事件だとか不適切な

処理があったということで処理しては困るのです。ですからここは、刑が確定したとい

いながら、残りは民事で裁判を起こしたと、その部分についてはこうなったということ

を、やはり町広報なりで皆さんに周知をして、そういうことで御理解をいただかない

と、このコロナ禍のもと、経済が回っていない中で、なかなか納税をしていくだけの意

欲が出てこないということは、これはもう町民の皆さんにとっては大変なことなので

す。その辺を理解していただいた中で、今どうせいこうせいと言ってもなかなかできる

ことではございませんけれども、現状の報告はきちっとできるはずなのです。その辺、

町民の皆さんに対して、税金は町民の方々の原資ですから、その部分についてどのよう

にお考えになっているか、再度お伺いいたします。 

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） それでは、私のほうから答弁をさせていただきます。 

 ただいま御質問にあった件でございます。当然、議員のおっしゃる部分については理

解をしておりますし、今後その回収に当たっては、先ほどは一括弁済を求めていくとい

うことでございましたけれども、当然今後、本人との話合いを進めながら、あるいは本

人の支払い能力、そういったものをしっかり判断をしながら、回収に向けて努めてまい

りたいというふうに考えております。 

 民事の判決の関係でございます。町民の方への周知という部分でございますけれど

も、最初の５６万１ ,０００円の関係につきましては、昨年の４月、広報のほうで判決

の内容を周知させていただいております。その後、昨年８月の中では、収納調査の終了

について広報の本紙のほうで報告をさせていただきました。この関係についての民事

の関係ですとか、今後の方針については、また改めてその辺は検討させていただきたい
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と考えております。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） 今、町長の答弁と課長の答弁で十二分に理解はできます。皆さん

が気にしている部分で、１点だけ御答弁を求めるものでございますが、今、役場の組織

の中では、皆さん本当に大変な思いをして、コロナの対応だとか、いろいろな新しい案

件が出てきている中で、職員の方々も大変かと思います。この件について、専門的な  

チームといいますか、担当者をつくるのか、つくらないのか、今どのように動かしてい

るのか、例えば住民課の税金担当で、これ専属というわけにはいかないですけれども、

例えば町民の皆さんから照会があったときに対応するだとか、今までいろいろ司法の

関係で携わっていた総務のほうである程度担当するとか、その部分だけ、最後にお知ら

せをいただきたい。 

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 私のほうから答弁をさせていただきます。 

 現在、この件に関しましては、私、総務課長、それと総務課の庶務担当主査、そして

税の関係もございますので、住民課の税務を担当しております主事１名の３名で今対

応しているところでございます。 

 以上です。 

○６番（大住啓一） 終わります。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩いたします。  

午前１０時４８分  休憩 

午前１１時００分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ２番柏崎秀行議員。 

○２番（柏崎秀行） 議長の許可をいただきましたので、通告済みの１問を質問させて

いただきます。 

 通告書の朗読により、質問内容とさせていただきます。 

 質問事項、コロナウイルス感染拡大による町内の経済的影響と今後の対策について。 

 新型コロナウイルスの感染拡大は１年を過ぎ、なお、収束のめどが立っておりませ

ん。本町でも昨年より早急な対応をしてきたと実感するところです。ワクチンの接種も

進み、一日でも早く通常の生活に戻れることを願うばかりですが、現在、緊急事態宣言

の真っただ中でもあり、国や道から営業の制限がかかり、売上げの減少が深刻な問題と

なっております。 

 今後の本町の支援について伺います。 

 ①１カ月以上にも及ぶ緊急事態宣言で、営業が自粛、休業が要請された飲食店はもち

ろんですが、それに付随する業種や大きな影響を受ける企業にも早急な支援が必要だ
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と考えます。支援については、国の地方創生臨時交付金の活用はもちろんのこと、町独

自の支援も視野に入れた考えがあるのか見解を伺います。 

 ②ワクチンの接種が進み、緊急事態宣言が解除され、経済の回復、町の活性化につな

がる取り組みや事業が必要と考えますが、町の見解を伺います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 柏崎議員の１問目の飲食店に付随する業種や大きな影響

を受ける企業などへの早急な支援が必要との御質問の答弁させていただきます。 

 ちなみにこの間、コロナ禍における経済対策、また、経済支援のあり方について、こ

れまでの一般質問やその他の場面でも説明させていただいた経緯もありますことから、

重なる内容もあると思いますけれども、改めて御理解をいただくため、その取り組みの

状況をそれぞれ報告させていただきたいと思います。 

 昨年の１月下旬から国内における新型コロナウイルス感染症拡大が始まって以来、

現在、第４波の感染者の増加対策として、北海道を含む１０の都道府県で緊急事態宣言

の発令中でありまして、全国的な感染者数の減少を見ながらも、一方では変異株の感染

者数の割合が増加していますことへの脅威についても報道がされているところです。 

 このような、いまだ新型コロナウイルス感染症罹患の不安が続く状況にあって、経済

の先行きの見通しが立っていないことから、消費経済の根幹を支える住民及び中小事

業者双方の不安感が払拭されずに、とりわけ経済基盤が脆弱な中小事業者から経済対

策の維持・拡大が望まれる状況にありまして、御質問の趣旨にあります経済支援の必要

性は十分に認識をしてるところであります。 

 このため、令和２年度初頭から、コロナ禍の影響による事業者数及び雇用従業員数を

減少させないことを目標に、コロナ禍が収束するまで、コロナ禍以前と変わらない地域

経済の持続化を図るべく、地域経済持続化支援事業を大きなくくりとして、三つの柱に

よる支援事業を展開してきたところです。 

 まず一つ目でありますが、コロナ禍が与える中小商工事業者への経済的な影響を緩

和するため、売上額が急減した事業者に対して、直接支援金を交付する施策でありま

す。 

 二つ目としては、地域の消費購買力を増加させ、消費喚起を行ない、住民、消費者に

も利益が享受できる施策を展開することにより、事業者と消費者、双方に安心感を付与

しつつ、結果として事業所及び雇用の維持を図り、地域経済全体の持続化を目指すため

に実施した施策であります。 

 さらに、三つ目には、コロナ禍における感染予防対策のための新北海道スタイルの実

践を促進し、消費者への安心感付与に資する感染予防資機材の導入のための費用助成

の施策など、これら３点を複合的に組み合わせ展開してきたところであります。 

 令和２年度の初頭から令和３年６月までの支援施策概要に関して報告いたしますが、

一つ目に掲げました、売上げ減少の補塡、直接交付の施策として、この間、５回にわた
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り、実績額として、予算額で５ ,５３７万円。 

 二つ目に掲げました消費購買額維持・拡大のための施策といたしましては、この間、

９回、実績額として、予算額で７ ,６１５万６ ,０００円。 

 三つ目に掲げました感染予防対策の資機材の支援の施策といたしましては、この間、

２回にわたり、実績額として、予算額で７８４万６ ,０００円。 

 合わせまして１億３ ,９３７万２ ,０００円としております。 

 基本的な支援の方法、考え方といたしまして、御質問の趣旨にもありましたとおり、

大きな影響を受ける事業者に早急な支援が必要との認識のもと、コロナ禍の影響によ

り事業所の数が減少しないように、また、その支援が必要とされる事業者に対して施策

を講じるとともに、財源として、地方創生臨時交付金の活用については、一定の限度も

あることから、コロナ禍の今後の動向や経済の必要性も鑑み、国や北海道に対して救済

のための財源措置を要望するほか、必要に応じて町独自の財政出動も行ないながら対

応してまいりたいというふうに考えております。 

 次に、２問目でありますが、経済の回復、町の活性化につながる取り組みや事業が必

要との御質問でありますが、コロナ禍による影響につきましては、当たり前のことであ

りますが、これまでの通常どおりの暮らしが戻ることと同時に、場合によっては、コロ

ナ禍によって変わってしまった消費者の価値観や、また、消費動向も戻らない限り、経

済的な影響を消し去ることはできないものと考えております。 

 そのために、まずは、初期の目的であります、当面、引き続く課題となっております

事業所及び雇用の維持を図るために、地方創生臨時交付金の活用のほか、必要に応じ、

町独自の自主財源による財政出動も行ないながら、切れ目のない各種対策を講じるこ

とにより、中小事業者の不安解消に資するよう努力を続けてまいりたいというふうに

思います。 

 幸いにも本町におきましては、夏の風物詩であります商工会主催の夜でかけナイト、

また、商工会青年部主催による樽生ビアー彩、銀河通り商店街主催のスターフェスティ

バルなど、協働による地域活性化のためのイベントを数多く開催していただいている

実績からですね、コロナワクチンの接種が進み、一定の安全・安心が確立された段階で、

経済の回復、町の活性化につながる取り組みが再開されることと期待しているところ

であります。 

 このほか、経済の回復につながることにつきましては、町といたしましても積極的に

取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 中長期的な視野といたしましては、まずは、コロナ禍の収束を見るまでは、１問目の

質問にありましたように、地域経済持続化のための施策を第１段階で継続することと

し、第２段階として、コロナ禍の脅威が一定収まり、住民、また、消費者の方々が安心

して外出できる日常が取り戻せるときには、縮小・疲弊した地域経済を元に戻すため

に、地域経済の復元化のために支援の施策事業を一定の復元がされた後、さらなる地域
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経済の発展、拡大を目指して、第３段階として、地域経済安定化のために資する支援施

策事業に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 それぞれ具体的な施策の内容につきましては、この間も商工会と事務レベルでの協

議を継続してきておりまして、御質問の趣旨にもありますように、支援が必要とされる

事業者に対しましては、必要な支援が届くように、議会を初め商工会の意見や要望も踏

まえながら、まずもって地域の経済持続化支援事業として、引き続き必要な独自の支援

策を講じてまいりますので、特段の御理解と御協力をいただきますようにお願い申し

上げます。 

 なお、本定例会にですね、売上額減少の補塡、また、直接交付の施策として、北海道

の緊急事態措置協力支援金への上乗せ措置に要する費用、また、消費購買額の維持・拡

大の持続化の施策として、商工会のいきいき商品券事業に要する費用につきまして、補

正予算案として提案させていただいておりますので、後日、御審議をいただきますよう

によろしくお願い申し上げて、答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 柏崎議員。 

○２番（柏崎秀行） 御答弁いただきました。何点か再度お聞きしたいと思います。 

 ①に関しての中で、町長の答弁にもあったように、本町ではいち早く、比べるもので

はございませんけれども、管内でもそれなりのスピードをもって支援してきたという

ことは、町の事業者からも声が上がっているところでございます。 

 そういった中で、今回、緊急事態宣言、約１カ月間ぐらいの間、飲食店に限ってです

けれども、店が営業できない、アルコールが提供できない、時間的制限、いろいろなも

のがあります。そういった中で、今回ですね、お酒を提供する店がお酒を仕入れたり、

食材を仕入れたりするお店、ましてや観光業、あとは医療系の例えば整骨院ですとか

いったところは、高齢者は出ていかないと、緊急事態宣言中は客が激減していると。そ

ういった緊急事態宣言を受けて減少しているお店を、商工会と協議して支援していく

という考えがあるのかないのか、お伺いします。 

 ２点目です。今後の取り組みといいますけれども、地方創生臨時交付金、町長からも

お話ありました。３次補正まででかなりの額が来ていると思いますけれども、今後、４

次的なものが想定されるのかされないのか。 

 そしてですね、これはどっちが先かという問題ですけれども、支援の額が１億円があ

るからやるのだではなくて、こういうことをやらなければならないからそれを活用す

るのだ。最終的に、先ほど町長からの答弁にもありましたようにですね、町独自の財源

も視野に入れると、大変ありがたい答弁をいただいたところですが、今後、そういった

お金的な支援とは別に、先ほどケアセンター所長からもワクチンの接種に関して、本町

はスムーズに、そしてスピーディーにワクチン接種がされているという説明があった

とおり、そういったものを活用して、例えばワクチン接種を終了したら証明書を発行

し、それを接種を受けたのをお店に提示して、そこに食べに行く、飲みに行くというよ
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うな、町職員二百何十人いますけれども、そういう中で積極的に経済支援をしていく

と。今すぐではないですけれども。 

 そして、お店のほうも、今回接種を従業員全部したという証明を店に掲げて、どうぞ

来てくださいというような取り組み、そういった証明書の発行とかも視野に入れてで

すね、積極的に経済の回復に努めていく考えがあるのかないのかを伺います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） ２問目の質問の答弁をさせていただきますけれども、それぞれ飲

食、観光、医療含めてですね、なかなか足が向かないというような状況もありますから、

特に余り表には出ていないかもしれませんが、関連する例えば納品業者だとかですね、

特に今言われましたリハビリ系だとか医療の部門というのは、個人で経営されている

のもかなり患者数が少なくなってですね、大変な状況だと。そういうですね、表に余り

見えないけれども、本当に実態調査をきちっとしながらですね、そこに必要な支援を何

とか、最初から言っていますけれども、何とかコロナ禍を切り抜けていただけるよう

な、そして一つの事業所もなくならないというために、しっかり対策をしていくという

ことでは、これは事務レベルで、商工会と十分ですね、また、商工会員外の方もいます

から、それを含めて、うちの担当の職員は全力で今取り組んでいるところでありますか

ら、そういう面もしっかり今後やっていきたいと思っています。 

 ただ、私どもも支援金というか、現金支給だとか商品支給だけでなくてですね、町民

の方々が交流できる、人流とは言わないけれども、交流できる、コロナ禍の前のような

ところに少しでも戻れるような、やっぱり営業している側もお客さんに来ていただい

て、行く側もお店があってという、そういうお互いに笑顔で接することのできるそうい

う町のにぎわい、経済の活動につながるものを少しでも取り戻したいなと。 

 そういう意味では、例えばの話ですけれども、証明書の話もありました。ただ、私ど

もから推奨するというわけには、先ほどもちょっと言いましたけれども、ワクチンを

打ったから打たないからということの、そういう余り賛成するということには行政と

してはなりませんので、それぞれの事情がありますから、それは、そういうアイデアは

ぜひ事業所のほうで出していただいて、いろいろ対策を講じて、少しでもにぎわいが取

り戻せるような方向も含めて、ぜひ対応していただければと思います。 

 このようなことも職場の中で、全体の中でも協議しておりますので、それらを含めて

の考え方、取り組みについては担当のほうから答弁させていただきますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 高橋企画振興課長。 

○企画振興課長（高橋哲也） 柏崎議員よりありました交付金の使途の関係でございま

すけれども、基本的には、御質問の趣旨にもありましたとおり、今後もですね、やはり

商工会とも、経済の状況だとかいろいろなことを含めまして、どういった支援、どう

いったところに求められるのかといったところは、きちっと協議しながら進めてまい
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りたいと思います。 

 また、御質問にありました支援金、交付金の額ありきでいくのかだとか、あるいは必

要に応じてなのかというところもありましたけれども、基本的には、どういう業種に必

要なのか、先ほど御心配もいただきました事業所のみならず、そういった間接的なサー

ビス業だとか、そういったところも目を配るべきだというようことも御質問の中でい

ただいておりますので、そういったところも踏まえながら、幅広な議論ができるような

形で協議を進めてまいりたいというふうに考えております。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○議長（高橋利勝） 柏崎議員。 

○２番（柏崎秀行） 再度お聞きいたします。 

 町長のほうからワクチン接種に関しての証明書はなかなか、個人のこともあるし、難

しいというか、今後相談していくというような話をいただきました。 

 道や国のほうから、緊急事態宣言でないとしても、例えば４人以下の会食だとか、短

時間でというものがずっと出されてきました。そういった中で、町の職員というのは、

それに従わなければならないのか。逆らえとは言いませんけれども、そこにずっと固執

してこれからいくということになると、町の中では大企業、言い方は悪いですけれど

も、大きな職員を抱えている中で、何百人もの人たちがそれを守って、出ないのだとい

うふうになればですね、役場の人も行かないのなら我々もというふうになり得ること

もありますので、今後、積極的に街に出るのというか、経済を回復するという中でです

ね、４人以下云々というのは、どういった方向で役場のほうは進めていくのかどうかを

伺います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） それぞれ会食を含めて、人数制限というのは、国から道からとい

ろいろありましたよね。究極は、同居の家族以外は自粛してくださいという話でしたか

ら、同居家族といったって、１人か２人の人が結構多いとなると、なかなか出かけると

ころもないし、今おっしゃっているとおり、本別町としては、全体の中での協議の中で

は、最初の頃はですね、人数とかではなくて、少人数の中で。大人数となったら困るの

で、せめて国が示した４人ではなくて、五、六人でも少人数の中でできれば、あとは、

マナー、ルールをしっかり守ってですね、出かけるということで、そういうことで進め

てきましたけれども、だんだん厳しくなってきて、同居家族以外ということが発信され

てからは、急にそういう部分については、その方向に向かって全体に自粛したというこ

とになりますから、それがずっと続いていっているものですから、おまけに緊急事態宣

言ですから、それぞれ勤務が終わってからどこかへ行くなんていうことはまずまず、今

のところはほとんど考えられない状況でありますけれども、ただ、今ワクチン接種がこ

れだけ進んできてということで、私どもも、それぞれ事業者の皆さん方も積極的に取り

組んでいただいた感染防止対策、エアコンから扇風機から何から含めて、遮へい板も含
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めて、相当接客については努力していただいていますから、そういうこともしっかりと

受け止めながら、なるべくですね、期待に応えられるように、また、先ほど言いました

けれども、行く側も来ていただく側もお互いに笑顔で接することができるように、そう

いう環境をなるべく早く整えながら取り進めていきたいというふうに思っています、

また、余り拙速にやると、今言われたように、役場職員だけがいいのかという話になる

と、せっかくの皆の行為が無駄になりますので、そういうことではなくて、そういう雰

囲気を全体でつくりながら、各事業所、また、職種問わず、町民の皆さん方にも、そう

いう中でということの希望に沿いながら対策を講じていくということで、また、それぞ

れ情報も共有しながら、努力していきたいと思っています。御質問の趣旨は十分に私ど

もも受け止めているつもりでありますので、最近職場の中で、どうしたら少しでもにぎ

わい、先ほど質問に答弁させていただきましたけれども、特に８月は、毎週のようにそ

れぞれのイベントが企画されているというのが本町です。特に商工関係者の皆さんを

中心にですね、例えばスターフェスティバルからビアー彩から、でかけナイトももちろ

んですし、さらに、はしご酒ナイト、また、子どもたちにすれば盆踊りから、たくさん

夏に楽しみがあるのですが、それも今までどおりもしできないとしたら、どう工夫すれ

ば少しでもにぎわいというか、子どもたちに笑顔、希望を持たすというようなことも含

めて、わずかばかりの花火だけれども、それでお祝いしようとか、みんなに見てもらう

と。 それは一番、例えばドライブスルー方式で、河川の広場を利用して、そこでは飲

食はないですけれども、テイクアウト的な方式で、それぞれ出店していただいた皆さん

方と一緒に、テイクアウトもしかり、やれないかと、そういうことも商工会の方々と相

談して、できるかできないかですね、事業者の判断もありますから、一番の可能性とし

ては、例えば柏崎議員も一番先に関わっていただいたと思うのですが、はしご酒ナイト

のように少人数で、４人、５人でグループ分けして行くわけですから、ああいうふうに

お店を交互、交互に行くということになれば、国が自粛という範囲の中で、そういう活

動もできるということでありますから、せっかくのモデルみたいな事業もありますか

ら、そんなことも活用しながら、そこに飲食業もそうですし、納入業者もそうですし、

またそれに関わるいろいろな事業者の皆さん方も少しでも元気になれるような方向も

ぜひ、これは私どもだけでできませんから、事業者もまた消費者の皆さん方町民の皆さ

ん方にも協力してもらわなければならないことですから、協力してもらえるようにで

すね、方向をしっかりと協議させていただいて、少しでもにぎわいが戻るような、そん

な方法も取りたいと思いますので、協議も含めて、特段の御支援、御協力をまたいただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 

○２番（柏崎秀行） 終わります。 

○議長（高橋利勝） １０番阿保静夫議員。 

○１０番（阿保静夫） 議長の許可をいただいたので、１問について質問します。 

 ジェンダー平等、男女共同参画のまちづくりということで伺いたいと思います。 
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 現在、ジェンダー平等、これは性差による差別のないというふうに訳されるようです

が、ジェンダー平等の社会、すなわち、男女共同参画社会の実現を目指し、取り組みが

進められています。 

 本町においてもジェンダー平等、男女共同参画を踏まえ、まちづくりを進めるべきと

考えますが、見解を伺います。 

 本年３月３１日に、世界経済フォーラムが発表した男女の平等度を示すジェンダー

ギャップ指数２０２１で、日本は１５６カ国中１２０位、昨年、前年は１５３カ国中１

２１位と、ジェンダー平等に関しては日本は後進国というふうになっております。 

 国は、これまで内閣府に男女共同参画局を設置、これは２００１年になっています

が、設置をして、地方自治体に対して、男女共同参画推進計画の策定に努めるよう求め

ています。道内幾つかの自治体では男女共同参画推進計画を策定し、条例制定も行なっ

ています。 

 令和２年度の年度末の数字なのですが、道内では４３の自治体、この中では、市が非

常に多いのですけれども、もちろん町村もあります。４３の自治体。そして管内では五

つの自治体がこの計画を立てているという状況です。 

 本町においても、ジェンダー平等、男女共同参画に積極的な取り組みを進めるべきと

考えるところです。 

 そこで、伺いますが、①町としての取り組み、研修会等、研修会の延長上には条例制

定ということも含めてなのですが、それを進めるべきと考えますが、見解を伺いたいと

思います。 

 二つ目に、教育現場において、子どもたちとともにジェンダー平等について考えてい

くことも重要だと思いますが、現状及び見解を伺いたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 阿保議員のジェンダー平等、男女共同参画のまちづくり

の御質問の答弁をさせていただきますけれども、２問目の部分については教育委員会

のほうから答弁させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 一つ目の町としての取り組み、研修会等を進めるべきとの御質問でありますけれど

も、御承知のとおり、男女共同参画につきましては、平成１１年に公布施行されました

男女共同参画社会基本法におきまして、男女共同参画社会とは、男女が社会の対等な構

成員として、自らの意思によって、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が

確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受すること

ができ、かつ、共に責任を担うべき社会と提言されたところであります。 

 また、ジェンダー平等につきましては、平成２７年に国連で合意されました。経済、

社会、環境などの幅広い分野において、持続可能な社会を世界レベルで実現するための

世界共通の目標、いわゆるＳＤＧｓの一つのゴール目標に掲げられております。 

 本町では、本年度よりスタートいたしました第７次総合計画におきまして、ＳＤＧｓ
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の要素を取り入れまして、持続可能なまちづくりを推進することで、住民の生活の質が

向上することを目指しております。 

 ＳＤＧｓの目標ジェンダー平等を実現しようの項目は、本町の総合計画における２

２の推進施策のうち、１８の施策について目標と関連づけをしており、男女が互いに尊

重し、社会に活動していけるように、様々な分野・領域・場面において、環境整備や対

策を行なう必要があると考えております。 

 本町といたしましては、まちづくりを推進する上で、職員個々がＳＤＧｓの大きな考

え方の中において、ジェンダー平等や男女の共同参画についても理解を深めながら、自

身の業務にその考え方を反映できるように、必要な研修会などを実施してまいりたい

と思います。 

 これからのそれぞれの取り組みとして、総合計画にあるジェンダー平等の部分につ

いても、今申し上げましたとおり、進めていくところでありますが、この理解をしっか

り深めながらということでありますので、御質問にありますように、究極には、最終的

には条例ということですから、まだそこまでは見通すことは難しいかもしれませんが、

着実に日々の業務の中の取り組みとして進めていきたいと思います。 

 私からは以上で、次は、教育委員会のほうから答弁させていただきます。 

○議長（高橋利勝） 佐々木教育長。 

○教育長（佐々木基裕）〔登壇〕 御質問の２点目について、私から答弁させていただ

きます。 

 教育現場において、子どもたちとともに考えていくことも重要との御質問でござい

ますけれども、まず、学校教育におきましては、教育基本法及び学習指導要領の趣旨を

踏まえ、男女平等、協力、理解についての学習を教育活動全体を通して行なうことが大

切であります。 

 また、ジェンダー観は、生まれてすぐの親との関わりを初め、学校や社会に出てから

も他者との関わりによって継続的に続くことで、社会的に構築される概念でありまし

て、そのため、教育・学校現場はジェンダー意識形成に大きな影響を及ぼすことから、

重要な責任を担っているものと認識しているところであります。 

 学校教育では、児童生徒が学校生活の中であらゆる機会や場面を通じて、人権尊重の

精神を基盤とし、男女の平等や男女相互の理解と協力の重要性を育むため、道徳や社会

科、家庭科、特別活動など各教科を中心に、学校教育全体を通して、発達段階に応じた

望ましい人間関係づくりに努めてきているところです。 

 今後も男女平等教育の本質的な狙いについての認識や理解を深めるとともに、教職

員が正しい知識を得ることができるよう研修機会の充実を図り、共通認識のもと、学校

教育全体を通じた組織的な指導を通じて、男女がお互いに理解し合い、尊重し合う態度

が身につきますよう、きめ細かな人権教育を推進してまいりたいと考えておりますの

で、御理解賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 
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○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） ジェンダー平等、ジェンダーギャップとかいろいろな言われ方

がされています。ジェンダー平等ということで言いたいのですけれども、町村として、

男女共同参画の計画を立てるということは、かなりに昔に、先ほど町長おっしゃるよう

に出されていて、そのことが、言い返せばジェンダーギャップの解消につながるという

趣旨が含まれていたということを、改めて今回いろいろ勉強した中で思い知らされた

のですけれども、実は、この一般質問通告後の６月１０日だったのですか、ＮＨＫの番

組、夜ですが、これは番組で出たので名前を出しますけれども、兵庫県豊岡市のジェン

ダーギャップの解消に向けた取り組みが報道されていました。３０分くらいの番組

だったのですけれども、８年ほど前から前市長が、今年選挙があって、この方が交代し

たのですが、前市長が進めてきた豊岡市におけるジェンダーギャップ解消のための取

り組みを踏まえて、本年３月に、１０カ年計画で推進計画を立てたと。豊岡市ジェン

ダーギャップ解消戦略ということで、７０ページというすごく分厚いものを立てたの

ですけれども、それを進めるという内容です。 

 それで、言いたいのは、番組でも言ったのですが、なぜこれに取り組むかということ

は、もちろん国のそういう方針が基本にあるのは当然なのですけれども、豊岡市も本別

もかなり似ている部分があるのですが、一旦市を出た若者が、２０代の若者です。その

回帰率は、男性は５０％なのだそうです。ところが２０代の女性の回帰率は４人に１

人、男性の半分ですね。２５％ということで、前市長は、その要因は、ジェンダーギャッ

プということが、市の行政や、それから市内のいろいろな事業所も含めてですね、生活

全般にわたってあるのではないかというふうに考えたようです。そういうことで、当然

現場でのいろいろ協議をされた結果として、先ほど申し上げたように１０カ年の計画

に至ったというふうな報道です。 

 それで、私の世代、町長の世代もそうだと思うのですけれども、ジェンダーの問題と

いうのは、かなり分かっているようで分かっていないということが実際にあると思う

し、オリンピックの問題では、例の発言があって、女性を蔑視と言われるような発言が

あったと、幹部の方からああいう発言があったと。それが今の日本の、少なくとも私の

世代の結構現状なのだろうというふうに思っております。 

 ですから、ジェンダーギャップのことで言うと、ジェンダー平等の話というのは平塚

らいてうまで遡るらしいのですけれども、いずれにしても、日本の社会が抱えている一

つの重要な課題であるというふうに私は思うわけです。 

 ですから、本町においても、先ほど町長の答弁もいただいているところですけれど

も、何といっても、まず職員の皆さん、あるいは私たち議員も含めてですね、そういう

研修なり理解なりをまず深めていくと。それで、行政的には、先ほど申し上げたように、

推進条例等の作成をしていくということにつなげていければというふうに思いますが、

これはまさに時代の要請だというふうに私は思うので、まず、市町村の取り組み、身近
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なところからの取り組みをぜひ具体的に進めるように、先ほど答弁もいただいている

ところですが、これは、お金としては、そんなにお金のかかる話ではないような気もす

るのですが、そのことは置いても、やはり重要なことだというふうに思います。 

 人口減とつなげれば、実は、これを調べるサイトは、国の男女参画局というのがあっ

て、そこのホームページを見て、一番最初に公務員志望者は必見と書いてあるのです。

それでそこに、全国の町のこれの取り組み状況が数字的に書かれているのです。 

 ですから、これは、これからの新しい職員、あるいは今の若手職員を中心としてです

ね、この町の一つの福祉でまちづくりの本別に、もう一つの柱として立ててもいいので

はないか。先ほど申し上げように、管内ではまだ、帯広市も含めて５市町村ですが、こ

こにいち早く取り組むということが、本別のまちづくりや、人口減の対策にまでなるか

どうか私はもちろん分かりませんけれども、そういう先例を見ながら考えたときに、結

構重要な政策の一つになり得るのではないかというふうに思ったものですから、人口

減やまちづくりという観点からですね、再度その点についての基本的な考えを伺いた

いと思います。 

 それから、教育委員会の関係ですが、先ほど申し上げたとおり、少なくとも私の世代

は、分かっているようで分かっていないですよね。男女平等ということは、もちろん十

二分に知っているつもりですが、このジェンダー平等が言っていることは、社会的な男

女平等ということですから、そこの意味が、言葉としてはもちろん分かるのですけれど

も、では、現象面でどうだろうと。実際に、例えば役場内の関係で言うと、例えば管理

職の数とか給与の関係とか、民間では給与の関係が、この問題ではすごくクローズアッ

プされています。簡単に言うと女性の給与が非常に男性と比べて低いと。それから仕事

の種類も、そういうふうな体系があるというようなことです。家庭においては、家事は

女性で仕事は男性というのは、かなり昔の話なので、今そう思っている方は余りいない

と思うのですけれども、いずれにしても、公の場や町なかの事業所の現場では、このよ

うなことが、実際に本別であるかどうかは分かりませんけれども、先ほどの豊岡市の例

では、そのことが人口減やまちづくりにつながっていくのだということの押さえで取

り組みを始めたと、１０年計画を立てたということなので、そういう捉え方も、やっぱ

り次代を担うのは子どもたちなので、教育現場の取り組みはすごく重要ではないかと

いうふうに思うのですけれども、その点について再度伺いたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） ジェンダー平等については、最近特に大きくクローズアップされ

ているというか、男女共同参画は、御質問ありましたように、相当以前から取り組みを

進めていくということで、特に、例えばの話ですけれども、職員とかいろいろな審議会

が、男女比率が最低３割だとか、そんなことが一時言われたことがあったのです。管理

職が何人いるとかなんとかという数字的な目標までありましたけれども、ジェンダー

というとなかなか理解が進まないというのがあるのですが。 
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 今、阿保議員の御質問のとおりですね、本別町で生まれて、本当に小さい、物心がつ

いたときから、みんな家族で、お互いの違い、要するに福祉でまちづくりの原点だと思

うのです。私どもも今ずっと取り進めてきている、そこは、相手を思いやる、人を思い

やる、尊重すると、そういう気持ちを本当に小さいときからしっかり受け継ぐ。それは、

大人の社会というのは、福祉講演会などを含めて、多くの講演で取り組みをさせていた

だいて、それがまさに、いいひと いいまち いきいき ほんべつのタイトルにあるよう

に、協働で、いいところはみんなで認め合って、足りないところはみんなで支え合って、

思いやりのある豊かな町をつくりましょうというのが本別町の取り組みの理念であり

ますから、そういう意味では子どもたちには、教育委員会のほうから答弁があると思う

のですけれども、子どもたちには、勉学を通じて、金子みすゞさんの世界では、みんな

違ってみんないいと。そういうことで、自分だけ男社会で俺が俺がではなくて、みんな

それぞれいろいろな考え方や、顔立ちがみんな違うように、いろいろな人がいて、お互

いに尊重し合う、それで一つの町が成り立っていく。そういう気持ちが、お互いに尊重

できる、そのことがまちづくりの原点ということで進めてきたつもりでありますから、

そういう意味では、今、御提案いただいた趣旨は、十分に私どもも酌み取らせていただ

いて、最近、コロナ禍の中で、特にこういう講演とかそういう取り組みが町の中ではな

かなかできない状況でありますけれども、ぜひその理念を忘れずですね、これからも持

続、継続できるように、総合計画にも盛り込んでありますように、しっかりとこれらの

問題を広く町民の皆さんとともに共有しながら、そういう理念のもとでこれからの、ま

さに本町のまちづくりの根幹を支えていける大きな取り組みとして続けていきたいと

いうふうに思っています。 

 教育委員会の部分については、教育委員会のほうから答弁いただければと思います

ので、よろしくお願いします。 

○議長（高橋利勝） 佐々木教育長。 

○教育長（佐々木基裕） 阿保議員の再質問について答弁させていただきます。 

 私も教育委員会における取扱い、それから進め方、それは大変重要だということは認

識してございます。そして、先ほども答弁でお話しさせていただきましたが、ジェン

ダー観につきましては、生まれてからすぐ、親の関わりから始まるということも言われ

ているところでございます。 

 ちなみに、教職員の管理職、それから給与の関係もお話が出てございましたが、この

部分につきましては、あくまでも服務規程につきましては、地教委の管轄でございます

が、給与、それから人事につきましては、県費職員でありますから、道教委の管轄とい

うことで、私どもが直接そこに関わってございませんので、その辺の答弁は差し控えを

させていただきたいと思います。 

 とりわけ、学校運営、そして学級運営に当たりましては、例えば私どもの学校におき

ましてはですね、出席番号を男女混合としているほか、呼び方もあります。君、ちゃん、
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それはやめて、さんづけにしましょうとか、そういう呼び方を初め、学校生活全般にお

いて、男女の平等や男女相互の理解と協力と、重要性を認識した指導に努めているとこ

ろでございます。 

 そして、先ほども申し上げましたが、男女の隔たりがなく、個性や能力が発揮できる

社会を築き上げていくためには、やはり学校はもちろんのことでございますが、家庭で

ある保護者、それから地域、そして社会全体における教育、学習の果たす役割が極めて

重要だと思っているところでございます。 

 そういう観点から言えばですね、例えば生涯学習等の機会において何ができるのか、

そしてそれをどう進めていくのか、そういうところをですね、今後検討して実践してま

いりたいと考えておりますので、このことを申し上げ、答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） 役場庁内でのいろいろな取り組みは、非常にまとまって、しか

もそれぞれの立場から取り組めるというふうに私も思っているし、ぜひ取り組んでい

ただきたいと思っております。 

 問題は、そのことが一つの核になり力なりになって、例えば自治会の集まりとか、そ

この役員会とか、その他いろいろあると思うのですけれども、そういうものにも波及を

しながら、これは町全体がそういうことになっていかないと、役場だけがジェンダー平

等が成り立っていますということにはならないと思うのです。もちろんジェンダー平

等が求めるのもそこではないと。町の人全体がというか、その町がということだと思う

のです。 

 ですから、人口減に苦しむ一つの対応策ということだったのだと思うのですね、豊岡

市の事例は。ですから、本町でそれをやりなさいと言える部分ではないのですけれど

も、それも一つの要素になり得るということも踏まえてですね、ぜひ庁舎内だけではな

く、今後、町長もいろいろな会合等にも出席される、あるいはリモートでもあると思う

のですけれども、そういう中で、ぜひ町民の皆さん、それから学校現場では、今答弁い

ただいたとおりで、子どもたち、多分これからの時代を変えていくのは子どもたちだと

思っていますので、気持ちで理解していても頭は多分理解していないという状況なも

のですから、そういうことにも、子どもたちを見習いながら我々大人もジェンダー平等

の本別町、これがもし売り物であればですね、人口減対策にもつながるのかなと私は

思っているものですから、まちづくりの柱の一つに、今後、立ち上げていくようなこと

も含めて、町内というか、一般の町民の方にも、町が先頭になって何らかの機会をつ

くって、このことを広めていく必要があるというふうに思うのですけれども、その点に

ついて答弁をいただきたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 先ほども少し答弁させいただきましたけれども、まさにまちづ

くりの根幹を成す、人を思いやる、尊重する、優しい心で接するというのは、どの社
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会も同じだと思うのです。その中で、本別にということで注目されたら、ジェンダー

は当たり前のようにして、意識せずにきちっとみんなが理解していると、そういう町

になっていくということが、しいて言えば人口減少も、安心して住める町ということ

になっていけば、そういうことも、少しずつでも実現に近づくのかなという考えも私

ども思っています。今まで進めてきた福祉のまちづくりの理念をですね、まさにジェ

ンダーも含めて、男女共同参画はもちろんですが、しっかりとそれが町民の全体理解

の中で、それぞれが尊重できるそういうまちづくりをしっかりと進めるためにも、こ

れからも、今御提案のありました、いろいろな場面での、講演だとか情報提供だと

か、そういう理解を深めるための取り組みをぜひしながら、努力をさせていただけれ

ばと思います。 

 以上でございます。 

○１０番（阿保静夫） 終わります。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩いたします。 

午前１１時５４分  休憩 

午後 １時３０分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 １１番藤田直美議員。 

○１１番（藤田直美） 議長のお許しをいただきましたので、通告書に基づき質問いた

します。 

 質問事項、学校の普通教室や災害避難所にもエアコン設置を。 

 近年の猛暑に加え、コロナ禍によるマスク着用など、日常生活におけるストレスは大

きく、東北、北海道においても、熱中症に加え感染対策としても学校のエアコン設置率

が上がっております。学校環境向上や防災の観点から、設置に向けて早急に取り組むべ

きと思います。 

 まず一つ目に、現在、学校では保健室と特別教室、コンピューター室にですが、エア

コンを設置しております。児童生徒は１日の大半を普通教室で過ごしています。フェイ

スシールドの利用や扇風機を増設するなどして対応しておりますが、全ての児童生徒

に公平な学習環境ではないと考えます。 

 昨年の答弁では、コロナ対策としての設置は考えていない。次年度以降、学校の最適

な環境のため検討すると示されていましたが、その後、検討されたのか伺います。 

 二つ目に、今年の夏も厳しい暑さが予想されております。体調管理に気を配り、コロ

ナ収束の見通しがない中、暑さに備え、安心して暮らすまちづくりをしなければなりま

せん。 

 防災の観点から、避難所に指定されている施設の冷房の状況と今後の設置に関して

の考えを伺います。 
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○議長（高橋利勝） 佐々木教育長。 

○教育長（佐々木基裕）〔登壇〕 藤田議員の学校の普通教室や災害避難所にもエアコ

ン設置をにつきまして答弁いたします。 

 私からは１問目について、２問目につきましては、町長のほうから答弁とさせていた

だきます。 

 まず、昨年６月の一般質問の答弁の中で、エアコン等の空調設備につきましては、従

前どおりの扇風機と窓を開けた換気による対応を行ない、コロナ対策としてのエアコ

ンの設置は見合わすとお答えしております。 

 その後、９月に換気機能付エアコンが報道で発表されましたことから、本町教育委員

会といたしましても、新型コロナウイルス感染症及び熱中症対策として、児童生徒が体

調を崩したときに利用する保健室のエアコン設置を検討し、また、議会からの提案もあ

りまして、１月の臨時会におきまして補正予算を提案させていただき、全ての小中学校

の保健室にエアコンを設置したところであります。 

 町内の学校における暑さ対策といたしましては、教室や廊下の窓に網戸を設置し、教

室入り口を全て開放して、業務用扇風機により室内の空気を動かしながら換気させる

対策を行なっております。 

 また、児童生徒に水筒を御持参いただき、小まめな水分補給と休憩の確保にも努めて

きたところであります。 

 教育委員会といたしましては、近年の気象変化に伴い、学校における熱中症対策も重

要な課題として捉えており、現在、その対応の一つとして、エアコン設置を視野に、設

置台数及び電気容量並びにランニングコスト等の調査を行なっております。 

 また、エアコンを設置できない場合における新たな対応等につきましても検討して

いるところであります。 

 いずれにいたしましても、エアコン設置には多額の財政負担が伴いますことから、国

の補助制度等の情報収集に努め、引き続き検討してまいりたいと考えております。 

 ２点目につきましては、先ほども申し上げましたが、町長のほうから答弁とさせてい

ただきます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 藤田議員の２問目の質問の答弁をさせていただきます。 

 避難所に設置されている冷房の状況と今後の設置に関する考え方につきましての答

弁であります。 

 まず、冷房機を備え付けている避難所の数でありますが、町が所管しております３７

施設のうち、老人福祉センター、児童発達支援センター、世代交流館、勇足地区公民館、

勇足の保育所、仙美里地区公民館、義経の館、総合ケアセンターの８カ所に現在設置さ

れております。 

 また、福祉避難所などの協力をいただける民間の施設におきましては、７施設のうち
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６施設、清流の里、ゆうあいの里、陽だまりの里、アメニティ本別、地域共生ホームき

らり、こども園ほんべつに設置がされている状況であります。 

 次に、今後の設置に対する考え方でありますが、熱中症予防のために冷房機を設置す

ることで効果が得られると考えますが、厚生労働省や環境省の避難所の運営の指針な

どでは、過去の中越沖地震において、冷房が苦手な高齢者が多く、扇風機を活用し、外

気を取り入れることで対応した事例や、避難所となる学校施設の防災機能に関する調

査研究報告では、氷や冷水を用いた対処が有効であること。 

 また、新型コロナウイルス対策として、換気扇や窓などの開放によって換気を確保す

ることが必要であることなどから、昨年度、大型の扇風機を５台購入して備えていると

ころでありまして、現在のところ新たに冷房機を避難所に設置する考え方は持ってお

りませんので、御理解をいただきたいと思います。 

 以上申し上げて、答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 藤田議員。 

○１１番（藤田直美） 再質問させていただきます。 

 先ほど学校施設においての考えを伺ったところですが、私も早急にエアコンの設置

を望んでいる理由の一つとして、適正な温度での学習効率を調査した研究内容では、快

適な温度と湿度での学習効果が高まるという結果も出ております。総合計画の中でも

学校教育の充実の中、重点施策として、学習環境の整備と充実を掲げております。 

 本町における教室内温度や湿度の管理、実測などはどのように行なっているのか、ど

ういう状況なのかというのは、実際に把握していらっしゃるのかどうか伺いたいのと、

学習意欲への影響ですね、湿度と温度の関係、どのような御認識を持っているのかを伺

いたいと思います。 

 １日の大半を過ごす学習の場である教室の環境を整えるということは、とても優先

度が高いのではないかと思いますが、優先度に関して、どのような考えを持っていらっ

しゃるのか伺いたいと思います。 

 また、災害避難所に関してですが、設置に関しては考えていないということですが、

前回、避難所として開設された中央公民館は冷房設備がないということから、災害時の

温度、湿度管理、暑さ対策というのは十分に行なわれるのかというのはとても疑問に思

います。このコロナ禍において、パーテーションで区切られる避難所で、大型扇風機５

台や、送風機などを利用するというふうに聞いておりますが、幼児や妊婦、高齢者など、

要配慮者を考えたとき、せめて施設内１カ所にでもエアコンを設置して、クールスポッ

トをつくるべきではないかと思いますが、その点について伺いたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 佐々木教育長。 

○教育長（佐々木基裕） 私のほうから学校関係について答弁をさせていただきます。 

 まず、適正な温度と湿度等により、実態は把握しているのかということでございます

が、各学校におきまして、その都度ですね、室内の温度設定、温度を測定するというこ
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とはまだ至っていないのが実態でございます。 

 それで、学校の教室内でどのような温度が一番適切なのかということにつきまして

は、学校保健安全法でうたわれておりまして、安全法につきましては、平成３０年４月

１日に改正され、温度も変更になってございますが、改正後の温度につきましては、１

７度以上２８度以下であることが望ましいということになってございます。 

 私どもも近年の気象変化に伴い、気温が上昇していることは重々承知しております。

そこで、ここ５年間の本別町における、これは外気温でございますが、気温と児童生徒

の登校日数の状況を調べてございます。まず、外気温統計による２８度を超えた年平均

登校日数は１０ .８日、うち３０度を超えた平均登校日数は４ .６日であります。このこ

とから、エアコンを設置した場合の年間稼動日数はおおむね１１日となる見込みであ

り、そう多くはないものと捉えているところでございます。 

 しかしながら、最適な学習環境を整えることは、私ども教育委員会の務めであります

ので、エアコン設置の部分につきましても検討しているところでございます。従前は、

国の補助金を活用して設置を検討してまいりました。しかしながら、北海道は補助金の

活用が難しいとのことから設置を見送ってきた経過もございます。しかしながら、昨年

度におきまして、学校施設環境改善交付金が活用できるということも、その情報を入手

しましたことから、再度設置に向けた検討を現在進めているところでございます。 

 ２点目であります、学習意欲の関係でございます。確かに気温が上昇するに従い、子

どもたちの学習意欲につきましては低下すると捉えているところでございます。しか

しながら、学習意欲につきましては、温度差のみならず、教職員の指導の方法等々、ま

た、学習環境状況によって大きく変わるものでございますので、一概に温度上の問題だ

けで学習意欲が低下するものとは私どもは捉えてございません。 

 いずれにいたしましても、先ほど答弁申し上げましたが、エアコン設置につきまして

は、今後も引き続き検討してまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますよう、

御答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 長屋住民課長。 

○住民課長（長屋和幸） 藤田議員の再質問について答弁させていただきます。 

 前回も避難所を運営したときにも、御質問にありましたとおり中央公民館に多くの

避難者が避難をしている状況にあります。ただ、中央公民館の大ホール等で避難をして

いたわけですけれども、御質問にありましたとおり、パーテーション等を入れることに

よってかなり空気の流れが悪くなるのではないかということで考えております。この

辺につきましては、今６０台ほど移動式パーテーションを導入しておりまして、こう

いったものも日中の暑いときには外すなどの対応も取っていきたいというふうに思っ

ております。 

 また、クールスポットというお話がありましたが、１階下のデイサービスのところに

は１カ所、エアコンが設置された部屋がありますし、先ほども町長答弁させていただい
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ておりますが、氷ですとかぬれタオルなどで、保健師等が日々観察等を行なう中で、そ

ういったもので、わきですとか首ですとかを冷やしながら、水分補給を取りながら熱中

症対策に当たっていきたいというふうに考えております。 

 また、これも町長答弁ありましたが、多くの民間施設で福祉避難所の協力をいただい

ております。こちらのほうでは、７カ所中６カ所にエアコンが設置されているというこ

ともありまして、先ほど御質問にありましたとおり、妊婦ですとか高齢者の方々におき

ましては、そういったところにですね、また再配置をさせていただきながら対応してい

きたいというふうに考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 藤田議員。 

○１１番（藤田直美） 先ほど学校施設の環境の関係では、外気温の温度と日数の提示

がされましたが、外気温ではなかなか教室内の温度、湿度の確かな情報は得られないの

ではないかというふうに思います。もっと積極的に実測をし、子どもたちの環境を調べ

るべきではないかと思います。 

 また、学校によっては、立地や構造で、かなり場所によって教室の位置ですとか日射

の関係ですとか、それぞれで調整がいるのではないかと思います。それには、やはり空

調設備、エアコンを設置して適度な温度に保つということが大事であり、優先度は高い

ものだと思いますが、先ほど優先度の関係はお答えいただいていないので、教育施策の

中で優先度というのはどのぐらい高いのか、また、もしほかに優先度の高いものがある

のであれば、何か示していただきたいと思います。 

 また、避難所に関してですが、福祉避難所に関しては、災害時の避難所が４７カ所、

福祉避難所は全部で１３カ所あるというふうに認識しております。民間事業所以外の

施設でも、高齢者施設ですとか子どもの施設にはエアコンが完備されてきているのか

というふうに思っておりますが、健康管理センターについてはどうでしょうか、ここは

福祉避難所になっていると思うのですが、公共施設には、災害時の使用のみではなくて

平時の使用目的に照らして整備されているため、余りエアコンについては注目されて

いないのかというふうに感じております。健康管理センターについては、平時において

も子どもの健診や予防接種、妊婦の教室、乳幼児から高齢者まで多くの町民の相談窓口

にもなっております。 

 先日、子どもの健診では、大変暑くて、子どもも親も職員も汗だくになっていたとい

うお話も聞いておりますので、住民が多く訪れる公共施設の快適な温度や湿度の管理

は、平時の住民サービスとしても必要ではないでしょうか、その点について伺いたいと

思います。 

○議長（高橋利勝） 佐々木教育長。 

○教育長（佐々木基裕） 答弁させていただきます。 

 まず、先ほど外気温と、それから室内の温度の関係でございます。私ども教育委員会
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が定期的に毎週とか日にちを決めて、各学校に室内温度の状況を調査するということ

は先ほども答弁しましたが、一切行なってございません。しかしながら、各学校には、

学校の配当予算で、温度計、そして湿度計をセットしたものをそれぞれ学校のほうで購

入してございますので、先生方におきましては、今日はちょっと暑いと感じた場合につ

きましては、それぞれその場ですぐ温度を測り、また湿度を測り、室内の環境がどうで

あるのか、そこは先生方が十分理解をしながら学習を進めている状況でございます。 

 それから、優先度の話がありました。私は、優先度につきましては、やはり学校教育

だけでなく教育委員会全般、そして、しいては町一般会計を含めた町全体的な予算の中

での優先度になろうかと思ってございます。特に学校関係におきましては、今、ＧＩＧ

Ａスクール等々もございますし、このエアコンの部分につきましては、今、現段階にお

きまして検討中でございますので、優先順位には格付けしていないことを申し添え、答

弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 長屋住民課長。 

○住民課長（長屋和幸） 藤田議員の質問にお答えさせていただきます。 

 おっしゃるとおり、健康管理センター、福祉避難所に設置されております。こちらの

ほうの施設には、２階の一部の部屋にエアコンが１台設置されているということで把

握しておりますが、避難をいただけるようなスペースといいますか、１家族程度が入る

ようなスペースでありますので、こちらのほうとしては、福祉避難所のほうのエアコン

設置としてはカウントしておりません。そのような状況であります。 

 エアコン設置の検討につきましては、健康管理センター所長のほうから答弁させて

いただきます。 

○議長（高橋利勝） 中川保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中川雅之） 健康管理センターの、いわゆる健診を行なう部屋等のエ

アコンの考え方ですけれども、以前、コロナの臨時交付金を活用してエアコンの設置を

検討したという経過はございます。ただ、その際には、部屋の形状等も含めて、エアコ

ンの設置が、この段階ではちょっと難しいというような段階を経て、設置されていない

ということには、今現状としてはなっておりますけれども、昨今のこの暑さ等も含め

て、議員おっしゃる公共施設全体も含めてですけれども、暑さ対策、熱中症対策という

のは、いずれしても検討は必要になろうかと思いますし、当然町の財政も踏まえた上

で、どこを優先的に考えるのかも含めて、健康管理センターのみならず、今後いろいろ

な検討は必要なのかというふうに思いますけれども、現状はそういう経過となってご

ざいます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 藤田議員。 

○１１番（藤田直美） 前向きに検討されるというお言葉をいただきました。 

 子育て環境の充実や健やかな成長と学びの場の提供と、命と健康を守る避難所の整
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備については、平時においても快適な、教員にとっては職場環境、職員にとっては労働

環境、労働意欲の向上にもつながると考えます。エアコン設置による空調管理は、教育

行政、町行政にとって、今後重要な施策課題となると思いますが、それぞれ管理者であ

る町長と教育長に考え方を伺います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 今までもそうですけれども、施設全体の通年の冷暖房含めて、環

境をより整えるという部分では、十分に検討をしながら対応してきているところであ

りますが、特に昨年からのコロナ禍の中で、必要な施設、必要な部屋いろいろ含めて、

設置できるかできないかも検討してきました。 

 ただ、全体的に、十勝の本別の四季の中で、それでは猛暑日、夏日が何日あるのかな

どなど含めて、それぞれ細かく検討している中でですね、先ほど教育委員会からありま

したように、３０度を超えるのが年に３日、４日という中で、夏休み、冬休みがあるな

どを考えたときに、全体として、費用対効果も含めて、環境とは言いながらも、ランニ

ングコストなど含めて、稼働率などを含めて、本当にどこにどれだけ必要なのかという

ことを十分に検討させていただいているところでありますから、公共施設全般に向け

ては、必要な施設という認識に立てば、積極的に環境を整えていくということは当然の

ことだと思いますので、改めて夏の状況など、最近の気象状況なんかを踏まえて、しっ

かりとした環境を整えるための施設整備をしていくということにさせていただきたい

と思います。 

 ただ、冷房も含めて、暖房も含めていろいろありますから、それらの使い方で、もう

一度言いますが、年間の稼働率も含めてしっかりと検証した上で、より快適な施設運営

というものができるように努力していきたいと思っております。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 佐々木教育長。 

○教育長（佐々木基裕） 私のほうから答弁させていただきます。 

 本町の小中学校におきますエアコンの設置につきまして、議員のほうからいろいろ

御質問ありましたけれども、本町の場合ですと、一般教室、普通教室といいますが、普

通教室２０室、それから特別支援学級の教室１３室、合わせて３３室今あります。設置

費用につきましては７ ,０００万円を超えるだろうと見込んでおりますし、それに教職

員室等を加えますと、優に８ ,０００万円を超える設置費が今見込まれているところで

ございます。 

 このようなことから、今後におきましても、国の補助制度、そして本町の財政実情を

鑑みながら、引き続き検討してまいりたいと考えているところでございます。 

 いずれにいたしましても、最適な学習環境を整えることは、私ども教育委員会の責務

と考えておりますので、ただ、その対策につきましては、エアコンのみに頼るのではな

く、室内外における対策、あるいは長期休業期間中の変更など幅広い見地から検討、実
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施してまいりたいと考えておりますので、御理解いただきますようお願い申し上げ、答

弁とさせていただきます。 

○１１番（藤田直美） 終わります。 

───────────────────────────────────── 

◎散会宣告 

○議長（高橋利勝） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日は、これで散会します。 

 御苦労さまでした。 

散会宣告（午後 ２時００分） 
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日程第１８   議員派遣の件  

───────────────────────────────────────── 

○出席議員（１２名）  

議 長 １２番 高 橋 利 勝 副議長 １１番 藤 田 直 美 

 １番 水 谷 令 子  ２番 柏 崎 秀 行 

 ３番 梅 村 智 秀  ４番 石 山 憲 司 

 ５番 篠 原 義 彦  ６番 大 住 啓 一 

 ７番 山 西 二三夫  ８番 黒 山 久 男 

 ９番 方 川 一 郎  １０番 阿 保 静 夫 

───────────────────────────────────────── 
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町 長 髙 橋 正 夫 副 町 長 大和田   収 
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農 林 課 長 篠 原 順 彦 保 健 福 祉 課 長 中 川 雅 之  

住 民 課 長 長 屋 和 幸  子 ど も 未 来 課 長 大 橋 堅 次 

建 設 水 道 課 長 坪  忠 男 企 画 振 興 課 長 高 橋 哲 也 

老 人 ホ ー ム 所 長 前 佛 清 治 国 保 病 院 事 務 長 松 本 秀 規  

総 務 課 主 幹 上 原 章 司 企 画 振 興 課 主 幹 小 川 芳 幸  

建設水道課長補佐 小 出 勝 栄 総 務 課 主 査 石 川 雅 康 

教 育 長 佐々木 基 裕 教 育 次 長 阿 部 秀 幸 
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代 表 監 査 委 員 畑 山 一 洋 選 管 事 務 局 長 村 本 信 幸 

─────────────────────────────────────── 

○職務のため議場に出席した者の職氏名  

事 務 局 長 三 品 正 哉 総 務 担 当 主 査 越 後  忠 

総 務 担 当 主 事 今 井 綾 香    
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開議宣告（午前１０時００分）  

───────────────────────────────────────── 

◎開議宣告  

○議長（高橋利勝） これから、本日の会議を開きます。  

───────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 議案第３６号  

○議長（高橋利勝） 日程第１ 議案第３６号令和３年度本別町一般会計補正予算（第

４回）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

村本総務課長。  

○総務課長（村本信幸） 議案第３６号令和３年度本別町一般会計補正予算（第４回）

について、提案理由の説明を申し上げます。 

今回の補正は、人事異動に伴う人件費の調整、低所得の子育て世帯生活支援特別給付

金、新型コロナウイルスワクチン接種を６４歳までの方を対象に実施するための経費、

いきいき商品券事業の拡大、中小企業等休業協力・感染リスク低減支援金、空き家住宅

等除却支援事業の増額等が主なものであります。 

 予算書の１ページをお開き下さい。 

歳入歳出予算補正。第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７,５３５万３,０

００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６９億６８７万２,０００円と

する内容であります。 

それでは、歳出から事項別明細書により、主なものについて御説明いたします。 

９ページ、１０ページをお開きください。 

２、歳出ですが各科目にわたります１節報酬、２節給料、３節職員手当等、４節共済

費、１８節負担金補助及び交付金中、社会福祉協会負担金の人件費については、人事異

動などによるもので、２５ページ以降に給与費明細書を添付しておりますので、説明は

省略させていただきます。 

９ページにお戻りください。 

上から２段目にあります、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、１２節委託

料、業務委託料代理人業務３３万円の増額補正は、個別案件について弁護士と委任契約

を結ぶものでものであります。 

一番下段の４項選挙費、４目町議会議員補欠選挙費１９４万７,０００円の増額補正は、

４月２８日付で公職選挙法第１１１条第１項の規定による議員の欠員通知があったこと

によるものですが、現時点では欠員は生じていないことが報告されておりますが、審決

の裁決がされておりませんので補欠選挙の実施に必要な経費を計上するものであります。 

１３ページ、１４ページをお開きください。 

２段目の３款民生費、３項児童福祉費、１目児童福祉総務費、１０節需用費３万９,０

００円、１１節役務費２万３,０００円、１２節委託料２９万１,０００円、１８節負担

金補助及び交付金３４５万円の増額補正は、国の実施する低所得の子育て世帯生活支援
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特別給付金の関係経費を計上するものです。 

なお、給付金は対象児童１人あたり５万円で、支給対象児童数は６９人を見込んでお

ります。 

一番下段の４款衛生費、１項保健衛生費、３目予防費、８節旅費、費用弁償６万５,０

００円、１５ページ、１６ページをお開きください。 

１１節役務費７７万９,０００円、１２節委託料１,０９３万円の増額補正は、新型コ

ロナウイルスワクチン接種について、６４歳までの方を対象に実施するための経費を計

上するもので、接種対象者３,０１６人のうち、接種者数を２,４００人で見込んでおり

ます。 

その下、１４節工事請負費総合ケアセンター施設改修工事２００万円の増額補正は、

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保のため、会場となっております総合ケアセン

ター２階ボランティア室にエアコンを設置するものであります。 

１７ページ、１８ページをお開きください 

 ６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費、１８節負担金補助及び交付金、畑

作構造転換事業補助金４,２２４万６,０００円の増額補正は、生産性向上に向けた新技

術等の導入などによるものであります。 

 次の５目農地費、１３節使用料及び賃借料、重機借上料１０４万３,０００円の増額補

正は、大雨による排水路の土砂埋塞を解消するため重機の借り上げを行なうものであり

ます。 

 一番下段の７款１項商工費、２目商工業振興費、１８節負担金補助及び交付金中、本

別町商工会いきいき商品券事業１,００４万７,０００円の増額補正は、当初予算におい

て１セット１０,０００円を４,０００セット、プレミア率１５％で計上しておりました

が、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言発令による地域経済への影響に対

する支援対策として、１セット１０,０００円を５,０００セット、プレミア率３０％と

するもので、事務費を含めた増額分を計上するものであります。 

 １９ページ、２０ページをお開きください。 

上段の本別町中小企業等休業協力・感染リスク低減支援金４００万円の増額補正は、

北海道が実施する感染防止対策強力支援金に１０万円を上乗せ支給するものであります。 

２１ページ、２２ページをお開きください。 

上段の８款土木費、５項住宅費、２目空き家等対策費、１８節負担金補助及び交付金 

空き家住宅等除却支援事業補助金２２８万円の増額補正は、事業の執行見込みにより調

整するものであります。 

下段の９款１項消防費、２目非常備消防費、７節報償費、消防団員退職報償金９６万

８,０００円の増額補正は、消防団員２名の退団に伴うものであります。 

下段の１０款教育費、１項教育総務費、２目事務局費、１７節備品購入費、普通自動車 

２１８万４,０００円の増額補正は、教育委員会公用車１台を更新するものであります。 

以上で歳出を終わりまして、５ページ、６ページをお開きください。 

１、歳入ですが、１４款国庫支出金、１項国庫負担金、２目衛生費国庫負担金、１節 
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保健衛生費負担金、新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金１,０９３万円の増額補

正は、歳出で説明いたしましたワクチン接種事業に対する負担金であります。 

２段目の２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、１節総務費補助金、新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金１,６０７万３,０００円の増額補正は、歳出で説

明いたしました中小企業等休業協力・感染リスク低減支援金などコロナ感染拡大対策に

充当するものであります。 

次の２目民生費国庫補助金、２節老人福祉費補助金、住宅市場整備推進等事業費補助

金１５０万円の増額補正は、共生社会実現に向けた住宅セーフティネット機能強化・推

進事業として、本別町居住支援協議会補助金へ充当するものであります。 

次の３節児童福祉費補助金４１５万円の増額補正は、低所得の子育て世帯生活支援特

別給付金事業に対する補助金で、事務費７０万円、給付金３４５万円となっております。 

次の３目衛生費国庫補助金、１節保健衛生費補助金２８４万４,０００円の増額補正は、

歳出で説明いたしました新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る事務費及び接種会

場となっている総合ケアセンター改修工事費に対し、全額が補助されるものであります。 

次の４目土木費国庫補助金、３節住宅費補助金、公営住宅整備事業費等社会資本整備

総合交付金１１４万円の増額補正は、空き家住宅除却支援事業補助金に対するものであ

ります。 

下段の１５款道支出金、２項道補助金、４目農林水産業費道補助金、１節農業費補助

金、畑作構造転換事業費補助金４,２２４万６,０００円の増額補正は、事業費に対し全

額補助されるものであります。 

次の５目商工費道補助金、１節商工費補助金、プレミアム付商品券発行支援事業費補

助金５００万円の増額補正は、歳出で説明いたしましたいきいき商品券事業プレミアム

率３０％のうち、１０％分に対する北海道からの補助金であります。 

下段の１８款繰入金、２項基金繰入金、１目１節財政調整基金繰入金１,００１万３,

０００円の減額補正は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の充当によ

り、すでに予算計上されている対象事業に係る一般財源を特定財源に振り替えることな

どにより調整するものであります。 

以上、令和３年度本別町一般会計補正予算（第４回）の提案説明にかえさせていただ

きます。 

よろしく、御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

 質疑は歳入歳出一括とします。 

 ございませんか。 

 大住議員。 

○６番（大住啓一） 歳出の１６ページになります。衛生費の部分でございまして、１

６ページの１２節委託料でお伺いをいたします。  

 この部分につきまして、北海道のこれは陳情が議会に来ておりまして、この部分でお

尋ねしたいことがございますので、ただ今から質問させていただきます。  
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 陳情につきましては、針きゅう師、あんまマッサージ師のコロナワクチン接種早期実

施に関する陳情ということで、北海道公益社団法人のほうから来ているところでござい

ます。鍼灸会でございますね。要旨といたしましては、針師、きゅう師、あんまマッサー

ジ師の新型コロナワクチン接種をなるべく早期に接種したいという旨の大きな内容でご

ざいます。細かい理由につきましてはかいつまんで申し上げますと、北海道鍼灸会の会

員の方々においては、本別町にも数名おられると思いますが、その方々達は常に対面で

お仕事を、施術と言うんですかね、それをしているということでございます。感染対策

は北海道のほうから指示があってそれに沿ってやっているようでございますけども、ワ

クチンをなるべく早く打ちたいという内容で当議会にも陳情が来ているところでござい

ます。次の定例会ということも考えておったんですが、なかなかその時間帯に持ってい

きますとワクチンの接種時期を逸するものですから、今回あえて補正予算の中で質問し

たという内容でございます。これらのことを鑑みまして、昨日一般質問をしております

けれども、これからのこの内容についてどういうふうにお考えになっているのか、その

補正予算の中身としてお知らせをいただきたい。以上です。  

○議長（高橋利勝） 中川保健福祉課長。  

○保健福祉課長（中川雅之） それでは大住議員の質問に答えさせていただきます。  

 先ほどおっしゃられたとおり、国の優先接種の対象の中に際しましては、針師、きゅ

う師、あんまマッサージ師というのは入っていないということは承知してございます。

ただし、現在東京都で設置をしております大規模接種会場等におきましては、そういっ

た方々を対象に優先接種をしているという状況もございます。そういった状況、また先

ほどの鍼灸師会というのでしょうか、そちらからの陳情の内容も踏まえた上で、私ども

としましては現在の接種体制の中でそちらの対象の方、針師、鍼灸師ですとかあんまマ

ッサージ師が早期接種を希望されるという御相談を受けた場合に関しましては、現在の

接種の枠組みの中で予約状況等踏まえ、早期の接種を進められるよう対応を図ってまい

りたいというふうに考えております。今私どもが捉えている中では、そういった方たち

に関しては今町内では５、６業者ぐらいがそういった形で営んでいるというか営業され

ているのかなというふうには捉えておりますけれども、そういった中の方に対しまして、

例えば６５歳以上のすでに優先接種を行なっている方で、接種を行なっているという方

もいらっしゃると思いますので、現在ここで予算計上をしているのは６４歳以下の方の

予算になりますので、そういったもうすでに高齢者の優先接種を終えていない方のそう

いうマッサージ師さんだとかという形に関しましては早期に御相談いただければ対応し

たいというふうに考えております。  

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） 今細かく答弁いただきました。  

 いろいろ決め事もあって、当然予算措置もしていかなきゃならないということでござ

いますから、国で決められた枠もありますでしょうし、町自体の考え方もあると思いま

す。一番大切な事は終始申し上げているつもりでございますけども、町広報等々でです

ね、針あんまマッサージの方々だけでなくてもですね、そういうふうな枠にとらわれな
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い周知をしていただいて、お金のかかることでございますけれども、その辺柔軟に対応

するという考え方、あえて再度お聞きしますけれども、その辺だけ再度お知らせいただ

きたい。  

○議長（高橋利勝） 中川保健福祉課長。  

○保健福祉課長（中川雅之） それでは答弁させていただきます。  

 私どもとしましては、そういった周知が必要な場合におきましては、随時文書発送全

戸は出来ないと思いますけれども、広報ないしホームページ等で随時必要な情報に関し

ましては周知をしていきたいと考えます。以上です。  

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。  

 阿保議員。  

○１０番（阿保静夫） 同じく１２ページの同じ箇所なんですが、予防接種の関係なん

ですが、昨日の一般質問でも触れられていたんですが、現状としてですね、土日じゃな

いとなかなか時間とれないという方が実際にいらっしゃるし、そういう声もちょっと私

のほうにも来ているところなんですけれども、もちろん医師を初めとする体制の確保と

か、会場に対応する職員の確保とか大変だというのはよくわかるのですけども、ニュー

ス等ではそういう対応をしている自治体もあるようなんですが、現時点でその辺の対応

というのは協議されているのかどうか伺いたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 中川保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中川雅之） それでは阿保議員の質問に答弁させていただきます。 

 現状に関しましては、昨日までいろいろ答弁させていただいているとおり、医療体制

の充実した平日の通常時間帯で接種を進めさせていただきたいと思います。いわゆる就

業をしている方、お仕事をされている方等の対応に関しましては、昨日の一般質問の中

でも触れていますけども、各事業者において就業時間に企業の協力のもと、企業の中で

時間帯を設けて職員の接種をしていただけるような御協力をいただきながら、平日でき

るだけ企業に支障のないような形で進めるような方策を取り、企業に御協力をいただい

ているところであります。 

 今後接種を進めていく中で、当然予防接種の予約率ですとか、接種が進まないという

ような段階がどこかで当然状況を踏まえて、今後の接種体制については医療機関とも協

議をしながら検討を図らなければならないところも出てくるかと思いますけども、現状

は今までどおりの報告の内容として進めさせていただきたいと思っております。以上で

す。 

○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） 現時点で事業所などからですね、土日含めた対応ってできない

んでしょうかというような趣旨の話っていうのは来ていないんでしょうか。 

○議長（高橋利勝） 中川保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中川雅之） 直接私どもに土日接種をしてくれという要望はないんで

すけれども、企業を協力依頼でまわっている際に、平日の接種というのは医療体制の充

実したところでやりたいというような御説明をまずさせていただいております。そうい
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った中で承諾って言うんですかね、御協力願えるという話をいただきながら進めている

というのが今の現状でございます。以上です。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

 柏崎議員。 

○２番（柏崎秀行） １点お伺いいたします。２０ページになります。 

 商工費の一番上の段の本別町中小企業休業協力・感染リスク低減支援金です。こちら

ですね、緊急事態宣言を受けて休業や自粛を余儀なくされた飲食店に道から２万５,００

０円１日当たるところに対しての上乗せだというふうに捉えているんですけども、こち

ら５月の緊急事態宣言が５月１６日から末までと、そして６月、延長になりまして６月

１日から２０日までというふうな中で、こちら５月６月を対象とした上乗せなのか、そ

れとも５月だけの上乗せなのかということをお聞きします。 

 あとですね、こちら支援のスピードですけども、あくまでも道のほうで２万５,０００

円を出すというふうに決まって、出たところに上乗せするということなのか。 

その２点お聞きします。 

○議長（高橋利勝） 高橋企画振興課長。 

○企画振興課長（高橋哲也） ただ今の御質問にお答えいたします。 

 現状におきます緊急事態宣言、申請書といたしましては５月の分ということでまず示

されているのと６月１日からの分ということで確かに二段階で示されているところです。

現状におきましては、現段階についてその２つの分なのかというところでいくと、それ

ぞれ考えているということではなくて、期間中に宣言中に休業されている部分について

ですね、一括した形で考えているところではあるところなのですが、ただ実際ルールと

いたしましては緊急事態宣言が始まってから、通してと言ったら変な言い方ですけども、

期間中ずっと休んでいる方が初めて対象となるということでもございますので、まずは

その５月の分の休業協力に協力いただいた事業者の上乗せということで今考えていると

ころであります。従いましてその６月分というところでいきますと、現段階においては

そのついせんだってですね、道のほうのホームページも６月分についてはまだホームペ

ージでも示されていなかったものですから、今後その休業協力の全体の影響というのも

今商工会のほうからもどうするんだというようなことでいろいろ相談しているところで

ございますので、確定したことは今の段階では申し上げることはできませんけども、今

後トータルで見た今後の休業期間中における影響額全体を見ながらまたその部分につい

ては対応を考えてまいりたいというふうに考えております。 

 もう１つありました支給のあり方でございますけども、基本的には道のほうの認定が

されたものをその証明の提示をいただいた段階で給付したいと考えています。その理由

といたしましては、なるべく事業者に申請書類だとか添付書類だとかそういった事務手

続き的なものを軽減したいというふうに考えておりまして、同じような書類を何度も出

さなくてもよいように、道の申請がそこで通ってそしてそれが決定されたものを見て、

そのまま町のほうで上乗せしたいと考えているところです。以上です。 

○議長（高橋利勝） 柏崎議員。 
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○２番（柏崎秀行） 再度お聞きします。 

５月分６月分はちょっと別だというふうな捉え方は納得しました。こちら５月分に関

しても電子申請もまだ始まっていない状況でして、確認するところ、申請してから約３

週間から１カ月かかるというふうなことです。５月分がそういうことですので、６月分

はまだ確定していません、金額も何も。ただ、話によるとだいたい５月と同じような状

況ではないかと言われています。６月分の申請が始まって支給までと言えば８月くらい

になってしまうと思うんですよね。この５月分６月分の中で、そこまで８月に５月６月

の緊急事態宣言の休んだ支援金だというふうなことになるのか。その辺は課長おっしゃ

られたとおり申請の手間を省くというのは重々承知してますけども、なかなかそこで５

月６月分だよということで８月に支給されてもですね、なかなか業者というのは休んで

日々売り上げがない中で困るというふうに思うのですが、その辺の見解をお伺いします。 

○議長（高橋利勝） 高橋企画振興課長。 

○企画振興課長（高橋哲也） ご質問にお答えいたします。 

 議員おっしゃられるとおり、タイムラグが出るというところも、これどうするんだと

いうところも商工会のほうからも言われておりまして、この部分については先ほどのお

答えと重なりますけども、今回の緊急事態措置でこうむる被害と言いますか、そういっ

た減少額をどうするかということは、町長からも別に検討するようにということは指示

受けておりまして、場合によっては６月議会でも提案させておりますけども、再度必要

な措置について施策をまとめながら、またいろいろと予算提案させていただきたいとい

うふうにも考えております。詳細についてはまだ具体に言えませんけども、そのような

形で取り進めたいと思います。以上です。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） それでは歳出９ページから１２ページに及びます。  

 ２款総務費、３項選挙費、４目町議会議員補欠選挙、こちらについてお伺いをいたし

ます。  

 まず１点目でございますが、提案理由の中で４月２８日に公職選挙法に基づいて欠員

の通知があったというところでございましたが、本議案の提案に際して事情とか背景、

簡単に言うと何があったんですかということです。私が聞くのも何なんですが、何があ

ったんですかと。町として経緯等含めて把握していること、詳細についてお伺いをいた

します。  

 ２点目でございます。提案理由の中で、審決の採決がされていないというような御説

明がございましたが、具体的にはどういうことなんですかと、いうところについてお伺

いをいたします。また、これについての時期の見込み等についてどのような把握を持た

れていらっしゃるのかお伺いをいたします。  

 ３点目でございます。２款の総務費、選挙費でございますけども、こちら全て補正額

として１９４万７ ,０００円の計上がございますが、こちらについてはこの町議会議員の

補欠選挙が執行された場合は、この費用を要する、必要だという理解でまずよろしいの
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かという点の確認と、あわせて、この財源についての詳細をお伺いをいたします。また、

これが仮に可決された場合でございますが、これはいつから実務というものに入ってい

くのか。言いかえればいつからこの費用を必要としていくのか、経費を使っていくのか

という点についてお伺いをいたします。  

 ４点目でございますが、こちらこの町議会議員の補欠選挙を執行するにあたって、こ

の目の中でいわゆるコロナ禍においての感染症対策というものについては織り込まれて

いらっしゃるのかどうか。その点と、この選挙を執行するにあたってのこのコロナ禍に

おける感染症対策というものについてどのような見解を持たれた上での御提案なのかと

いう点についてお伺いをいたします。 

 続きまして歳入でございます。 

 ７ページ、８ページでございます。 

 ２０款諸収入、２項貸付金元利収入、１目民生費貸付金元利収入、３節社会福祉費貸

付金元利収入滞納繰越分ということで、ウタリ住宅改良資金貸付金元利収入滞納繰越分

平成１１年度１個というところで、４２万３,０００円の計上がございますが、こちら提

案の内容、理由またその事情等についてお伺いをいたします。また本提案の後でござい

ますが、今後の見通しや影響等についてもお伺いをいたします。以上です。 

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。  

○総務課長（村本信幸） それでは私のほうから、１点目について答弁をさせていただ

きます。  

 まず今回補欠選挙費の予算を挙げた経緯と言いますか経過という部分でございますけ

ども、今議員のほうからもありましたけども、４月２８日公職選挙法に基づく議員の欠

員通知書というのが町議会のほうから選挙管理委員会のほうに提出がされたところでご

ざいます。それを受けまして、選挙管理委員会を６月１日開催をいたしまして、公職選

挙法の第１１３条第３項に基づきまして、通常ですと町議会議員の欠員があった場合６

分の１を超えない場合は補欠選挙を要しないのですが、今年は町長選挙が行なわれます

ので、その第３項に基づいて同時に補欠選挙を行なうということで選挙管理委員会の中

で決定をいたしまして、この間６月８日付でございますけども、この一般会計の補正予

算、提出を行なったところでございます。  

 それで審決の採決の部分でございますけども、６月１１日に町議会のほうから議員の

処分執行停止についてということで通知がございまして、現在欠員は生じていないとい

う内容の報告でございますけども、その中で執行停止の効力発生が令和３年６月１１日、

その執行停止期間は、審決申請に対する審決があるまでの間ということでございました。

その時期の見込みというところでございますけども、これにつきましては地方自治法の

２５７条の中で審査の申し立てに対する採決、それは申し立てを受理した日から９０日

以内というふうに定められておりますので、その申請を受理した北海道ですね、のほう

で９０日以内に審決がされるのかなというふうには捉えております。ただきっちり９０

日ということではございませんので、最大８月中旬ごろまでの期間にはなるかと思いま

すけども、今そのような考え、捉え方でおります。  
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 あと補正の財源の関係でございますけども、町長選、町議会議員選挙同じですけども、

これにつきましては一般財源ということになります。  

今回の補正予算が議決された後いつから執行されるのかという部分でございますけど

も、実際この今町議会のほうから処分執行停止についてということで通知いただいてお

りますので、この執行停止期間中というのは当然補欠選挙についての執行はないのかな、

出来ないのかなというふうには押さえております。  

感染症対策の関係でございますが、昨年２年度からあるいは当初予算の中で、今年は

町長選挙もございますし、あと衆議院議員の総選挙も予定されておりましたので、これ

まで例えば投票所で投票用紙を交付する際等々のときのパネルですとか、あと選挙従事

者が使います手袋、消毒、あとは投票に来られた方の消毒液、そういったものは今準備

をしているところでございます。以上です。  

○議長（高橋利勝） 中川保健福祉課長。  

○保健福祉課長（中川雅之） それでは梅村議員の諸収入のほうの答弁を私のほうから

させていただきます。  

 こちらにつきましては内容ですけども、いわゆる滞納繰越額の確定によりまして予算

計上しているものでございますけれども、内容といたしましては、元年度分の未納分が

５万７ ,１２０円。そして２年度分の未納額として３６万６ ,４５２円。あわせまして、４

２万３ ,５７２円の未納額、いわゆる滞納繰越額として３年度に徴収をしていく額になっ

ております。こちらにつきまして、今現状残っているのはこれまでの積み重ねの部分が

若干残っているんですけども、やはり冬期間の就業がちょっと途切れる間において、若

干収納する期間がその部分なかなか納めていただくのが難しいというところがございま

して今現状残っておりますけれども、こちらに対しましては常に電話連絡、臨戸訪問と

言うんですか、常に情報を共有しながら納入に努めていただくよう努力しているところ

でございます。それで納めるにあたりましては、通常１．５カ月分から２カ月分くらい、

夏場においてはできるだけ多めに納めていただきながら、この部分をなくしながら追い

つくよう常に協議しながら進めているところでありまして、およそ１年分ぐらいが追い

ついていない状況になっているのかなと考えておりますので、何とか追いつくよう徴収

努力はしていきたいと思っておりますので、御理解いただきたいと思います。  

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 改めてのお伺いでございます。  

 ２款の総務費の町議会議員補欠選挙の部分でございますが、３点目にお伺いした点で

ございます。こちら一般財源をもって執行する予定だということでございますが、御答

弁の中で、いわゆる執行停止の期間中においては当然執行しませんということでござい

ましたが、私がお伺いしたのは実務についてでございます。選挙も当然告事前にもいろ

いろ準備と言いますか、そういったものが必要となってくるというふうに思慮するとこ

ろでございますが、先ほどの最大で８月中旬ころということでございまして、いわゆる

町長選と同時に執行ということであれば、そこから仮にですよ、最大の８月中旬ころと

いうことであれば、そこから日もそうないというような実情がある中で、実務として執
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行停止、審決の行方を見守りながら、最低でもいつの時点から町議会議員の補欠選挙に

対する実務というものにあたっていかなければいけないのか。だから言いかえればその

費用を必要としてくるのかという点をお伺いしてございます。  

 あと４番目にお伺いをいたしましたいわゆる感染症対策の部分についてでございます

が、この補正予算の中、４目の町議会議員補欠選挙の部分全般については、これらにつ

いての対策等準備しているところということでございましたが、その準備に要する経費

というものは計上なされていないということの理解でよろしいのか。それは改めてまた

別の機会で補正等というお考えなのか、それとも他の款等でその辺の用意をしていくと

いうお考えなのか、改めて詳細をお伺いいたします。  

 続きまして歳入の部分、５番目にお伺いした点でございますが、こちら御説明いただ

いたとおりの滞納繰越分でございますけれども、かなり長期にわたってこうした事態に

陥っているというふうに理解しているところでございますが、これはこうした中で結局

こうした事態に陥っている理由といたしましては、いわゆる行政実務におけるいわゆる

過失というか落ち度というものは一切なく、単にこの制度を利用している方の問題だけ

だという理解でよろしいんでしょうか。改めてお伺いをいたします。  

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。  

○総務課長（村本信幸） 私のほうからまず１点目答弁させていただきます。  

 まず実務、実際準備を進めるにあたっての部分でございますけども、先ほど答弁させ

ていただきましたとおり、予算の執行というのは出来ないものと考えておりますが、要

は審決がどのタイミングで出るかによって結構タイトな日程になる可能性もございます

し、ある程度余裕をもって準備に入っていけるのかなというふうに今捉えています。で

すからちょっと現時点としては、北海道がどのタイミングで審決を出すのかというとこ

ろをちょっと情報収集をしながら対応をするしかないのかなと今捉えています。ただ当

然町長選挙は行なわれますから、それに伴いまして、選挙事務の準備というのは当然進

めていきますので、全てが費用がかかるわけではございませんので、段取り含めてそう

いったスケジュール間そういったところの準備、いつどのタイミングでなってもできる

ようにある程度ここでこうなった時はと想定をしながら進めてまいりたいなというふう

に現時点では考えております。  

 感染症対策の関係ですけども、今回補正予算で挙げた部分の中では感染予防対策の部

分については載せておりませんが、当初の中で町長選挙の予算も計上しておりますので、

同時で行なわれれば一緒にやりますから問題ないと思うんですが、例えば仮に時期がず

れるとかそういった事態があればまたその都度考えてまいりたいと思いますけども、必

要な部分についてはもうすでに衆議院選挙、町長選挙想定をして準備をしておりますの

で、特に大きなものは必要ないのかなというふうには考えております。以上です。  

○議長（高橋利勝） 中川保健福祉課長。  

○保健福祉課長（中川雅之） 歳入の部分についてお答えいたします。  

 相手に落ち度があるという言明等は私どものほうからは差し控えさせていただきます

けども、行政といたしましては当然納入されていない部分については適宜適切に納入の
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御協力をお願いするよう協議をしておりますし、２年度におきましては当然納入の御協

力をお願いするよう訪問ないし電話の実績に関しましては２３回ほど連絡を常に密に取

り合いながら、そのうえで生活を犯すまでのことのないような形で分納、いわゆるいか

に未納額を減らしていけるかというのを常に協議をしながら御相談をさせていただき処

理を進めているところでございますので御理解いただきたいと思います。よろしくお願

いします。  

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） それでは町議会議員補欠選挙費の部分について改めてお伺いをい

たします。  

 こちらの審決の行方を見守り、様々なパターンを想定されながらという御趣旨の御答

弁をいただいたところですが、これ審決が早く出るに越したことはないと思うんですけ

れども、仮にそれが８月中旬目一杯かかってしまったといったときに、そこからいわゆ

る選挙の告示から投開票日までそう日がないということは私申しあげたとおりで、物理

的にどのくらい前からどういう実務にあたっていかなければいけないのか。御答弁の中

で全ての費用を要するわけじゃないという御趣旨のこともおっしゃいましたが、私がお

伺いしているのは、ではその想定をいろいろしていく中で最低限の準備というものを物

理的に間に合わせるためにですよ、していくために幾ばくかなりともそうした予算、経

費を必要とするのかどうかという点です。仮に審決の結果によってはこの選挙ってもの

は執行されることがなかったとした場合でも、この一般財源を利用したこの準備という

ものが必要となってくるのかという点をお伺いしているんでございます。  

 続きまして４番目にお伺いした点の御答弁の中で、選挙の時期がずれるというような

御表現をされましたが、これ私の理解の中では公職選挙法の中で、これその法に定めら

れている欠員を生じない場合は補欠選挙を必要とはしていないと。しかしその間に町長

選挙等あればそこにあわせていくことができますよというような理解ですので、審決の

結果によって時期がずれるという可能性っていうのはあるんでしょうか。私はないのか

なというふうに理解していたんですが、その辺について時期がずれるというものはどの

ような御見解からの御答弁なのかお伺いをいたします。以上です。  

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。  

○総務課長（村本信幸） 答弁をさせていただきます。  

 まず基本的に補欠選挙を行なう事由がなければ当然予算の執行も行なわないというの

が基本でございますので、当然例えば選挙のポスター掲示場をどうするのかって問題も

具体的にあると思うんですけども、それも実際いつ選挙を行なわなければならない、行

なうようになるかっていうのが決まらないうちからそれを準備するということはできま

せんので、選挙がなければ予算の執行はないということになります。  

 もう１点時期がずれるの考え方なのですが、公職選挙法の第１１３条第３項がござい

ます。ここは通常最初の答弁で申しました６分の１以上欠員が生じなければ補欠選挙は

必要ないというところなんですが、その第３項の中でそれを例えば欠員の数が６分の１

に該当しない場合でも、本町の場合でいきますと町長選挙が行なわれるとき、そういっ
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た場合はその選挙と同時に補欠選挙を行なうとされているんですが、ただし書きの中で

町で行なう他の選挙ですから今回のことで言うと町長選挙のことになるんですけども、

町長選挙の期日の告示の日前、１０日以内に議員の欠員の通知を受けた場合はこの限り

ではないというただし書きがございまして、これをそのまま置きかえていきますと、町

長選挙の告示というのは８月２３日で告示の日前１０日以内というと８月１３日以降に

なるんですが、この８月１３日以降に例えば議会のほうから欠員が生じたという通知を

選挙管理委員会に出されたとしますと、このただし書きでいきますと、その町長選挙に

あわせて補欠選挙を実施することができない、要するにこの限りではないというのは先

ほど言った町長選挙と同時に選挙を行なうことができる、であって、ただしでこの限り

ではないですので、そうではないですとなりますから本当にその欠員の通知がどのタイ

ミングで来るかによって今ちょっと説明させていただきました、ちょっと拙い説明で申

し訳ありませんけども、町長選とは別に補欠選挙を実施しなければならないのかなとい

うふうには解釈しているところです。  

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。  

 （「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 暫時休憩いたします。  

午前１０時４９分  休憩  

午前１０時５１分  再開  

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 総務課長より訂正の発言が求められましたのでこれを許可します。  

○総務課長（村本信幸） 大変申し訳ございません。先ほどのただし書きの解釈、私最

後のほう誤っておりまして、今回のケースでいくと町長選の告示８月２３日として、そ

の告示の日前１０日以内に議員の欠員の通知を受けた場合はこの限りではないというと

ころで、私先ほど町長選挙とは別に補欠選挙をしなければならないというふうなニュア

ンスで答弁させていただきましたけれども、正しくは、そういうことになった場合は、

補欠選挙は出来ないという解釈でございますので誤っておりました。訂正をお願いいた

します。  

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。  

 （「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。  

 これで討論を終わります。  

 これから議案第３６号令和３年度本別町一般会計補正予算（第４回）についてを採決

します。  

 お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第３６号令和３年度本別町一般会計補正予算（第４回）については

原案のとおり可決されました。  

───────────────────────────────────────── 

◎日程第２ 議案第３７号  

○議長（高橋利勝） 日程第２ 議案第３７号令和３年度本別町国民健康保険特別会計

補正予算（第１回）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 長屋住民課長。  

○住民課長（長屋和幸） 議案第３７号 令和３年度本別町国民健康保険特別会計補正

予算（第１回）につきまして提案内容を説明させていただきます。  

予算書の１ページをお開きください。  

歳入歳出予算補正。第１条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５５３万３ ,００

０円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億８ ,４５２万７ ,０００円と

する内容でございます。  

それでは、歳出から事項別明細書により説明させていただきます。  

３ページ、４ページをお開きください。  

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、２節給料、３節職員手当等、４節共済

費、１８節負担金補助及び交付金につきましては、人事異動によるもので、５ページに

給与費明細書を添付しておりますので、内容は省略させていただきます。  

３ページ、４ページにお戻りください。  

 ６款保健事業費、３項健康管理センター事業費、２目健康管理事業費、４節共済費に

つきましては、共済組合負担率の改定によるものです。  

 続きまして、歳入に移らせていただきます。  

５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、３節その他一般会計繰入金５

５３万３ ,０００円の減額補正は、歳出で申し上げました人件費等に係る一般会計費の繰

入金でございます。  

以上、議案第３７号令和３年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）の説

明とさせていただきます。  

御審議のほどよろしくお願い申し上げます。  

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。  

 質疑は歳入歳出一括とします。  

 ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。  

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  
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○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。  

 これで討論を終わります。  

 これから、議案第３７号令和３年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）

についてを採決します。  

お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第３７号令和３年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）

については原案のとおり可決いたしました。  

○議長（高橋利勝） 暫時休憩いたします。  

午前１０時５７分  休憩  

午前１１時１０分  再開  

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。  

───────────────────────────────────────── 

◎日程第３ 議案第３８号  

○議長（高橋利勝） 日程第３ 議案第３８号令和３年度本別町介護保険事業特別会計

補正予算（第２回）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 中川保健福祉課長。  

○保健福祉課長（中川雅之） 議案第３８号令和３年度本別町介護保険事業特別会計補

正予算（第２回）について、提案理由の説明を申し上げます。  

 今回の補正は、人事異動等に伴う人件費の調整が主な内容であります。  

それでは予算書の１ページをお開き下さい。  

歳入歳出予算補正。第１条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６５８万３ ,００

０円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億４ ,６６６万８ ,０００円と

するものであります。  

それでは、事項別明細書により、歳出から御説明いたします。  

３ページ、４ページをお開きください。  

中段の２、歳出でありますが、３款地域支援事業費、１項１目介護予防・日常生活支援

総合事業費、２節給料２６万９ ,０００円の増額、３節職員手当等１０８万７ ,０００円の

増額、４節共済費２２万９ ,０００円の増額、下段の２項包括的支援事業・任意事業費、

１目包括的支援事業費、２節給料３７５万１ ,０００円の減額、３節職員手当等３３４万

７ ,０００円の減額、４節共済費１０６万８ ,０００円の減額、１８節負担金補助及び交付

金２ ,０００円の減額補正につきましては、人事異動等による調整によるもので、５ペー

ジ以降に給与費明細書を添付しておりますので、説明は省略させていただきます。  

上段１、歳入の７款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、２節地域支援事

業繰入金６５８万３ ,０００円の減額補正は、歳出で説明しました人事異動等に伴う人件
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費の調整によるものであります。  

以上、令和３年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第２回）の提案説明にかえ

させていただきます。  

よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。  

 質疑は歳入歳出一括とします。  

 ございませんか。  

 阿保議員。  

○１０番（阿保静夫） 給与費明細書のところで、５ページになりますけど、補正後補

正前ということで、職員数が１名減ということでこういう提案になっているかというふ

うに思います。この部分の今までもこういうことはあったとは思ってますけれども、職

員数の補充というか補正前は６人だったところが５人になるということでの提案だとい

うふうに思うんですけども、その辺についてはどういう対応を今後していくのか伺いた

いと思います。 

○議長（高橋利勝） 中川保健福祉課長。  

○保健福祉課長（中川雅之） 今回の職員数の１名減というところでございますけれど

も、実際の勤務にあたっている方の人数に関しましては基本変わりはございません。い

わゆる補助金の関係上、会計区分の異動によるものでありまして、実際の業務にあたる

人数につきましては職場的には変わっていないということになっております。  

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。  

 （「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。  

 これで討論を終わります。  

 これから、議案第３８号令和３年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第２回）

についてを採決します。  

お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第３８号令和３年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第２回）

については原案のとおり可決されました。  

───────────────────────────────────────── 

◎日程第４ 議案第３９号  

○議長（高橋利勝） 日程第４ 議案第３９号令和３年度本別町介護サービス事業特別

会計補正予算（第２回）についてを議題とします。  
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 提案理由の説明を求めます。  

 前佛老人ホーム所長。  

○老人ホーム所長（前佛清治） 議案第３９号令和３年度本別町介護サービス事業特別

会計補正予算（第２回）につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  

 今回の補正は、人事異動に伴う勤務体制等の変更による人件費の調整が主な内容でご

ざいます。  

それでは、予算書の１ページをお開き願います。  

 歳入歳出予算補正。第１条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２５３万８ ,００

０円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億７ ,１２２万９ ,０００円とす

るものであります。  

 それでは、事項別明細書により歳出から御説明させていただきます。  

 ３ページ、４ページをお開き願います。  

 中段の２、歳出ですが、１款介護サービス事業費、１項１目施設介護サービス事業費 

１節報酬２１４万３ ,０００円の増額、２節給料３０６万２ ,０００円の減額、３節職員手

当等１０８万３ ,０００円の減額、４節共済費７８万９ ,０００円の減額と１８節負担金補

助及び交付金３ ,０００円の減額、飛びまして下段の２項居宅介護サービス事業費、１目

居宅介護支援事業費、４節共済費３０万７ ,０００円の増額、１８節負担金補助及び交付

金１ ,０００円の増額補正は、人事異動に伴う勤務体制等の変更などによるもので、５ペ

ージ以降に給与費明細書を添付しておりますので、説明は省略させていただきます。 そ

の他につきましては執行見込による調整であります。  

戻りまして上段の１、歳入ですが、４款繰入金、１項他会計繰入金、１目１節一般会計

繰入金２５３万８ ,０００円の減額補正は、歳出で説明しました事業執行見込みにより調

整するものであります。  

以上、令和３年度本別町介護サービス事業特別会計補正予算（第２回）の提案説明と

させていただきます。  

よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。  

 質疑は歳入歳出一括とします。  

 ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。  

これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。  

 これで討論を終わります。  

 これから議案第３９号令和３年度本別町介護サービス事業特別会計補正予算（第２回）

についてを採決します。 
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お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第３９号令和３年度本別町介護サービス事業特別会計補正予算（第

２回）については原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

◎日程第５ 議案第４０号  

○議長（高橋利勝） 日程第５ 議案第４０号令和３年度本別町簡易水道特別会計補正

予算（第１回）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 坪建設水道課長。  

○建設水道課長（坪忠男） 議案第４０号令和３年度本別町簡易水道特別会計補正予算

（第１回）について、提案内容の説明を申し上げます。  

今回の補正は、人事異動に伴う人件費の調整によるものであります。  

補正予算書の１ページをお開きください。  

歳入歳出予算補正。第１条歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１９７万７ ,００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１億１ ,０６３万９ ,０００円と

する内容であります。  

それでは、歳出から事項別明細書により、御説明いたします。  

３ページ、４ページをお開きください。  

中段にあります２、歳出ですが１款１項簡易水道費、１目一般管理費、２節給料、３節

職員手当等、４節共済費、１８節負担金補助及び交付金の増額については、人事異動に

よるもので、５ページ以降に給与費明細書を添付しておりますので説明は省略させてい

ただきます。  

同ページ上段の１、歳入ですが、３款１項繰入金、１目一般会計繰入金１９７万７ ,０

００円の増額は、歳出で説明いたしました人事異動によるものです。  

以上、令和３年度本別町簡易水道特別会計補正予算（第１回）の提案説明とさせてい

ただきます。  

どうぞ、よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。  

 質疑は歳入歳出一括とします。  

 ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。  

これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  
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○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。  

 これで討論を終わります。  

 これから議案第４０号令和３年度本別町簡易水道特別会計補正予算（第１回）につい

てを採決します。 

お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第４０号令和３年度本別町簡易水道特別会計補正予算（第１回）に

ついては原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

◎日程第６ 議案第４１号  

○議長（高橋利勝） 日程第６ 議案第４１号令和３年度本別町公共下水道特別会計補

正予算（第１回）についてを議題とします。  

提案理由の説明を求めます。  

 坪建設水道課長。  

○建設水道課長（坪忠男） 議案第４１号令和３年度本別町公共下水道特別会計補正予

算（第１回）について、提案内容の説明を申し上げます。  

今回の補正は、人事異動に伴う人件費の調整及び終末処理場機器の故障による修繕料

の増額、更新機器の増に伴う社会資本整備総合交付金事業費の調整によるものです。  

補正予算書の１ページをお開き下さい。  

歳入歳出予算補正。第１条歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３ ,３３０万４ ,０

００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億３ ,８２５万４ ,０００円と

する内容であります。  

それでは、歳出から事項別明細書により御説明いたします。  

４ページ、５ページをお開きください。  

下段にあります２、歳出ですが１款総務費、２項施設管理費、２目処理場管理費、１０

節需用費３９６万円の増額は、終末処理場の２号汚泥脱水機の現場操作盤内にある差速

コントローラーが故障し、脱水機が運転停止中であることから、差速コントローラーを

修繕するものであります。  

２款土木費、１項下水道費、１目下水道新設費、２節給料、３節職員手当等、４節共済

費、１８節負担金補助及び交付金の増額は、人事異動によるもので６ページ以降に給与

費明細書を添付しておりますので、説明は省略させていただきます。  

１４節工事請負費２ ,４００万円の増額は、本年度更新予定のシーケンスコントローラ

盤の関連機器であるリレー盤が不調になり、追加でリレー盤を更新するため増額するも

のです。この機器につきましては、令和４年度に更新を予定していた機器で、平成２年

度に設置し、すでに３１年経過しているものであります。  

上段の 1、歳入ですが、３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目土木費国庫補助金、１
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節下水道費補助金１ ,３２０万円の増は、歳出で説明いたしました機器更新の増に伴う社

会資本整備総合交付金の増額よるものです。  

４款１項繰入金、１目一般会計繰入金９３０万４ ,０００円の増額は収支の調整による

ものです。  

７款１項町債、１目土木債、１節下水道債１ ,０８０万円の増額は、歳出で説明いたし

ました機器更新の増額に伴う起債対象額の増によるものです。  

３ページにお戻りください。  

第２表地方債補正１、変更。内容といたしましては、起債事業の事業費の変更に伴い

限度額を変更するものです。  

起債の目的。公共下水道整備事業の限度額４ ,８４０万円を５ ,９２０万円に改めるもの

であります。  

起債の方法、利率、償還の方法は変更ありません。  

以上、令和３年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第１回）の提案説明とさせて

いただきます。  

どうぞ、よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。  

 質疑は歳入歳出地方債補正一括とします。  

 ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。  

これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。  

 これで討論を終わります。  

 これから議案第４１号令和３年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第１回）につ

いてを採決します。 

お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第４１号令和３年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第１回）

については原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

◎日程第７ 議案第４２号  

○議長（高橋利勝） 日程第７ 議案第４２号令和３年度本別町水道事業会計補正予算

（第１回）についてを議題とします。  

提案理由の説明を求めます。  
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 坪建設水道課長。  

○建設水道課長（坪忠男） 議案第４２号令和３年度本別町水道事業会計補正予算（第

１回）について、提案内容の説明を申し上げます。  

今回の補正は、人事異動に伴う人件費の調整によるものであります。  

補正予算書の１ページをお開き下さい。  

収益的収入及び支出。第２条令和３年度本別町水道事業会計予算、以下予算という。  

第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものであります。  

収入の第１款水道事業収益、第２項営業外収益は４７４万７ ,０００円減額補正して、

収入の総額を１億４ ,３７７万４ ,０００円とするものです。  

支出の第１款水道事業費、第１項営業費用は４７４万７ ,０００円減額補正し、支出の

総額を１億４ ,３７７万４ ,０００円とするものです。  

資本的収入及び支出。第３条、予算第４条本文括弧書中６ ,９５９万３ ,０００円を６ ,

９０３万６ ,０００円に、６ ,７２０万１ ,０００円を６ ,６６４万４ ,０００円にそれぞれ改

め、資本的支出の予定額を次のとおり補正するものであります。  

支出の第１款資本的支出、第１項建設改良費は５５万７ ,０００円減額補正し、支出の

総額を８ ,６３７万２ ,０００円とするものです。  

予算説明書の説明につきましては、収益的収入及び支出、資本的支出、いずれも人事

異動に伴う人件費の調整によるもので、予算説明書の説明は省略させていただきます。  

次に、議会の議決を経なければ流用することのできない経費。  

第４条、予算第１０条に定めた経費の職員給与費を人事異動に伴い５３０万４ ,０００

円減額補正し、２ ,９４５万１ ,０００円に改めるものです。  

７ページ以降に給与費明細書を添付しておりますので説明は省略させていただきます。 

他会計からの補助金。第５条、予算第１１条に定めた補助金の金額を４７４万７ ,００

０円減額補正し、１ ,６７８万８ ,０００円に改めるものです。  

以上、令和３年度本別町水道事業会計補正予算（第１回）の提案説明とさせていただ

きます。  

どうぞ、よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。  

 質疑は収益的収入及び支出、資本的支出など一括とします。  

 ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。  

これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。  

 これで討論を終わります。  

 これから議案第４２号令和３年度本別町水道事業会計補正予算（第１回）についてを
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採決します。 

お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第４２号令和３年度本別町水道事業会計補正予算（第１回）につい

ては原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

◎日程第８ 議案第４３号  

○議長（高橋利勝） 日程第８ 議案第４３号令和３年度本別町国民健康保険病院事業

会計補正予算（第２回）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 松本病院事務長。  

○国保病院事務長（松本秀規） 議案第４３号令和３年度本別町国民健康保険病院事業

会計補正予算（第２回）につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  

 今回の補正につきましては、人事異動に伴います人件費の調整と国の新型コロナウイ

ルス感染症、感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金に係る事業追加及び特別減収

対策企業債の繰り上げ償還に伴う経費の計上が主な内容となっております。  

 補正予算書の１ページをお開きください。  

 第２条の収益的収入及び支出でありますが、予算第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正するもので、収入の第１款病院事業収益、第２項医業外収益

を１４４万７ ,０００円増額し、収益の合計を１１億７ ,０８１万３ ,０００円とするもの

であります。  

支出では、第１款病院事業費用、第１項医業費用を４１万２ ,０００円、第２項医業外

費用を２万３ ,０００円増額し、費用の合計を１２億３ ,１８５万４ ,０００円とするもの

であります。  

 第３条資本的収入および支出でありますが、予算第４条本文括弧書中３ ,１８３万７ ,０

００円を４ ,０８３万７ ,０００円に、３ ,１６７万７ ,０００円を４ ,０６７万７ ,０００円

に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するもので、収入の第１款資本

的収入、第８項国庫補助金を１８９万５ ,０００円増額し収入合計を５ ,７８４万円に、支

出では第１款資本的支出、第１項建設改良費を１８９万５ ,０００円、第２項企業債償還

金を９００万円それぞれ増額し、支出の合計を９ ,８６７万７ ,０００円とするものであり

ます。  

第４条の議決を経なければ流用することのできない経費でありますが、職員給与費を

４１万２ ,０００円増額し、８億１４６万３ ,０００円とするものであります。  

２ページの第５条他会計からの補助金ですが、退職手当組合事前納付金を６ ,０００円

減額し６１９万５ ,０００円、基礎年金拠出金公的負担経費を９万８ ,０００円増額し１ ,

７３７万１ ,０００円とするものであります。  
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 次に、５ページ、６ページをお開きください。  

 補正予算説明書でありますけども、収益的収入及び支出の下段の支出から御説明いた

します。  

収益的支出。１款病院事業費用、１項医業費用、１目給与費４１万２ ,０００円の増額

ですが、１節給料から５節法定福利費までは人事異動及び負担金の負担率変更等による

増額となっております。  

なお、給与費の増減の内訳は９ページ以降に給与費明細書を添付しておりますので説

明は省略させていただきます。  

 第２項医業外費用、１目支払利息及び企業債取扱諸費２万３ ,０００円の増額は、本年

３月に借入しましたコロナウイルス感染症による特別減収対策企業債の繰り上げ償還に

係る補償金を計上したものです。  

戻りまして、上段の収入、１款病院事業収益、２項医業外収益、２目他会計補助金９万

２ ,０００円の増額は、人件費の変更に伴う一般会計からの繰入基準の変更によるもの、

６目その他医業外収益１３５万５ ,０００円の増額は、新型コロナウイルス感染症、感染

拡大防止・医療提供体制確保支援補助金事業として交付される補助金３２５万円のうち、

マスク、消毒液等感染防止対策用の診療材料費への充当分を増額するものです。  

 次に、７ページ、８ページをお開きください。  

 資本的収入及び支出のうち、これも下段のほうから御説明申し上げます。下段の支出

でありますが、１款資本的支出、１項建設改良費、３目固定資産購入費１８９万５ ,００

０円の増額は、新型コロナウイルス感染症、感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助

金事業としまして、感染対策用備品のクリーンパーティション、空気清浄機、加湿器を

購入するものであります。  

 ２項企業債償還金、１目企業債償還金９００万円の増額は、当年３月に借り入れしま

した特別減収対策企業債につきまして、借り入れの前提となります年度末での資金不足

の状況を計算したところ資金不足を生じなかったことから繰上げ償還する必要があるた

め借入額を計上したものです。  

 戻りまして上段の収入、１款資本的収入、８項国庫補助金、１目国庫補助金１８９万

５ ,０００円の増額は、新型コロナウイルス感染症、感染拡大防止・医療提供体制確保支

援補助金事業による備品購入に充当するため、同額を増額するものです。  

 以上、令和３年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第２回）の説明とさせ

ていただきます。  

よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。  

 質疑は収益的収入及び支出など一括とします。  

 ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。  

これで質疑を終わります。  
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 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。  

 これで討論を終わります。  

 これから議案第４３号令和３年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第２回）

についてを採決します。 

お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第４３号令和３年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第

２回）については原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

◎日程第９ 議案第４４号  

○議長（高橋利勝） 日程第９ 議案第４４号本別町老人福祉センター設置条例の一部

改正についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 中川保健福祉課長。  

○保健福祉課長（中川雅之） 議案第４４号本別町老人福祉センター設置条例の一部改

正につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  

本案は、新型コロナウイルス感染防止対策として、老人福祉センター内に開設してい

る老人専用浴室を旧養護老人ホームに移転することに伴い、条例を改正する必要が生じ

たことから提案するものであります。  

それでは、条例の案文を朗読し、提案とさせていただきます。  

なお、括弧書きの朗読は省略をさせていただきます。  

本別町老人福祉センター設置条例の一部を改正する条例。  

本別町老人福祉センター設置条例（昭和５５年条例第６号）の一部を次のように改正

する。  

 第２条中「本別町北１丁目４番地２７」を「本別町北１丁目４番地２７本別町向陽町

２３番地１（老人専用浴室）」に改める。  

附則。この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則に定め

る日から施行する。  

以上、議案第４４号本別町老人福祉センター設置条例の一部改正についての提案説明

とさせていただきます。  

よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。  

 大住議員。 

○６番（大住啓一） 条例の一部改正について今説明がありましたが、難しい言葉ばか
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りでわかりませんもんですから、かみ砕いてお知らせいただきたいと思います。  

 これは今の中央公民館の１階部分と言いますか、そこにある浴室と言いますかね、そ

の部分を向陽町の特別養護老人ホームの同じ建物沿いと言いますか、昔で言う養護老人

ホームですか、そこの部分に風呂を移設するということなんですか。そして今の部分は

どういうふうな扱いにするんですか。  

今の部分をどういった扱いにするのかということと、向陽町にもっていったときに、

それを一般の人たちも使えるのか、障がいのある方たちが使っているのか、今どういう

使い方をしてる、そのまま使えるのか、また町民の人たち私たちが行ったときに使える

のか。その辺の考え方をどのようになっているかお知らせいただきたい。 

○議長（高橋利勝） 中川保健福祉課長。  

○保健福祉課長（中川雅之） それでは答弁させていただきます。  

 まず１点目の現在の公民館の下の浴室でございますけども、こちらにつきましては３

月の補正予算計上時にも説明をさせていただいたところでございますけども、あそこに

おきましては、社会福祉協議会におきましてデイサービスを今運営をしております。そ

ちらの入浴はそのまま継続をしていただきまして、いわゆるそちらの入浴との利用者と

の密を避けるという観点から老人福祉センターの入浴に関しては旧養護老人ホーム、昔

養護老人ホームを運営していた箇所にいわゆる開設をするということで、今動いている

ところであります。  

 利用者の範囲につきましては、こちら老人福祉センター設置条例の第５条に利用者の

規定がございまして、本別町に住所を有する６０歳以上の方と、その付き添いの方とい

う形で定めさせていただいております。今現状として、登録をいただいている方に関し

ましては、男性が１３名、女性も１３名。日の大体の平均利用に関しましては、男性で

およそ６人程度、女性につきましては１１人程度の御利用をいただいておりまして、今

現状同じような利用の形態で場所をかえさせていただくというふうに進めております。

以上です。  

○議長（高橋利勝） 大住議員。  

○６番（大住啓一） 風呂一つのお話してもですね、私どもの家庭にある風呂と違って

あちこちにあっていろいろ条例だとか使い方があって、なかなか担当担当で大変だと思

うんですが、かみ砕いて言いますと、本別町には公衆浴場が今ございません。その部分

を向陽町の新しく持ってったところにも使えるんですか、料金をいただくようにするん

ですか、公衆浴場と同じような使い方を今残していく公民館のほうでもできるんですか

ということをかみ砕いてお知らせいただきたいということなんです。理解できましたで

すか。  

○議長（高橋利勝） 中川保健福祉課長。  

○保健福祉課長（中川雅之） 答弁させていただきます。  

 まず公民館のほうにつきましては、いわゆるデイサービス、介護サービスになります

ので要介護認定だとかを受けてサービスが必要な方が利用するという形になります。向

陽町に移ります浴場につきましては、北海道の公衆浴場法施行条例の第２条第２号に規



- 28 - 
 
 

定される福利厚生浴場という形になります。こちらにつきましては、地方公共団体が特

定人の福祉または福利厚生を目的として設置する入浴施設という形になりますので、い

わゆる高齢者に対して利用していただく、いわゆる若い方だとかという方は利用は出来

ないよという形になります。料金につきましては老人福祉法に基づきまして、老人福祉

センターの利用は原則無料という規定がございますので、無料で今までどおり利用して

いただくという形になります。以上答弁とさせていただきます。  

○議長（高橋利勝） 大住議員。  

○６番（大住啓一） ３回目だね。きちっと説明していただいて私が能力ないからつい

てってないだけなんですけども、中央公民館の分は公衆浴場と同じ扱いにするってこと

なんですか。違うんですか。向陽町のほうは公衆浴場と同じ扱いにするってことなんで

すか。違うんですか。料金いただいてやるところはなくなるということですか。公衆浴

場は本別町から消えてなくなっているということでいいんですか。今回条例改正までし

て、社会福祉協議会でどうのこうのってそこをわかりやすくしていただかないと。風呂

がなくて風呂を使っている人たちが今、デイサービスも一緒にやっているところで相当

危険な状況の中で使っていると。それで向陽町に持っていくというのは、それはそれで

結構なことなんですが、一般的に家庭に風呂がないとか風呂が壊れてるとかということ

になれば、この規模の町で公衆浴場がないっていうのは本別町くらいなんですよ。それ

どういうふうにお考えになって見通したかってことを聞いてる。それをわかりやすく説

明してくださいってことなんです。ですから、公衆浴場法でいうそれは一切ないんです

と。料金をもらわないけど入っていただくのは構いませんとか、そういう答弁になって

くるとか。それを整理しながら私どもにわかるように言ってくださいということ。わか

りましたか。  

○議長（高橋利勝） 中川保健福祉課長。  

○保健福祉課長（中川雅之） 答弁させていただきます。  

 公民館のほうは、いわゆる公衆浴場法の公衆浴場ではなくなります。いわゆるサービ

ス事業者の利用者に対するお風呂という形になります。向陽町のほうにつきましては、

先ほどから申しあげていますとおりいわゆる公衆浴場法に位置づけはされる公衆浴場に

はなってまいります。ただ、利用の規定としては町民すべからく全員が利用できるって

いう公衆浴場ではございませんで、いわゆる高齢者ですとかいわゆる体に支障がある方

ですとか、いわゆる低所得の方、先ほど申し漏れておりましたけれども老人福祉センタ

ー設置条例の第５条には、６０歳以上の方及びその他町長が適当と認めた方という規定

もございますので、本当にお風呂がご自宅で利用できない方ですとかというのは、そち

らの向陽町の利用は可能となってくるケースも出てまいりますので、いわゆる公衆浴場

がなくなったという訳ではなくて、いわゆる公衆浴場法の公衆浴場の許可は道のほうか

らいただいて営業を開始する、無料にはなりますけれども営業を開始するという形にな

ってまいります。以上です。  

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  
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○議長（高橋利勝） これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。  

 これで討論を終わります。  

 これから議案第４４号本別町老人福祉センター設置条例の一部改正についてを採決し

ます。 

お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第４４号本別町老人福祉センター設置条例の一部改正については原

案のとおり可決されました。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩いたします。  

午前１１時５１分  休憩  

午後 １時３０分  再開  

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。  

───────────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 議案第４５号  

○議長（高橋利勝） 日程第１０ 議案第４５号辺地総合整備計画についてを議題とし

ます。  

 提案理由の説明を求めます。  

 村本総務課長。  

○総務課長（村本信幸） 議案第４５号辺地総合整備計画につきまして、提案理由の説

明を申し上げます。  

 辺地の総合計画の策定につきましては、辺地に係る公共施設の総合整備のための財政

上の特別措置等に関する法律、第３条第１項、第４項及び第５項に基づき、あらかじめ

知事との協議のうえ、議会の議決を経てこれを総務大臣に提出することになっておりま

す。  

本案の本別町西美里別辺地は、令和２年度で計画期間が終了したことから、今期令和

３年度から令和７年度までの５カ年計画を新たに策定し、道と協議中のところ、５月１

０日付けで知事との協議が整いましたので提案をするものでございます。  

 それでは、議案第４５号の次のページ、総合整備計画書により説明をさせていただき

ます。  

 本別町西美里別辺地でございますが、１、辺地の概況は説明を省略させていただきま

す。  

２、公共的施設の整備を必要とする事情につきましては、次のページの別紙に記載の

とおりでありますが、各事業の概要について説明をさせていただきます。  
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 別紙１、道路でありますが、①負箙西４線道路道路改良舗装事業、延長３ ,６００メー

トルは、一般道道勇足本別停車場線及び一般道道美里別本別停車場線までつながる主要

町道で、計画年度は令和３年度から令和７年度であります。  

 ②の活込３０号道路道路改良舗装事業、延長１ ,１００メートルは、一般道道美里別本

別停車場線から１３０メートル地点の砂利道を起点とし、町道活込西３２号道路との交

差点を終点とする主要町道で、計画期間は令和３年度から令和７年度であります。  

 ③の橋梁長寿命化補修事業は、平成２４年１２月に策定し、平成３１年２月に更新い

たしました本別町橋梁長寿命化計画に基づき、橋梁の適切な補修、架替を行なうことで、

橋梁の長寿命化とコスト縮減を図り、将来に渡り安全、安心な道路網の確保をするもの

であります。  

 ２、通学施設でありますが、①のスクールバス購入事業、美里別西線は、平成８年度

に更新した車両を使用しておりますが、今後の維持費用の軽減と安全運行を図るため、

本計画期間中に購入するものであります。  

 次に戻りまして３、公共施設の整備計画でありますが、施設名道路、負箙西４線道路

道路改良舗装事業でございますが、事業主体は本別町、事業費は２億５ ,８５０万円、辺

地対策事業債の予定額は１億７０万円とする内容でございます。下段の施設名道路、活

込３０号道路道路改良舗装事業でございますが、事業主体は本別町、事業費は１億４ ,８

００万円、辺地対策事業債の予定額は５ ,６４０万円とする内容でございます。下段の施

設名道路、橋梁長寿命化補修事業でございますが、事業主体は本別町、事業費は９億４

５０万円、辺地対策事業債の予定額は３億７８０万円とする内容でございます。下段の

施設名通学施設、スクールバス購入事業でございますが、事業主体は本別町、事業費は

１ ,０００万円、辺地対策事業債の予定額は６２０万円とする内容でございます。  

合計事業費は、１３億２ ,１００万円、特定財源８億１ ,４７１万円、一般財源５億６２

９万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額は４億７ ,１１０万円とする内容でござ

います。  

以上、議案第４５号辺地総合整備計画の提案説明にかえさせていただきます。  

よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。  

これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。  

 これで討論を終わります。  

 これから議案第４５号辺地総合整備計画についてを採決します。 

お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第４５号辺地総合整備計画については原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

◎日程第１１ 発議第１号  

○議長（高橋利勝） 日程第１１ 発議第１号本別町議会会議規則の一部改正について

を議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 阿保静夫議員御登壇ください。  

○１０番（阿保静夫）〔登壇〕 発議第１号本別町議会会議規則の一部改正について。  

 本別町議会会議規則、昭和６２年議会規則第１号の一部を次のとおり改正するものと

します。改正案の朗読を主体に説明をしたいというふうに思います。  

本別町議会会議規則の一部を改正する規則。  

この中で第２条第１項については、３行目ですね、欠席等の届けに関する中身です。

その次の４行目の後ろのほうですが、同条第２項は活動できない旨の届出に関すること

です。その下の８行目、第８９条第１項は請願書の記載事項についてです。  

それでは内容を読み上げて説明にかえさせていただきます。  

 本別町議会会議規則（昭和６２年議会規則第１号）の一部を次のように改正する。  

第２条第１項中「事故」を「公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助

その他のやむを得ない事由」に改め、同条第２項中「議員」の前に「前項の規定にかかわ

らず、」を加え、「日数を定めて」を「出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、

１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その

期間を明らかにして」に改める。  

第８９条第１項中「、請願者の住所及び氏名」を「及び請願者の住所」に、「名称及び

代表者の氏名」を「所在地」に、「押印しなければ」を「請願者（法人の場合にはその名

称を記載し、代表者）が署名又は記名押印しなければ」に改める。  

附則。  

 この規則は、公布の日から施行する。  

提案理由については、標準町村議会会議規則の改正に伴い、産前産後休暇の取り扱い

及び請願書の記載事項を変更するために提案をするものです。  

皆様の御理解のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。  

これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。  
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 これで討論を終わります。  

 これから発議第１号本別町議会会議規則の一部改正についてを採決します。 

お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、発議第１号本別町議会会議規則の一部改正については原案のとおり可決

されました。 

───────────────────────────────────────── 

◎日程第１２ 発議第２号  

○議長（高橋利勝） 日程第１２ 発議第２号議員報酬の減額支給に関する条例の制定

についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 梅村智秀議員御登壇ください。  

○３番（梅村智秀）〔登壇〕 それでは、発議第２号議員報酬の減額支給に関する条例の

制定について、提案理由の説明、内容等の御説明をいたします。 

 提案理由でございますが、昨年１月頃よりコロナウイルスが猛威を奮い、現在におい

ても先行きが見通せないコロナ禍である状況下、本別町でも一丸となってその感染拡大

防止と経済の活性化に努め、町民を誰一人取り残さないための対策を講じる必要がある。

町議会としても具体的提案を行なうとともにその財源についても確保をし、実現可能な

提案の機会とするため、厳しい町財政を鑑み、本議案を提案いたしました。 

 具体的な内容といたしましては、議長月額２９万２,０００円を月額２３万３,６００

円に改め、５万８,４００円を減額。副議長月額２３万円を月額１８万４,０００円に改

め、４万６,０００円を減額。委員長４名分月額２０万４,０００円を月額１６万３,２０

０円に改め、各人４万８００円を減額、４名分計で１６万３,２００円を減額。議員６名

分月額１８万５,０００円を月額１４万８,０００円に改め、各人３万７,０００円を減額、

６名分計で２２万２,０００円を減額。 

月額の影響額見込みといたしましては、４８万９,６００円となり時限立法であるため、

令和４年３月までの残期間９月分といたしまして、影響額は４４０万６,４００円となり

ます。 

 続きまして、令和３年１２月支給予定の期末手当分影響額です。 

 議長６１万３,２００円を４９万５６０円に改め、１２万２,６４０円の減。副議長４

８万３,０００円を３８万６,４００円に改め、９万６,６００円の減。委員長４名分各４

２万８,４００円を３４万２,７２０円に改め、各人８万５,６８０円の減、４名分合計で

３４万２,７２０円の減。議員６名分各３８万８,５００円を３１万８００円に改め、各

人７万７,７００円の減、６名分計で４６万６,２００円の減。 

期末手当分の影響額見込みは１０２万８,１６０円となります。 

 本提案の全体の影響額見込みといたしましては、５４３万４,５６０円の歳出減となり
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ます。 

 それでは、括弧書きの朗読は省略の上、案文の朗読を行ないます。 

 議員報酬の減額支給に関する条例。 

 目的。 

第１条、長期化し、国難ともいえるコロナ禍において、本別町にて感染症予防対策を

講じるための財源を確保することを目的とする。 

 議員報酬の額。 

第２条、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、昭和４６年条例第３号、第

２条の規定にかかわらず、それぞれ２０％の額を減じた額とし、その額は、それぞれ次

のとおりとする。 

議長、月額２３万３,６００円。副議長、月額１８万４,０００円。常任委員長、月額１

６万３,２００円。議員、月額１４万８,０００円。 

 支給の期間。 

第３条、前条の規定により報酬を減額する期間は、令和３年７月１日から令和４年３

月３１日までとする。 

附則。 

１、この条例は、令和３年７月１日から施行する。 

２、この条例は、令和４年３月３１日限り、その効力を失う。 

 昨日の一般質問を拝聴していても、コロナ禍における厳しい現状と本町においても多

くの課題が存在していることについて、認識の相違はないものと考えております。コロ

ナ禍のもと経済がまわっていない、オンラインで面会ができる。これは移動の自粛や接

触機会を減らすものであるというふうに理解しております。交付金の利用は勿論のこと、

町独自の支援も。また、児童の学習環境の整備を。などなど多岐に渡るものでありまし

た。町議会においては、提案することはできても執行権がない。しかし、我々には成功

体験があります。昨年５％の削減、本年３月までの時限立法ではありましたが議員報酬

削減の条例案を発議し、制定。実質上、その動きに町長ら特別職もこうせざるを得なく

なり、一定の財源確保を行ない学校への自動水栓の設置などを行ないました。児童から

いただいた感謝の手紙は今でも心に残っております。私自身、議員協議会等で幾度か本

年３月に期限を迎えるこの議員報酬の削減条例につきまして、議員の皆さんで新たなる

議論をと呼びかけてきたところであり、本日この時この場所をもって改めて御賛同いた

だき、町議会としてさらなる具体的提案とその実現に向けての御賛同をいただきますよ

う申し上げて、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。  

 柏崎議員。  

○２番（柏崎秀行） 何点か御質問いたします。  

 まずですね、第２条の中それぞれ２０％の額をとありますが、この２０％という根拠

をお知らせ願います。  

 もう１点です。再三梅村議員は、こういった発議をされる中で正直誰一人賛同者がい
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ないという現状の中、今回は可決するんだという何か取り組みがあったのかないのかを

お聞きします。  

○議長（高橋利勝） 梅村智秀議員。  

○３番（梅村智秀） 柏崎議員の御質問に、質疑に対してお答えを申し上げます。  

 まず１点目のお伺いでございます。２０％削減のこの考え方の根拠についてのお伺い

だというふうに理解してございますが、こちらにおきましては例えばでございますけれ

ど国会であったり、地方議会においてであれば都議会であったりとかそういったところ

を参考にしたという部分もございますし、また議員報酬っていうものの考え方において

は、私自身は役務に対する対価である、そういった報酬っていうふうに理解してござい

ますが、実質上生活給と言いますか、そういった給料というような位置づけをされてい

る方がもしいらっしゃったらというところを鑑みてですね、そういった場合がもしあっ

た場合、削減額の金額について御理解をいただける範囲は２０％かなというふうに思慮

したところでございます。  

 また２点目の伺いでございます。再三ということでございました。誰一人の賛同を得

れなかったということでございますが、これ私自身の認識といたしましては、昨年制定

されました５％の削減の条例案というものについても、端緒を切ったのは私であると考

えてございます。その後私の発議をもってそれは否決されましたが、それを持ち帰られ

て皆様で御協議をいただいて５％の削減案というものを発議されたという経緯もござい

ますし、やはりこうした投げかけをしていくということ自体の中で、皆様に考える機会

というものを付与できたのではないかというふうに考えるところもございます。  

 またこれまで取り組みをしたのかということでございますが、提案理由でも述べたと

おり、複数回この３月を迎える前もそうですし迎えた以後においても、皆さんでこれど

うするんですか、考えませんかということの投げかけはしてきたというふうに考えてご

ざいますので、それをもって１つの取り組みだというふうに理解しているところでござ

います。  

○議長（高橋利勝） 柏崎議員。  

○２番（柏崎秀行） １点目につき再質問させていただきます。  

 国会議員や県議会、道議会いろんないわゆる政治家という方々が２０％、僕もいろん

なサイトとかで見るんですけども、様々なパーセンテージで削減してると思います。５％、

１０％、２０％と。そういったところで国会議員とかっていう名前が出てきたんですけ

ども、我々は町議会議員です。真似をするっていうことにはならないのかな。町議会に

は町議会議員のやるべきことというものがあるんですが、何が言いたいかってことはこ

の２０％を示した根拠には全くなってないということなので、もう一度お知らせ願いま

す。  

○議長（高橋利勝） 梅村智秀議員。  

○３番（梅村智秀） 根拠っていうものについての定義でございますけども、これは考

え方の根拠っていうようなお伺いと私は理解した上で御答弁を申し上げたところでござ

いますが、考え方の根拠は私の内心でございますので、柏崎議員が賛同いただけるかい
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ただけないかというところについては私ははかりかねるところでございますが、私が考

え方の根拠といたしましたところは、国会ないしは地方議会の１つであります東京都議

会とかそういったところを例としたと。また先ほど述べたとおり、議員報酬の考え方に

ついては私自身は報酬だと、役務に対する報酬だというふうな理解をしてございますが、

一部考え方によっては給料とみなしている方もいらっしゃるかもしれないというところ

を考慮したというふうに述べたところでございますので、これは私の考え方の根拠とい

うことでお答えをしたところでございます。不足であれば、改めての伺いをいたしたい

ところでございます。  

○議長（高橋利勝） 柏崎議員。  

○２番（柏崎秀行） 考え方ですのでこれ以上のことは聞かないんですが、先ほどから

言われているように、報酬は生活給じゃない。確かに学者が言っています。そのとおり

だと私も思っています。が、このコロナ禍の議員削減と報酬が生活給じゃないというこ

とは一緒にはならないと考えますがいかがでしょう。  

○議長（高橋利勝） 梅村智秀議員。  

○３番（梅村智秀） ただ今の再質疑でございますが、このコロナ禍と議員削減という

ことでございましたか。もし議長にお許しをいただけるのであれば、正確な答弁をする

ためにですね、議長の特別のおはからいをもって改めて柏崎議員に質疑の機会を、再質

疑の機会を与えていただければというふうに考えるところでございます。こちら議事進

行に関する発言というところで受けていただければと。  

○議長（高橋利勝） 柏崎議員。  

○２番（柏崎秀行） 私が申したのは、今回この発議となる議員報酬の減額支給に関す

る条例の中で、先ほど梅村議員が言った議員の報酬は生活給じゃないんだということの

理由というのは何ら関係性がない発言だということで思っているものですから、いかが

ですかという質問をしました。  

○議長（高橋利勝） 梅村智秀議員。  

○３番（梅村智秀） なるほど。そこの答弁の部分に関してでございますが、私自身は

２０％、過去に４０％の削減案というものも提案したことがございまして、私自身はや

はりあの目的がですね、町や町民の皆様のためにコロナ対策をしていく、経済をまわす

ためにもこういった対策をしていくために、多額の財源確保、多ければ多いほどいいと

いうふうに考えてございます。しかるに、皆様方から御賛同をいただくためには、役務

に対する対価という考え方であれば、当然このコロナ禍において議会議員としての活動

の制限を受けているところがございます。例えば情報公開の部分についても、見せなけ

ればいけない、伝えなければいけないものを例えば傍聴に対しても制限をせざるを得な

いとかですね、例えば個々人の政治活動においてもこうした緊急事態宣言下のもと、や

はりどうしても制限を受けざるを得ないとかですね、そういったところがある中で、や

はりその議会議員としての活動についても一定の制限を受けているという部分がござい

ます。そういった中で私自身の考え、個人的な私見といたしましては、削減額、率につ

いては多ければ多いほうがいいというふうに考えてございますが、ここで生活給と考え
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ている議員がもし仮にでもいらっしゃれば、いらっしゃった場合はその削減額が、率が

多ければその方の生活に支障が出るという理由で、趣旨には賛同するが額によって賛同

できないという方がいらっしゃる可能性があると。またそこの考えに至った根拠という

のは、昨年５％の削減については皆様御理解をしたということでございますから、ここ

は趣旨、考え方ではなく、削減額とか率なのかなと思慮したところでございます。  

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 柏崎議員、御登壇ください。 

○２番（柏崎秀行）〔登壇〕 発議第２号に関して、反対の立場で討論させていただきま

す。  

 まずは、報酬の減額に対してですが、反対という訳ではありません。国の議員、道の

議員、２０％削減されている、１０％削減されていると思いますけども、様々な立場で

コロナに立ち向かっていると思います。国難というならば、国が全てを支援するべきだ

とは思いますが、そうもいかない現状があります。国では賄えないところを道が、道が

賄えないところを町が、市が、村がやっていかなければならないという現状の中、例を

あげれば今回の緊急事態宣言で休業や自粛を余儀なくされている飲食店、この緊急事態

宣言で休業自粛されている飲食店には道から２万５ ,０００円の１日お金が支給されま

す。ただ、この２万５ ,０００円というのも本別町の中では、７万５ ,０００円まであるん

ですけども、ほぼほぼ２万５ ,０００円の中で終わっています。ていうのは、２万５ ,００

０円以上もらえるところというのは、昨年一昨年の５月の売り上げが１日８万３ ,３３０

円なければなりません。本町の中ではそれを超える店はほぼほぼありません。というこ

とは、本町の中で売り上げが低かろうが多かろうが一律２万５ ,０００円です。その差を

埋めるべく、本別町としては考え、そういうことに対応しなければならないということ

がございます。これが町の議員、もしくは町の行政のやるべき仕事だと思っています。  

そして再三申しますが、議員の仕事は自分の報酬を減らすことが第一じゃありません。

我々は町民の意見を聞き、今何が困っているのか、何をしなければならないのかを的確

に見極めて町に進言していく。そして形にしていくということが仕事だと思っておりま

す。そういうことで、今回の２０％の削減ということには反対という立場で討論させて

もらいます。  

議員諸兄姉の賛同をよろしくお願いいたします。  

○議長（高橋利勝） 次に、原案に賛成者の発言を許します。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 次に、原案に反対者の発言を許します  

阿保議員、御登壇ください。  

○１０番（阿保静夫）〔登壇〕 原案に反対の立場で討論をさせていただきたいと思いま
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す。  

４月２７日の臨時会の後に、議会運営委員会を開催して、令和２年の６月から令和３

年３月までの１０カ月間、議員報酬を５％の削減をしてきた。これについては理事者の

皆さんも同調していただいたということで、この議運においては一定の評価ができると

いうふうに総括をしたところです。もし今後著しくあわせてですね、同時に言われたの

は、もし今後著しく状況が悪化すれば議員の皆さんに対応を改めて諮ろうじゃないかと

いう話も経過の中でされております。それと同時に先ほどもありましたけども、我々議

員の務めとしては政策提案をしていくことも非常に重要なことではないかということも、

この議運の中で話し合われたとこです。その結果５％の削減を継続するのではなく、一

応は終了すると。そのことをそののちの議員協議会でも報告をしたところです。  

本来議員報酬の削減については、議員全体の議論を経たうえで諮られるものです。先

ほど何回か提案しているというお話がありましたけれども、全体の話し合いという立場

での提案ではなかったのではないかなというふうに思います。そういう全体の話し合い

の経過もなしにですね、発議されることはあまりにも唐突ではないかというふうに私は

感じているところです。さらに先ほどお話もありましたけれども、以前は４０％削減と

いうことも含めて２０％削減なども提案をされてきたという経過もあります。この辺に

ついても先ほどの説明では十分に理解できない部分があります。４月２７日の議運、そ

の後の議員協議会において協議したところ、町への政策提言などを含め、本町のコロナ

対策について議会として提案することなどを皆で確認をし、現在そのように進んでいる

ところです。また、現在議員会としてですね、一定の額をカードにチャージをして商店

街に少しでも寄与しようということを決めているところです。議会としては以上のこと

を総合的に進めることも重要だというふうに思っております。よって提案されている発

議第２号には反対の立場を表明したいと思います。  

議員諸兄姉の賛同のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） 次に、原案に反対者の発言を許します。  

 （「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） これで、討論を終わります。  

 これから、発議第２号議員報酬の減額支給に関する条例の制定についてを採決します。 

 この採決は起立によって行ないます。  

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

（賛成者起立） 

○議長（高橋利勝） 起立者１人。  

よって起立少数です。  

お座りください。 

 したがって、発議第２号議員報酬の減額支給に関する条例の制定については否決され

ました。  

───────────────────────────────────────── 

◎日程第１３ 意見書案第３号  
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○議長（高橋利勝） 日程第１３ 意見書案第３号地方財政の充実・強化に関する意見

書を議題とします。  

 提案趣旨の説明を求めます。  

 方川一郎議員、御登壇ください。  

○９番（方川一郎）〔登壇〕 意見書案第３号地方財政の充実・強化に関する意見書（案）。  

この議案を別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出します。  

なお、案文を朗読し説明にかえさせていただきます。また、括弧書きの朗読は省略さ

せていただきます。  

地方財政の充実・強化に関する意見書（案）。  

 新型コロナウイルスにより、いま地方自治体には新たに多くの行政需要が発生してい

ます。ワクチン接種体制の構築、防疫体制の強化、「新しい生活様式」への変化を余儀な

くされた市民の日常生活から発生する問題など、あらゆる課題に即時の対応が求められ

ています。それと同時に、医療・介護など社会保障への対応、子育て支援策の充実、地域

交通の維持・確保など、少子・高齢化の進展とともに、従来からの行政サービスに対す

る需要も、これまで以上に高まりつつあります。しかし、現実に公的サービスを担う人

材は不足しており、疲弊する職場実態にある中、近年多発している大規模災害、またデ

ジタル・ガバメント化への対応も迫られています。  

 こうした地方の財源対応について、政府はいわゆる「骨太方針２０１８」に基づき、

２０２１年度の地方財政計画までは、２０１８年度の地方財政計画の水準を下回らない

よう、実質的に同水準を確保してきました。しかし、新型コロナウイルスへの対応によ

り巨額の財政出動が行われる中、２０２２年度以降の地方財源が十分に確保できるのか、

大きな不安が残されています。  

 このため、２０２２年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、コロナ禍による

新たな行政需要なども把握しながら、歳入・歳出を的確に見積もり、地方財政の確立を

めざすよう、政府に以下の事項の実現を求めます。  

記。  

１、社会保障、防災、環境、地域交通、人口減少、デジタル化対策など、増大する地方自

治体の財政需要を的確に把握し、これに柔軟に対応し得る地方一般財源総額の確保をは

かること。  

２、新型コロナウイルス対策として、ワクチン接種体制の構築、感染症対応業務を含め

た、より全体的な体制・機能の強化、その他の新型コロナウイルス対応事業、また地域

経済の活性化まで踏まえた、確実な財源措置をはかること。  

３、子育て、地域医療の確保、介護や児童虐待防止、生活困窮者自立支援など、急増する

社会保障ニーズが自治体の一般行政経費を圧迫していることから、地方単独事業分も含

めた十分な社会保障関連経費の拡充をはかること。また、人材を確保するための自治体

の取り組みを支える財政措置を講じること。  

４、デジタル・ガバメント化における自治体業務システムの標準化については、自治体

の実情を踏まえるとともに、目標時期の延長や一定のカスタマイズを可能とするなど、
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より柔軟に対応すること。また、地域経済を活性化させるためにも、デジタルシステム

の標準化による大手企業の寡占を防止することや、地域でデジタル化に対応する人材育

成をはかるなど、地域デジタル社会推進費の有効活用も含めて対応すること。  

５、「まち・ひと・しごと創生事業費」として確保されている１兆円について、引き続き

同規模の財源確保をはかること。  

６、会計年度任用職員制度について、法の主旨に基づいて当該職員の処遇改善が求めら

れていることから、引き続き所要額の調査を行うなどして、さらなる財政需要を確実に

満たすこと。また、処遇改善額が明確となるよう配慮すること。  

７、森林環境譲与税の譲与基準については、より林業需要の高い自治体への譲与額を増

大させるよう見直すこと。  

８、地域間の財源偏在性の是正にむけては、偏在性の小さい所得税・消費税を対象に国

税から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な改善を行うこと。  

 また、コロナ禍において固定資産税の軽減措置等が行われたことはやむを得ないもの

の、各種税制の廃止、減税を検討する際には、地方６団体などを通じて、自治体の意見

や財政に与える影響を十分検証した上で、代替財源の確保をはじめ、財政運営に支障が

生じることがないよう対応をはかること。  

９、地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、小規模自治体に配慮し

た段階補正の強化など対策を講じること。  

１０、地方交付税の法定率を引き上げるなど、引き続き、臨時財政対策債に頼らない地

方財政の確立に取り組むこと。  

 以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出します。  

なお、提出先でありますが、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務

大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣（経済財政政策担当）、内閣府特命担当大臣（地

方創生担当）であります。  

議員各位の御賛同をお願いし、提案理由とさせていただきます。  

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。  

 ございませんか。  

 梅村議員。  

○３番（梅村智秀） まず４番目の記載でございますが、デジタル・ガバメント化にお

ける自治体業務システムの標準化については以降でございます。  

 こちら目標時期の延長や一定のカスタマイズを可能とするなどという部分、特にこの

一定のカスタマイズを可能とするなどという部分でございますが、具体的に何を求めて

いるのかという部分について、平易に説明を求めるものでございます。  

 また、２点目でございます。この意見書案というものでございますが、当然我々住民

の代表である議会議員が国に対して意思表示を行なうものであり、これにおいては住民

の代表だという観点から議会議員の意思表示、単なる議会議員の意思表示とか議会議員

間の問題にとどまらないものだというふうに私自身は認識でおりますが、これこそ議員、

議会全体での事前の協議等を経て提案されるのが適当であるというふうに、これ私自身
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の考えというよりはそういった考えを有している議員がいらっしゃるというふうにこれ

までの議論の中から私自身感じているんですが、提出者においてはその辺の部分につい

てはどの様な認識を持っていらっしゃるのか。要は議論が不足しているのではないのか

と。この本会議場にいきなり議会議員全員の協議がないまま提出されるということは、

先ほどの議員のお言葉をお借りすれば、唐突ではないかというような御見解を持たれる

議員がいらっしゃるのではないかというふうに思慮するところでございますが御見解を

お伺いします。以上 2 点。 

○議長（高橋利勝） 方川議員。  

○９番（方川一郎） ４つ目の関係でありますけども、この２０２１年９月ということ

で総合調整機能を有するデジタル庁を設置するということでありまして、市町村を通じ

で一定程度のマイナンバーカードなんかは取り組まれているところであります、実態と

して。社会がデジタル化推進ということで、その費用も２ ,０００億円を計上している中

であります。そういうことで、自治体が地方単独事業として構築していた多くのシステ

ムが逆に大きな中央でのシステムで大きく変わると。それぞれの自治体で今まで構築し

てた部分が使えなくなるというよう、不自由になってくるということもあるわけでして、

そういった面で標準化をすることが果たしていいものかどうということも一方あるわけ

ですけれども、こうしたことによって大きな企業、ＩＴ企業等がそういった意味での集

中的にそういった業務を一括全ての地方自治体等々の分を集中して管理するような状況

も一方で発生するということが本当にいいのかどうかっていう部分もあるわけでして、

そういったことも含めて１つの大企業がそういったことの部分を集中的に管理する状況

が果たしていいのかどうかっていうとこをやはりしっかり考えていただくことが必要か

なというふうに思います。  

 意見書の提出に関係する部分でありますけれども、これは確かに議員全員に諮って

云々というそういう町村もないわけではありませんけども、議運とも含めて全員協議で

そこのところで認められて提出する議会もあるとは聞いていますけども、私どもの議会

は当然そういう意味では意見書提出する分については、当然議運にもかかってくる。あ

るいはそこで判断して議員の後刻回覧というやり方もあるし、各委員会で出すというよ

うな方法も取っているわけでして、それには、私どもの議会はそれなりの賛同者も募っ

て提出しているとこでありますので、そういう意味では十分全議員に行き渡っているか

どうかっていう議論になってくると、そこのところには梅村議員のいう唐突にここのと

ころでぽんと出てくるという印象はぬぐえないのかもしれませんけれども、ある意味そ

ういうとこの賛同者は募って提出しているという経過もあります。そういう意味ではあ

る程度の賛同者の人数は署名をいただいているとこでありますし、当然言うなれば議員

の秩序として６人も７人も署名をもらえればそれで実際とおってしまったような形にな

るかもしれないんですけども、そういった形はなるべく避けるというようなやり方もし

ているわけでして、そういうことを考えつつ意見書を提出しているという現状にあると

いうことであります。  

○議長（高橋利勝） 梅村議員。  
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○３番（梅村智秀） １点目にお伺いした点再質疑でございますが、御答弁からこのデ

ジタル・ガバメント化、これの推奨、いわゆるシステムの標準化について、こちらに対

してのそもそもの疑義があるというふうな、どうなんだというお言葉を何度か発してい

らっしゃったので、そもそもそれ自体に対していかがかっていう疑義を呈したいのか、

文面からそのようにちょっと考え受け取ることが出来ず、これについての推奨について、

一言で言えばより柔軟に対応してくださいよというような趣旨が前段なのかなというふ

うに私自身は理解しているんですが、ただいまの御答弁からですと、このシステムの標

準化自体についての疑義があるというふうな受け取りも出来たものですから、その辺に

ついての御見解を改めてお伺いいたします。  

 また、特に私がちょっと理解が及ばないのがこの目標時期の延長や、これはわかりま

す。その後段のより柔軟に対応すること、これもわかります。その間の４番項の２行目

から３行目に渡る一定のカスタマイズを可能とするなどの部分がちょっとその私の理解

が及ばないものですから、特にこの一定のカスタマイズを可能とするというのは、具体

的に何を求めているのか、この辺について平易に御説明を願うものでございます。  

○議長（高橋利勝） 方川議員。  

○９番（方川一郎） ちょっと説明不足だったのか、そこら辺はある意味私の言いたい

のは、４行目にもあるんですけども、やっぱりその標準化っていうカスタマイズの関係

でいきますと、それぞれの自治体の取り組んでいる特色があると思います。それに合わ

せたことも必要ではないかということの意味でもありますし、また４行目の部分につい

ては、やはり先ほども申し上げましたけれども、大手企業がある意味独り占めをすると

いうような状況、管理をするですね、そういったことが一方で出てくるということもや

はりそういうことではやはり今のどんどんそういうことが進んでいくとそれはそれで問

題であるんではないかということでありますし、やはりそういう意味ではそれぞれ地方

自治体のそうしたニーズに合わせた取り組みも一方必要ではないかということの意味で

あります。  

 それと……。  

○議長（高橋利勝） 暫時休憩いたします。  

午後 ２時２４分  休憩  

午後 ２時２４分  再開  

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 答弁終わりました。  

 梅村議員。  

○３番（梅村智秀） 一定のカスタマイズを可能とするという部分の理解ですが、ただ

今の御答弁から、平易に表現をすると、いわゆる各自治体の特色等にあわせて柔軟に配

慮してくださいよと、そういったところを尊重してくださいよという理解でよろしいで

すか。私はそういう理解をしたんですが、このじゃあ案文としての表現ですけども、い

わゆる一定のカスタマイズを可能とする、いわゆる英語であったり和製英語であったり

というものを多用するようなもの、本町においてこういったものが適当か。内容という
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よりは文面についてこれは適当だからこの言葉を採用したという理解でよろしいですか。 

○議長（高橋利勝） 方川議員。  

○９番（方川一郎） 先ほど説明したとおり、各自治体の特色に合わせたという部分に

ついては、梅村議員の理解された内容で結構かなというふうに思います。  

 それとこういうカタカナ並びはそういう意味ではちょっと配慮が足らなかったのかな

という部分もありますけれども、そういう意味でただ今説明をさせていただきましたけ

れども、そういうことで一定程度の御理解をいただいて説明とさせていただきたいとい

うふうに思います。  

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。  

 これで討論を終わります。  

 お諮りします。  

 これから意見書案第３号地方財政の充実・強化に関する意見書を採決します。  

 お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、意見書案第３号地方財政の充実・強化に関する意見書は原案のとおり可

決されました。  

───────────────────────────────────────── 

◎日程第１４ 意見書案第４号  

○議長（高橋利勝） 日程第１４ 意見書案第４号義務教育費国庫負担制度堅持・負担

率１／２への復元、「３０人以下学級」など教育予算確保・拡充と就学保障の実現に向け

た意見書を議題とします。  

 提案趣旨の説明を求めます。  

 黒山久男議員、御登壇ください。  

○８番（黒山久男）〔登壇〕 意見書案第４号義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／

２への復元、「３０人以下学級」など教育予算確保・拡充と就学保障の実現に向けた意見

書（案）。  

上記の議案を別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出いたします。  

 案文を朗読し、提案にかえさせていただきます。なお括弧は省略をさせていただきま

す。  

義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、「３０人以下学級」など教育予

算確保・拡充と就学保障の実現に向けた意見書（案）。  
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義務教育費国庫負担制度は、地方自治体の財政状況に左右されずに教職員を安定的に

確保するために、教職員の給与の一部を国が負担する制度です。この制度における国の

負担率が２００６年に１／２から１／３に変更されました。教育の機会均等を確保する

ためにも、国の責任において義務教育費国庫負担制度を堅持し、国の負担率を１／２へ

と復元することが重要です。  

 また、子どもたちへのきめ細やかな教育を実現するためには、教職員定数を抜本的に

改善することによる少人数学級の実現と教職員の超勤・多忙化解消は不可欠です。「公立

義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律」

が成立し、小学校において段階的に３５人以下学級が実現することとなりました。しか

し、中学・高校については「検討」にとどまっています。また、実現のための教員につい

ては、これまで加配として各自治体に措置されていた人数を基礎定数化するもので、実

質的な教職員増とはなっていません。早急に「３０人以下学級」を実現し、実質的な教

職員増としていくことは必要です。  

 ２０２１年３月に文科省が発表した「就学援助実施状況等調査」では、要保護・準要

保護率は、全国で１４ .７１％（７人に１人）、北海道においては全国で８番目に高い１９ .

１０％（５人に１人）となっており、依然として厳しい実態にあります。また、教育現場

では給食費・修学旅行費などの私費負担が減少せず、地方交付税措置されている教材費

や図書費についても自治体によってその措置に格差が生じています。  

 さらに、「奨学金制度」を利用せざるを得ない子どもたちや経済的な理由で進学・就学

を断念する子どもが増加しており、その解消に向けて、就学援助制度・奨学金制度・高

校授業料無償化制度を拡大させていく必要があります。  

 こうしたことから、国においては、義務教育費無償、義務教育費国庫負担制度の堅持、

当面負担率１／２への復元、早急に実効性のある教職員の超勤・多忙化解消、「３０人以

下学級」の実現など、以下の項目について地方自治法第９９条に基づき、教育予算の確

保・拡充、就学保障の充実をはかるよう意見します。  

記。  

１、国の責務である教育の機会均等・水準の最低保障を担保するため、義務教育費を無

償とするよう求めます。少なくとも、義務教育費国庫負担制度を堅持し、当面、義務教

育費国庫負担金の負担率を１／２に復元されるよう要請します。  

２、「３０人以下学級」の早期実現にむけて、小学校１年生から中学校３年生の学級編制

標準を順次改定するよう求めます。当面、中学・高校への「３５人以下学級」拡大を求め

ます。また、地域の特性にあった教育環境整備・教育活動の推進、住む地域に関係なく

子どもたちの教育を保障するため、計画的な教職員定数改善による実質的な教職員増の

早期実現、教頭・養護教諭・事務職員の全校配置の実現のため、必要な予算の確保・拡充

をはかるよう要請します。  

３、給食費、修学旅行費、教材費など保護者負担の解消や、図書費などについて国にお

いて十分な確保、拡充を行うよう要請します。  

４、就学援助制度・奨学金制度の更なる拡大、高校授業料無償化に対する所得制限の撤
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廃など、就学保障の充実に向け、国の責任において予算の十分な確保、拡充をはかるよ

う要請します。  

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、提出します。                   

なお、提出先は衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、総務大臣、財

務大臣、内閣府特命担当大臣（地方創生担当）、内閣府特命担当大臣（規制改革担当）で

ございます。 

 以上、提案といたします。皆様の御賛同よろしくお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。  

これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。  

 これで討論を終わります。  

 これから意見書案第４号義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、「３０

人以下学級」など教育予算確保・拡充と就学保障の実現に向けた意見書を採決します。  

 お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、意見書案第４号義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、

「３０人以下学級」など教育予算確保・拡充と就学保障の実現に向けた意見書は原案の

とおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

◎日程第１５ 意見書案第５号  

○議長（高橋利勝） 日程第１５ 意見書案第５号林業・木材産業の成長産業化に向け

た施策の充実・強化を求める意見書を議題とします。  

 提案趣旨の説明を求めます。  

 山西二三夫議員、御登壇ください。  

○７番（山西二三夫）〔登壇〕 意見書案第５号林業・木材産業の成長産業化に向けた施

策の充実・強化を求める意見書（案）。  

上記の議案を別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出いたします。  

なお、提案説明は案文の朗読によってかえさせていただきます。  

林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書（案）。  

 本道の森林は全国の森林面積の約４分の１を占め、国土保全、地球温暖化防止、林産

物の供給等の多面的機能の発揮が期待されており、これらの機能を十分に発揮させるた

めには、「植えて育てて、伐って使って、また植える」といった森林資源の循環利用を進
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める必要がある。  

森林の整備を進め、木材を積極的に利用していくことは、山村地域を中心とする雇用・

所得の拡大による地方創生にも大きく貢献するものである。さらに、２０５０年までに

温室効果ガスの排出量を実質ゼロとする国の目標の達成に向けて、伐採後の着実な植林

による森林の若返りや長期間炭素を固定する木材利用の促進など、全国一の森林資源を

有する北海道において本町と道が連携して森林吸収源対策を積極的に推進することが必

要である。  

本町をはじめ、道内各地域では、森林の公益的機能の維持増進と森林資源の循環利用

の実現に向け、森林整備事業及び治山事業や林業成長産業化総合対策事業等を活用し、

植林・間伐や路網の整備、山地災害の防止、木造公共施設の整備、林業事業体の育成な

ど、様々な取組を進めてきたところである。  

 本道の森林を将来の世代に引き継いでいくため、活力ある森林づくりや防災・減災対

策をさらに進め、森林資源の循環利用による林業・木材産業の成長産業化が実現できる

よう、施策の充実・強化を図ることが必要である。  

 よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。  

記。  

１、森林の多面的機能を持続的に発揮し、２０５０年カーボンニュートラルの実現に

貢献するため、適切な間伐と伐採後の着実な再造林の推進に必要な森林整備事業予算や、 

防災・減災対策の推進に必要な治山事業予算を十分に確保すること。  

２、森林資源の循環利用を通じて、林業・木材産業の成長産業化を実現するため、ＩＣ 

Ｔ等の活用による林業イノベーションの推進、生産・流通体制の強化、都市の木造化な

どによる道産木材の販路拡大、森林づくりを担う人材の育成などに必要な支援を充実・

強化すること。  

 以上、地方自治法第９９条の規定により提出いたします。  

 なお、提出先は衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科

学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、復興大臣。  

 議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。  

 梅村議員。  

○３番（梅村智秀） それでは２点お伺いいたします。  

 １点目でございますが、１番の２０５０年カーボンニュートラルの実現でございます

が、具体的にはどの様なことなのかについてお伺いいたします。  

 ２番目でございます。ＩＣＴ等の活用による林業イノベーションの推進でございます

が、こちらも具体的にはどの様なことを求めていらっしゃるのか。  

 以上２点お伺いいたします。  

○議長（高橋利勝） 山西議員。  

○７番（山西二三夫） それでは１点目のですね、ちょっと言葉がうまく回らないんで

すけど、カーボンニュートラルのということですが、これは脱炭素社会の実現に向かっ



- 46 - 
 
 

てという言葉に私は理解しています。もう１点ですね、イノベーションの推進ってこと

はですね、林業産業というのは結構３Ｋと言われるほどなかなか厳しい労働力が必要と

いうことで、ここをですね機械化による、ドローンですか、ああいうものを使って測量

をするとか、そういうことで労働力の軽減を狙ったものであります。以上です。  

○議長（高橋利勝） 梅村議員。  

○３番（梅村智秀） １点目のお伺いでございますが、カーボンニュートラルっていう

部分について御答弁いただきましたこの２０５０年カーボンニュートラルの実現ってい

う部分についてもう少し具体的にお伺いいたします。  

 ２点目でございますが、ＩＣＴ等の活用による林業イノベーションの部分でございま

す。具体例としてドローンを利用した、いわゆる労働力の省力化というようなことをお

っしゃっていらっしゃったと思いますが、当然このドローン等を利用したいわゆるその

境界値の計測であるとかそういったこともございますが、その他これ林野庁が示されて

いること全般について申してるという理解でよろしいのか。事例として１例しか挙げら

れませんでしたので、その辺について御認識をお伺いいたします。  

○議長（高橋利勝） 山西議員。  

○７番（山西二三夫） これ以上は詳しい説明は私のほうからはあれなんですけど、脱

炭素ということを１つの目標としている中のことでございます。  

 もう１点ですね、林業関係の作業というのは非常に厳しいものがありまして、測量だ

とかはドローンを使うとか、あるいは機械化してなるべく手間をかけないように、３Ｋ

をと言われることを少しずつ解消して労働力を確保していくというのか、人材育成を図

ってく、それだけの、だけのと言ったら失礼ですけど、私の知ってる中ではそうだし、

梅村議員も森林組合の理事さんやられてるのでここら辺十分わかってるかと思いますけ

ど、私の説明する範囲ではそれ以上、あとはこの案文を読んでいただいてですね、説明

を受け賛同いただけるかどうかということでよろしくお願いします。  

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。  

 これで討論を終わります。  

 これから意見書案第５号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求

める意見書を採決します。  

 お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、意見書案第５号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化
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を求める意見書は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

◎日程第１６  

○議長（高橋利勝） 日程第１６ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件を議題とし

ます。  

総務、産業厚生、広報広聴の各常任委員長から、所管事務のうち会議規則第７５条の

規定によってお手元に配布した所管事務の調査事項について閉会中に継続調査の申し出

がありました。  

お諮りします。  

本件、申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

したがって、総務、産業厚生、広報広聴の各常任委員長から申し出のあった所管事務

について、閉会中の継続審査の申し出は申し出のとおり決定いたしました。  

───────────────────────────────────────── 

◎日程第１７  

○議長（高橋利勝） 日程第１７ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件を議題

とします。  

議会運営委員長から会議規則第７５条の規定によって、お手元に配布しました所掌事

務の調査事項について、閉会中の継続調査の申し出がありました。  

お諮りします。  

本件、申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

したがって、議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決

定いたしました。  

───────────────────────────────────────── 

◎日程第１８  

○議長（高橋利勝） 日程第１８ 議員派遣の件を議題とします。  

 お諮りします。  

 本件については、会議規則第１２９条の規定によってお手元にお配りしました派遣内

容のとおり議員を派遣したいと思います。  

 御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

したがって、議員派遣の件はお手元にお配りしました派遣内容のとおり、議員を派遣

することに決定いたしました。  

───────────────────────────────────────── 
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◎閉会宣告  

○議長（高橋利勝） これで本日の日程は全部終了いたしました。 

お諮りします。 

本定例会に付されました事件は全部終了しました。 

会議規則第７条の規定によって、本日で閉会したいと思います。 

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

したがって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。  

会議を閉じます。 

令和３年第２回本別町議会定例会を閉会いたします。 

御苦労さまでした。 

閉会宣告（午後 ２時５０分） 
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